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は じ め に

本計画は、高齢者の福祉の向上と介護保険事業の円滑な

運営を目的に、老人福祉法及び介護保険法に基づき３年ご

とに改定するものであり、今般、令和６年度～８年度を期

間とする「霧島市すこやか支えあいプラン 」を策定し

ました。

介護を社会全体で支えることを目的として平成 年

（ 年）に創設された介護保険制度は、 年を経過する

中で、時代の流れと多様なニーズに対応するために大きく

変化してきました。

団塊の世代が全員 歳以上となる令和７年（ 年）、また、高齢者人口が

ピークを迎える令和 年（ 年）頃を見据え、介護サービス基盤の計画的な

整備や医療と介護の連携強化、介護人材の確保がこれまで以上に重要になって

きています。さらに、市街地と中山間地域では、高齢化の進行が大きく異なる

ことから、地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、地域の実情に応じた取

組が強く求められています。

これらの状況を踏まえ、本計画では、第二次霧島市総合計画（後期基本計画）

を上位計画とし、関連する他の計画とも連携しながら、「高齢者が地域で自分ら

しく暮らし続けられる環境の充実」の目標のもと、「介護予防の推進と高齢者の

生きがいづくりの充実」、「高齢者の生活支援サービスの充実」、「住民参加と互

いに支え合う地域福祉の推進」、「社会保障制度の円滑な運営」の４つの基本施

策に取り組んでまいります。また、各施策には「市民一人ひとり」「地域」「団

体・事業所等」、それぞれの立場で意識する点も掲載しました。皆様の参考とな

れば幸いです。

本計画を基に、地域共生社会の実現に向け、制度・分野の枠や「支える側」・

「支えられる側」という関係を超えた、「誰もが支えあいながら生き生きと暮ら

せるまちづくり」を推進してまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い

申し上げます。

結びに、本計画の策定にあたり、熱心に議論いただきました高齢者施策委員

の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただきました市民の皆様、関係各位に心か

ら感謝申し上げます。

令和６年３月

霧島市長 中重 真一
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第１部 総論

第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の背景と趣旨

（１）背景

介護保険制度は、その創設から 年以上が経ち、介護サービス利用者は制度創

設時の３倍を超えており、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が

必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきました。

総人口が減少に転じる中、高齢者人口は今後も増加し、高齢化は進展していく

と予測され、介護保険制度においては、いわゆる団塊の世代全てが 歳以上とな

る令和７年（ 年）を見据え、制度の持続可能性を維持しながら、高齢者がで

きる限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを

可能としていくため、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、十

分な介護サービスの確保のみに留まらず、医療、介護、介護予防、住まい及び自

立した日常生活の支援が包括的に確保される体制（以下「地域包括ケアシステム」

という。）を深化・推進されてきたところです。

年が近づく中で、更にその先を展望すると、いわゆる団塊ジュニア世代が

歳以上となる令和 年（ 年）には、既に減少に転じている生産年齢人口の

減少が加速する中で、高齢者人口がピークを迎えると見込まれています。高齢者

人口のうち、 歳以上の後期高齢者人口は増加傾向となり、介護ニーズの高い

歳以上人口は令和 年（ 年）頃まで 歳以上人口を上回る勢いで増加し、

令和 年（ 年）頃まで増加傾向にあることが見込まれています。また、医

療・介護の複合的ニーズを有する慢性疾患等の高齢者が増加しており、医療・介

護の連携の必要性が高まっています。

さらに、高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加のほか、認知症の人や認知

機能が低下した高齢者の増加が見込まれる中で、地域で生活する高齢者等の意思

決定支援や権利擁護の重要性も高まっています。

今後は、必要な介護サービス需要が変化することが想定される一方、生産年齢

人口の急減に直面することを踏まえ、介護サービス基盤の計画的な整備や地域包

括ケアシステムの深化・推進に向けた取組、地域包括ケアシステムを支える人材

の確保や介護現場における生産性の向上の推進等が重要となります。
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（２）趣旨

本計画は、こうした状況を踏まえ、高齢者福祉サービスの整備（共助・公助）

を検討し、多くの高齢者が健康で、仕事や地域の中の活動などで役割を担いなが

ら活躍できる取組（自助・互助）の充実を図っていくとともに、地域の実情に応

じた介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施を目

指し、 年を見据えた中長期的な計画である『霧島市すこやか支えあいプラン

（第 期高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画）』として策定するもので

す。

（３）ＳＤＧｓとの関連

平成 年の「国連持続可能な開発サミット」において、「持続可能な開発のため

の アジェンダ」とその の「持続可能な開発目標（ ）」が採択されまし

た。 （ ）では、「誰一人として取り残さない」

持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するために、経済・社会・環境の３

つの側面のバランスがとれた持続可能な開発に際して、複数目標の統合的な解決

を図ることが掲げられています。

が掲げる「誰一人取り残さない」という考え方は、住民一人ひとりが主体

的に健康づくりや介護予防に取り組み、それを地域全体で支えることですべての

世代が健康でいきいきと暮らせるまちを目指す本市の高齢者施策と一致するもの

です。

本市では、第二次霧島市総合計画後期基本計画において、施策ごとに の目

標を関連付け、 推進に取り組むこととしています。
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２ 計画の位置付け

（１）法的根拠及び上位・関連計画

本計画は、老人福祉法第 条の８第１項に定める市町村老人福祉計画及び介護

保険法第 条第１項に定める市町村介護保険事業計画を３年１期として策定する

ものであり、令和２年３月に策定した第９期高齢者福祉計画・第８期介護保険事

業計画の見直しを行ったものとなります。

また、本市においては「第二次霧島市総合計画」を、まちづくりの行政運営指

針の最上位計画として位置付けており、本計画は、実施計画として、主に高齢者

に関する施策の方針を掲げるものです。

■上位・関連計画

◆＜参考＞法令の根拠（抜粋）

【老人福祉法第 条８第１項】

市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画を

定めるものとする。

【介護保険法第 条第１項】

市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付

の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

く県計画＞

鹿児島県高齢者保健福祉計画

鹿児島県介護保険事業支援計画

鹿児島県地域医療構想

整合性

整合

国（根拠法）

老人福祉法

介護保険法

第二次霧島市総合計画

霧島市すこやか支えあい
プラン

・高齢者福祉計画
・介護保険事業計画

健康きりしま （第４次）
（霧島市健康増進計画）

第３期霧島市国民健康保険保健事業
実施計画（データヘルス計画）

第２次霧島市障がい者計画等

第２期霧島市子ども・子育て支援

事業計画

調和
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（２）データヘルス計画との関連

本市では、高齢者人口は今後も増加していくと予想しており、医療費の増加を

予防し社会保障制度維持のため、保健、医療、介護それぞれの部門が連携し、健

診データや保険診療データ、介護保険データを活用した分析及び分析結果に基づ

く一体的な事業の展開や保険給付適正化に取り組む必要があります。また、地域

包括ケアシステムの構築のためにも保健、介護部門の連携は不可欠です。

このようなことから、本計画は、保健事業実施計画（データヘルス計画）との

整合、調和を図っています。

■関係機関の連携（イメージ）

資料：厚生労働省「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第２版」

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、後期高齢者の保健事業に
ついて、後期高齢者医療広域連合と市町村の連携内容を明示し、市町村において、介護保険の地域
支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施。

＜市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業との一体的な取組を実施

＞

○保健事業の指針におい

て、一体的実施の方向性

を明示。

○具体的な支援メニューを

ガイドライン等で提示。

○特別調整交付金の交付、

先進事例に係る支援。

○事例の横展開、県内の健康課題の俯瞰的把握、事業の評価 等
事業の一部を民間機関に委
託できる。

＜市町村が、介護の地域支
援事業・国保の保健事業と
の一体的な取組を実施＞

○広域計画に、広域連合

と市町村の連携内容

を規定。

○データヘルス計画に、

事業の方向性を整理。

○専門職の人件費等の

費用を交付。

○一体的実施に係る事業の基本的な方針

を作成。

○市町村が、介護の地域支援事業・国保の

保健事業との一体的な取組を実施。

（例）データ分析、アウトリーチ支援、通いの場

への参画、支援メニューの改善 等

○広域連合に被保険者の医療情報等の提

供を求めることができる。

○地域ケア会議等も活用。

国（厚生労働省） 広域連合 市町村

都道府県
（保健所含む）

○データ分析手法の研修・支援、実施状況等の分析・評価 等
国保中央会
国保連合会

は法改正事項

○法 ○法
○法

○法

○法

○法

○法

○法

都道府県への
報告・相談

委託

必要な援助

○取組全体への助言、かかりつけ医等との連携強化 等
三師会等の
医療関係団体 ○法
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（３）姶良・伊佐地区 地域医療構想との整合性

地域医療構想は、少子高齢化が急速に進む中、団塊世代の全てが後期高齢者と

なる令和７年（ 年）に向け、病床の機能分化と連携を進め、効率的で質の高

い医療提供体制を構築するとともに、在宅医療・介護の充実を図るために、病床

機能ごとに令和７年（ 年）の必要量を推計し定めることとされています。

平成 年に鹿児島県で「地域医療構想」が策定され、地域の実情に応じた合意

形成がなされるよう、構想区域ごとに医療関係者や介護保険者などで構成する

「調整会議」を設置し、協議を進めています。

本市は「姶良・伊佐保健医療圏地域医療構想調整会議」の委員として、介護施

設や在宅医療等に係る追加的需要を踏まえ、在宅医療の整備目標及び介護サービ

ス見込み量等について協議を行い、その議論の結果を共有して、医療計画と第９

期介護保険事業計画の整合性の確保を図っているところです。

出典：令和５年度第１回姶良・伊佐保健医療圏地域医療構想調整会議資料
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３ 計画の期間

介護保険事業計画は３年ごとに見直しを行うこととなっているため、第９期介

護保険事業計画の計画期間は令和６年度（ 年度）から令和８年度（ 年度）

となります。老人保健福祉計画も介護保険事業計画と一体的に整備することから、

高齢者福祉計画も令和６年度（ 年度）から令和８年度（ 年度）とします。

第９期介護保険事業計画は、第６期からの「地域包括ケア計画」としての位置

付けを承継し、令和 年度（ 年度）を見据えた中長期的なサービス・給付・

介護保険料等を視野に入れた施策の展開を図ります。

※上記表中、第○期計画は、介護保険事業計画を指します。

第９期計画

～

〈 年までの見通し〉 〈中長期見通し〉

年

第７期計画

～

第８期計画

～

第 期計画

～

年

団塊世代が
歳

団塊世代が 歳 団塊ジュニア世代
が 歳
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４ 計画の策定体制

霧島市高齢者施策委員会（外部委員会）

学識経験を有する者、保健・医療・福祉関係者、介護保険事業者、市民代表等に委員を委嘱し、計画

内容について協議する。

霧島市高齢者福祉計画等策定検討委員会（内部委員会）

副市長を委員長、部長級を委員とし、計画の原案に関する事項について調査検討する。

霧島市すこやか支えあいプラン２０２４

基礎調査

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」

「高齢者等実態調査」

計画の見直しにあたり、既存データでは把握が困難

な高齢者等の実態や意識・意向を確認し、総合的に

傾向分析することにより計画策定の基礎資料とする

ため、３年毎に実施するもの。

独自調査等

「居所変更実態調査」（国推奨調査）

過去１年間の新規入居・退去の流れや、その理由など

を把握することで、住み慣れた住まい等で暮らし続け

るために必要な機能等を把握するもの。

「在宅生活改善調査」（国推奨調査）

在宅の方で、現在のサービス利用では生活の維持が難

しくなっている利用者の実態を把握し、不足する介護

サービス等を把握するもの。

「事業所アンケート調査」

（介護人材実態調査含む）

市内事業所に対し、介護保険サービス等参入意向

や運営状況などを調査し、計画期間中のサービス

見込量等の参考とするもの。

「介護支援専門員調査」

介護支援専門員（ケアマネージャー）に対し、日々の業

務で抱えている課題や関係機関との連携時の状況を把握

するもの。

「計画策定ワーキング会議」

令和５年 月開催。居宅介護事業所や医療機関、

包括支援センターなど多職種の福祉関係者 人に

より、業務や地域の課題及びその対応策などをグ

ループワーク形式で提案・共有した。

「地域包括ケア・ライフサポートワーカーアンケート調査」

市内に 人いる地域包括ケア・ライフサポートワーカ

ーに対し、昨年度の相談内容や関係機関への連絡状況、

まちかど介護相談所等の活用などについて調査したも

の。

「各課ヒアリング」

関係各課と連携・協力を図るため、関係事業に関するヒアリングを行った。

事務局（長寿・障害福祉課）
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５ 第９期介護保険事業計画策定に向けた国の方向性等

（１）全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法

等の一部を改正する法律における介護保険関係の主な改正事項

Ⅰ．介護情報基盤の整備

○ 介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医療

保険者と一体的に実施

➢ 被保険者、介護事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共有・

活用することを促進する事業を介護保険者である市町村の地域支援事業として位

置付け 
➢ 市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して国保連・支払基金に委託

できることとする 

Ⅱ．介護サービス事業者の財務状況等の見える化

○ 介護サービス事業所等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用するため、

事業者の事務負担にも配慮しつつ、財務状況を分析できる体制を整備

➢ 各事業所・施設に対して詳細な財務状況（損益計算書等の情報）の報告を義務付

け

※職種別の給与（給料・賞与）は任意事項。

➢ 国が、当該情報を収集・整理し、分析した情報を公表

Ⅲ．介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務

○ 介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取組を推進

➢ 都道府県に対し、介護サービス事業所・施設の生産性の向上に資する取組が促進

されるよう努める旨の規定を新設 など

Ⅳ．看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化

○ 看多機について、サービス内容の明確化等を通じて、更なる普及を進める

➢ 看多機のサービス内容について、サービス拠点での「通い」「泊まり」における看

護サービス（療養上の世話又は必要な診療の補助）が含まれる旨を明確化 など

Ⅴ．地域包括支援センターの体制整備等

○ 地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うた

めの体制を整備

➢ 要支援者に行う介護予防支援について、居宅介護支援事業所も市町村からの指定

を受けて実施可能とする など
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（２）第９期介護保険事業計画の基本指針のポイント

１．介護サービス基盤の計画的な整備

①地域の実情に応じたサービス基盤の整備

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービ

ス種別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介

護サービス基盤を計画的に確保していく必要

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的かつ

効果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要

・中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者を含め、地域の関係者と共

有し、サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要

②在宅サービスの充実

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規

模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更な

る普及

・居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービス

の整備を推進することが重要

・居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設によ

る在宅療養支援の充実

２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組

①地域共生社会の実現

・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るもの

であり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、地

域住民や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、総

合事業の充実を推進

・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層

的支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うこと

も期待

・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深めること

が重要

②医療・介護情報基盤の整備

・デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるため

の医療・介護情報基盤を整備

③保険者機能の強化

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化

３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による

離職防止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施

・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。介護の

経営の協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用

・介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進
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第２章 本市の高齢者を取り巻く状況

１ 人口動態等の状況

（１）人口構成の状況

本市の人口構成を見ると、男女ともに ～ 歳の年齢層の膨らみが大きくなっ

ており、今後、後期高齢者の急激な増加が見込まれます。

■人口構成

資料 住民基本台帳（令和５年７月１日現在）

男性

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上 女性

単位：人
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（２）人口と高齢化率の状況

①人口３区分別の推移

本市の平成 年以降の総人口は、微減で推移しています。

年齢３区分別に見ると、年少人口（ ～ 歳）及び生産年齢人口（ ～ 歳）は

減少傾向となっています。一方、老年人口（ 歳以上）は増加傾向となっており、

高齢化率も年々上昇し、令和５年時点では ％となっています。

資料 住民基本台帳（各年 月１日現在）

②前期・後期別高齢者人口の推移

本市の高齢者数は増加傾向で推移しており、令和５年度時点の高齢者数は

人となっています。年齢構成別で見ると、令和４年度までは、前期高齢

者、後期高齢者ともに増加傾向となっており、令和５年度時点では、前期高齢

者は減少しています。

資料 住民基本台帳（各年 月１日現在）

平成

年

令和元

年

令和２

年

令和３

年

令和４

年

令和５

年

年少人口

～ 歳

生産年齢人口

～ 歳

老年人口

歳以上

高齢化率

人

平成

年

令和元

年

令和２

年

令和３

年

令和４

年

令和５

年

～ 歳（前期高齢者） 歳以上（後期高齢者） 高齢化率

人
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（３）高齢者の世帯構成の状況

本市の一般世帯の総数は増加傾向で推移しており、令和２年では 世帯

となっています。また、 歳以上の高齢者のいる世帯は増加傾向となり、総世

帯に占める割合も上昇し続け令和２年では ％となっています。

歳以上の高齢者のいる世帯の内訳を見ると、ひとり暮らしの世帯及び高齢

者夫婦世帯が増加傾向にあり、その占める割合は、令和２年度で約７割となっ

ています。

単位：世帯

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和２年

一般世帯総数

歳以上の高齢者のいる

世帯

ひとり暮らしの世帯

高齢者夫婦世帯※

その他の世帯

※高齢者夫婦世帯は、夫 歳以上、妻 歳以上の夫婦のみの世帯数 資料 国勢調査
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２ 介護保険事業の状況

（１）要支援・要介護認定者数の状況

第１号被保険者数の増加に伴い、認定者数は平成 年度までは増加傾向とな

っていましたが、令和元年度以降はおおよそ横ばいとなっています。

要介護度の構成を見ると、要介護１、要介護２が多く増加傾向となっている

一方、要介護５は減少傾向となっています。

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末）

（２）要支援・要介護認定率の状況

本市の第１号被保険者における要支援・要介護認定率は、平成 年度以降は

低下傾向となっており、鹿児島県、全国平均を下回っています。

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末）

平成 年

月末

令和元年

月末

令和２年

月末

令和３年

月末

令和４年

月末

令和５年

月末

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

人

平成 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

霧島市 鹿児島県 全国

％
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（３）認知症の状況

① 要介護等認定者に占める認知症高齢者

令和５年９月末現在の要介護等認定者 人のうち、日常生活に支障を来

すような認知症状がみられる高齢者（以下「認知症自立度Ⅱａ以上の人」とい

う。）は 人で約 ％となっています。要介護状態になっている高齢者の大

部分は、認知症により日常生活に支障が出ている状況となっています。

■日常生活自立度ランクⅡ 以上の推移

資料：認定調査票

② 認知症を有する高齢者数の推計

認知症を有する高齢者数は、高齢者人口の増加とともに増加し続け、ピーク

は 年と推計され、 人を超えることが予想されます。

※「日本における認知症高齢者人口の将来推計に関する研究」 平成 年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大

学 二宮教授）認知症患者の推定有病率を用いる。

※ ～ 年は、「地域包括ケア見える化 システム」（厚生労働省）、 年以降は、住民基本台帳を基にコーホート変化

率法による独自推計値

※端数については、四捨五入。

平成 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

歳以上の人口（人） 認知症患者の推定数（人） 認知症患者数の推定有病率（％）
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（４）介護費用の状況

介護費用額は、微増傾向で推移しており、特に令和２年度以降は在宅サービス

が増加しています。一方、第１号被保険者１人１月あたり費用額は、減少傾向に

あり、国、県よりも低くなっています。

■１月あたりの介護費用額の推移

資料：地域包括ケア「見える化」システム

■第１号被保険者１人１月あたり費用額の推移

資料：地域包括ケア「見える化」システム

平成 年度 平成 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

在宅サービス 居住系サービス 施設サービス

千円

平成 年度 平成 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

霧島市 鹿児島県 全国

円
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３ 高齢者の就業の状況

就業者の総数をみると、令和２年では 人と平成 年の 人から

人減少しています。

そのうち、 歳以上をみると、男女ともに大きく増加しており、増加率は４

割を超え、 歳以上の高齢者の就業が進んでいる様子が伺えます。

■就業者数

区分 令和２年 平成 年 増減数 増減率

総数 人 人 △ 人 △ ％

（ 歳以上） 人 人 人 ％

男性 人 人 △ 人 △ ％

（ 歳以上） 人 人 人 ％

女性 人 人 △ 人 △ ％

（ 歳以上） 人 人 人 ％

資料 国勢調査
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４ 高齢者等実態調査結果

（１）調査の概要

※ 一般高齢者調査は、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」も調査票に組み込まれている。

※ 在宅要介護（要支援）者調査は、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」及び「在宅介護実態調査」も

調査票に組み込まれている。

※ 回答数の（ ）はオンライン回答件数を示す。

※ 無効回答とは白紙の回答や調査期間を過ぎてから回収された調査票の数を示す。

■回答者の年代

（一般高齢者）

歳 歳 歳 歳 歳以上 不明

種別 調査時期 実施方法

一般高齢者調査※１ 令和５年１月 郵送による配布・回収及びオンライン回答を併用した。

在宅要介護（要支援）者調査※２ 令和５年１月 郵送による配布・回収及びオンライン回答を併用した。

若年者調査 令和５年１月 郵送による配布・回収及びオンライン回答を併用した。

種別
配布数

（件）

回収数※３

（件）

回収率

（％）

無効回答※４数

（件）

有効回答率

（％）

一般高齢者調査 うち

在宅要介護（要支援）者調査 うち

若年者調査 うち
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（２）高齢者等実態調査の主な結果

ア．受けたい介護について

対象者別

比較
●一般高齢者、若年者ともに「自宅」を希望する割合が高くなっている

前回比較

●一般高齢者では「自宅」を希望する割合が前回より ポイント増えてい

る

●若年者では「自宅」を希望する割合は ポイント減り、「有料老人ホー

ム」や「特別養護老人ホーム」といった施設を希望する割合が ポイン

ト増えている

（一般高齢者）

（若年者）

8.4%

7.8%

8.1%

8.0%

8.3%令和元年度（ ）

令和４年度（ ）

7.6%

11.0%

1.9%

3.8%

令和元年度（ ）

令和４年度（ ）

自宅で家族中心の介護を受けたい

自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合せた介護を受けたい

家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けたい

有料老人ホームや高齢者向けの住宅に引っ越して介護を受けたい

特別養護老人ホームなどの施設で介護を受けたい

無回答
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イ．「認知症」について、不安なことや心配なこと

対象者別

比較

●「認知症」について不安なことや心配なことは、「自分や家族が認知症にな

らないか心配である」が一般高齢者（ ％）、若年者（ ％）ともに最

も高くなっている

前回比較

●一般高齢者では「自分に「もの忘れ」があり認知症ではないかと心配であ

る」が前回より ポイント増えている

●若年者では「認知症になったときの対応や介護の仕方がわからない」が前

回より ポイント増えている

自分や家族が認知症にならないか心配である

認知症になったときの対応や介護の仕方がわから

ない

自分に「もの忘れ」があり認知症ではないかと心

配である

家族に異変を感じるが，認知症なのかわからない

心配事を相談したくてもどこに相談したらよいか

わからない

その他

不安なことや心配なことはない

一般高齢者（ ） 若年者（ ）
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ウ．認知症に関する相談窓口の認知度

対象者別

比較

●認知症に関する相談窓口については「知らない」が一般高齢者（ ％）、

若年者（ ％）ともに最も高くなっている

前回比較
●一般高齢者、若年者ともに前回より「知らない」の割合が増え、ほとんど

の相談窓口の認知度が低くなっている

（一般高齢者）

（若年者）

地域包括支援センター

医療機関

市町村

認知症疾患医療センター

保健所

認知症の人と家族の会

その他

知らない

令和４年度（
令和元年度（

地域包括支援センター

医療機関

市町村

認知症疾患医療センター

保健所

認知症の人と家族の会

その他

知らない令和４年度（

令和元年度（
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エ．希望する生活場所

対象者別

比較

●希望する生活場所については「現在の住居にずっと住み続けたい」が一般

高齢者（ ％）、在宅要介護者（ ％）ともに最も高くなっている

●一般高齢者では一般の住宅等を希望する割合が在宅要介護者より高く、在

宅要介護者では有料老人ホームや介護保険施設を希望する割合が一般高齢

者よりも高くなっている

72.7%

1.6%

0.1%

0.5%

0.8%

1.1%

2.6%

5.8%

3.0%

11.7%

現在の住居にずっと住み続けたい

買い物や通院に便利な市街地に住居を買って 借

りて 移り住みたい

自然豊かで静かな環境の郊外に住居を買って 借

りて 移り住みたい

家族や親族、兄弟姉妹の所へ移り住みたい

高齢者対応の住居やアパートに移り住みたい

グループホームに入居したい

有料老人ホーム・軽費老人ホームに入居したい

介護保険施設に入所したい

その他

無回答

一般高齢者（ ） 在宅要介護者（
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オ．今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス

結果
●「特になし」以外の回答では、「外出同行 通院、買い物等 」、「見守り、声

掛け」、「配食」が必要であるとする割合が高くなっている

前回比較
●「見守り、声掛け」（ ポイント増）、「配食」（ ポイント増）が前回よ

り高くなっている

（在宅要介護者）

外出同行 通院、買い物等

見守り、声掛け

配食

ゴミ出し

移送サービス 介護・福祉タクシー等

掃除・洗濯

買い物 宅配は含まない

調理

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

令和４年度（

令和元年度（
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カ．現在の生活を継続していくにあたって、介護者の方が不安に感じる介護

結果
●「入浴・洗身」、「認知症状への対応」、「外出の付き添い、送迎等」が不安

と答えた割合が高くなっている

前回比較
●「日中の排泄」が ポイント、「屋内の移乗・移動」が ポイント、

「食事の介助 食べる時 」が ポイント前回より高くなっている

（在宅要介護者）

入浴・洗身

認知症状への対応

外出の付き添い、送迎等

夜間の排泄

日中の排泄

屋内の移乗・移動

衣服の着脱

服薬

食事の介助 食べる時

身だしなみ 洗顔・歯磨き等

医療面での対応 経管栄養・ストーマ等

食事の準備 調理等

その他家事 掃除、洗濯、買い物等

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

わからない

令和４年度（ 令和元年度（
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キ．在宅での介護を行う上で、現在困っていることや将来の不安

結果

●現在困っていること、将来の不安ともに「災害時の避難の援助」、「緊急に

施設・病院への入所が必要になること」、「経済的負担」の割合が高くなっ

ている

（在宅要介護者）

災害時の避難の援助

緊急に施設・病院への入所が必要になること

経済的負担

住まい 手すりの取付、段差解消など

相談相手 理解者 がいない

在宅医療の提供体制 往診、訪問介護など

介護に関する情報の入手方法がわからない

近所や地域の方々の理解・協力

特に不安はない

現在の困りごと（ 将来の不安（
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（３）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果における介護リスク分析

結果

●一般高齢者では、「うつ」、「認知機能」の出現率が４割程度と高くなってい

る

●要支援１・２では、「運動機能」の出現率が最も高く、「口腔機能」、「う

つ」において要介護１・２より高くなっている

（全体）

（認定区分別）

50.5 

3.2 

38.6
32.9

51.5 51.2 49.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

運動器

(n=1426)
低栄養

(n=1426)
口腔機能

(n=1426)
閉じこもり

(n=1426)
認知機能

(n=1426)
うつ

(n=1426)
転倒リスク

(n=1426)

15.5 

1.6 

24.1 
20.2 

37.2 
42.5 

33.5 

78.2 

2.8 

51.2 48.8 
54.4 

61.5 64.7 

82.0 

4.9 

47.7 

38.9 

69.7 

56.9 

67.1 

95.6 

7.4 

65.2 

52.6 

71.9 

61.5 59.3 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

運動器 低栄養 口腔機能 閉じこもり 認知機能 うつ 転倒リスク

一般高齢者 要支援1･2 要介護1･2 要介護3･4･5
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５ 事業所等調査結果

（１）調査の概要

調査 対象者

事業所調査 介護サービス提供事業所 等

介護支援専門員調査 ケアマネジャー

在宅生活改善調査 事業所及びケアマネジャー

居所変更実態調査 介護施設 等

国が推奨する各種調査を実施するとともに、「地域のニーズに即した高齢者施策や介

護サービスの展開を図ること」を目的に、事業所・介護支援専門員を対象とする市独自

の調査を実施しました。

（２）事業所調査の主な結果

全体

現在雇用している又は雇用が決まっている 雇用に向けて検討している

関心はあるが情報収集にとどまっている 雇用する予定はない

職員の確保
職員の入れ替わりの多さ

サービスの質の向上
職員のマナー、態度の向上

利用者の確保
事故が多い

利用者のキャンセルやサービス内容等の変更希望
特定の日時に利用希望が集中すること

事務作業が多いこと
施設・設備の改善（老朽化）

必要な情報の入手
利用者との連絡

利用者のニーズの把握
ケアマネジャーとの連携

主治医との連携
利用者の介護保険制度に対する理解が十分でないこと

利用者との利用料金をめぐるトラブル
サービス担当者連絡会への出席

緊急・災害時の対応に関する準備
その他

特にない
無回答

全体

全体

既に雇用している又は雇用が決まっている 雇用に向けて検討している

関心はあるが情報収集にとどまっている 高年齢者を雇用する予定はない

①事業所の運営上の課題 ※複数回答

職員の確保が大きな課題

１．職員の確保 ％

２．利用者の確保 ％

３．事務作業が多いこと ％

４．サービスの質の向上 ％

５．施設・設備の改善 ％

不足している職種 事業所

１．訪問介護員 ％

２．介護職員 ％

３．看護職員 ％

②雇用について

介護人材の離職防止・定着

促進に効果的なもの 事業所

１．賃金引上 ％

２．手当額引上 ％

３．子育て・育児支援 ％

４．日夜勤希望勤務形態 ％

５．有給休暇取得率向上 ％

既に高齢者を雇用している事

業者は８割となり、外国介護

人材を雇用している事業者は

約１割となっています。
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（３）介護支援専門員調査の主な結果

全体

十分活用できている 活用できている あまり活用していない

活用したいが確保が難しい わからない 無回答

全体

既に導入している又は導入が決まっている 導入に向けて検討している

関心はあるが情報収集にとどまっている 導入する予定はない

全体

ある ない 無回答

全体

ある ない 無回答

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション

福祉用具貸与

短期入所生活介護・療養介護

認知症対応型通所介護

その他

特になし

無回答

全体

③介護ロボット・ の活用について

既に介護ロボット・ＩＣＴ

を導入している事業者は約

３割となっています。

訪問介護が不足している

と感じる事業所が多くな

っています。

１．訪問介護 ％

２．複合型サービス ％

３．訪問入浴介護 ％

④霧島市で不足していると感じるサービスについて

①在宅での生活が困難となっていると思われるケースについて
担当件数のうち、在宅で

の生活が困難であり施設

入所が好ましいと思われ

るケースが「ある」割合

は ％となっていま

す。

②確保するのが困難だった介護サービス（介護予防サービスを含む）について ※複数回答

ケアプランの作成にあた

り、確保するのが困難だ

った介護サービスは「訪

問介護」の割合が ％

と最も高くなっていま

す。

≪困難理由≫

・空きがなかった ％

・空きはあったが断られた

％

③インフォーマル･サービス※の活用について

ケアプランの作成にあた

って、インフォーマル･

サービスを活用している

割合は３割程度となって

います。

※家族をはじめ近隣や地域社会、 やボランティアなどが行う援助活動で、公的なサービス以外のも

の
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（４）在宅生活改善調査の主な結果

ケアマネジャーに対し、自宅等での生活の維持が難しくなっている人で、在

宅生活を維持するために必要なサービスを聞いたところ、約 ％の人が、「より

適正な住まい・施設等」のサービス提供が必要としており、その内容として最

も多かったのは、グループホーム（認知症対応型共同生活介護）で、次に住宅

型有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅の順となっ

ています。一方、「より適切な在宅サービス等」を必要とする人は、約 ％とな

っており、改善に必要なサービス内容は、小規模多機能居宅サービスが最も高

く、次にショートステイ、通所系サービスの順となっています。在宅での生活

継続に向けて、サービスの提供体制・機能を強化する必要があるといえます。

① 「生活の維持が難しくなっている人」の生活の改善に必要なサービス

② その他施設等の待機者」と「在宅サービス待機者」の生活の改善に必要なサービス

より適切な在宅サービス

より適切な住まい・施設等

より適切な在宅サービス
住まい・施設等

上記では改善は困難

特養のみ

特養
その他の施設等

その他の施設等

緊急

改善できるサービス 入所・入居の緊急性、特養への申し込みの状況など

そ
の
他
施
設
等
の
待
機
者

特
養
待
機
者

在
宅
サ
ー
ビ
ス
待
機
者

在宅生活者

在
宅
生
活
者
数

人

在
宅
生
活
の
維
持
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
人

そ
の
他

人

人 人

人

人

人

人

人

人

非緊急

人

人

緊急

非緊急

人

人

緊急

非緊急

人

人

３サービス

その他在宅

人

人

３サービス

その他在宅

人

人

人

人

人

※ここでの「待機者」には、施設等
の入所・入居者や医療機関の入
院患者の分は含まれていないが、
調査方法によりサ高住・住宅型
有料は含まれる場合がある点に
注意。
施設等の入所経路の把握につい
ては居所変更実態調査が有効。

在宅サービス待機者 人その他施設等の待機者 人生活の改善に
必要なサービス

人住宅型有料人住宅型有料

住まい・施設等

人サ高住人サ高住

人軽費老人ホーム人軽費老人ホーム

人グループホーム人グループホーム

人特定施設人特定施設

人介護老人保健施設人介護老人保健施設

人療養型 介護医療院人療養型 介護医療院

人特別養護老人ホーム人特別養護老人ホーム

人ショートステイ

－在宅サービス

人訪問介護 訪問入浴

人夜間対応型訪問介護

人訪問看護

人訪問リハ

人通所介護 通所リハ 
認知症対応型通所

人定期巡回サービス

人小規模多機能

人看護小規模多機能

生
活
の
改
善
に
向
け
て
、
代
替
が
可
能
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（５）居所変更実態調査の主な結果

居所を変更した理由として、「医療的ケア・医療処置の必要の高まり」の割合

が最も高く、医療処置を受けている利用者は、「特別養護老人ホーム」、「介護老

人保健施設」、「住宅型有料老人ホーム」、「グループホーム（認知症対応型共同

生活介護）」の順で多くなっています。

また、施設からの居所変更先として、医療機関が最も多くなっています。こ

のことから、要介護者の生活の継続性を高めるため、医療処置・対応が可能な

施設・居住系サービスの受入体制の強化を検討する必要があるといえます。

① 居所変更した人の要支援・要介護度

② 居所変更した理由

合計申請中死亡介介介介介支支自立サービス種別

人人人人人人人人人人人住宅型有料

人人人人人人人人人人人軽費

人人人人人人人人人人人サ高住

人人人人人人人人人人人

人人人人人人人人人人人特定

人人人人人人人人人人人地密特定

人人人人人人人人人人人老健

人人人人人人人人人人人療養型・介護医療院

人人人人人人人人人人人特養

人人人人人人人人人人人地密特養

人人人人人人人人人人人合計

必要な支援の発生・増大

必要な身体介護の発生・増大

認知症の症状の悪化

医療的ケア・医療処置の必要性の高まり

上記以外の状態像の悪化

状態等の改善

必要な居宅サービスを望まなかったため

費用負担が重くなった

その他
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６ 霧島市すこやか支えあいプラン２０２１の取組状況

すこやか支えあいプラン （令和３～５年度）では、５つの「基本事業」及

び６つの「施策の方向性」を定め各事業を展開しました。それぞれの取組状況は

次のとおりです。

基本事業１：介護予防の推進と高齢者の生きがいづくりの充実

基本事業２：高齢者の在宅生活を支えるサービスの充実

（２）在宅生活を支える支援体制の拡充

・高齢者の生活を支えるため、地域包括支援センターや成年後見センターを中心とした相談体

制の強化を図った。

・地域ケア個別会議を行うことで、高齢者の自立支援・重度化防止につながり、また、介護支

援専門員や介護サービス事業所職員等の資質向上につながった。

生涯現役社会の実現と自立支援・重度化防止、健康づくりの推進

・「本市が目指す介護予防のしくみ」を作成したことで、進めるイメージや目標を共有でき

た。

・通所型サービスＣの個所数を増やし、市内全域で、介護認定を受けずとも通所サービスを利

用できるようになった。

・地域のひろば等の通いの場に、専門職を派遣する仕組みが定着した。

（１）認知症になっても安心して暮らせる体制の構築

・認知症カフェが３箇所に増え、また、カフェ運営者で情報交換会を行っている。

・「私のアルバム」を改訂及び出前講座のメニューに追加し、地域のひろば等でＡＣＰの普及

啓発を行った。

・アルツハイマー月間時に、国分シビックセンターにポスター等の掲示や広報誌への掲載を毎

年行い、普及啓発を図った。

・ＩＣＴを活用したみまもりあいアプリの導入により、認知症高齢者等の行方不明時に市民の

協力体制が図られた。
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基本事業３：高齢者の居住の安定の確保

基本事業４：住民参加と互いに支えあう地域福祉の推進

基本事業５：介護保険制度の円滑な運営

居住の確保と安心して生活できる体制

・地域包括支援センター等と連携し、在宅生活が困難な高齢者の把握や養護老人ホームへの入

所支援体制の充実を図った。

・令和４年１月、霧島市居住支援協議会を設立し、高齢者の入居支援体制の強化を図った。

・ふれあいバス及びデマンド交通に加え、令和４年６月から「はやと循環ワゴン」を本格運行

し、移動支援体制の拡充を図った。

・運転免許証を自主返納した高齢者に対して交付する「かごしま共通乗車カード」に、ＪＲ利

用できる「ＳＵＧＯＣＡ」や「タクシーチケット」を追加し、免許返納後の支援の充実を図

った。

互助の仕組みによる支え合い、社会参加の仕組みづくり

・地域の互助を推進するためのセミナーや情報交換の場として、地域の絆プロジェクトが毎年

実施され定着してきた。

・地域見守り支援員を設置する地区自治会公民館が、 公民館＋１自治会と設置が進んでい

る。

・霧島市「身寄り」がなくても安心して暮らせるためのガイドライン作成とキックオフシンポ

ジウムを行い、体制づくりが進んだ。

介護サービスの質の確保・向上と多様な介護人材の確保・定着に向けた支援

・介護事業所と連携し、福祉避難所の設置や対応フローの作成を行い、災害時対応の体制を構

築できた。

・認定調査票の全件チェック（ ％）を達成できた。

・給付適正化データ、医療費突合データを活用し、過誤調整を指示した。またそのことにより

事業者の意識改善につながった。

・一部の書類の簡素化・オンライン化を図った。
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第３章 日常生活圏域の設定及び特徴

１ 日常生活圏域の設定

高齢者の生活を支える基盤の整備については、日常の生活を営む地域におい

て様々なサービスを提供する拠点の整備が必要となります。

そのため、第３期以降の「市町村介護保険事業計画」においては、高齢者が

住み慣れた環境で生活を継続できるようにするために、市町村内を１つ又は複

数に区分した「日常生活圏域」を設定し、同圏域を基本的な枠組みとして地域

密着型サービスの提供体制を整えていくこととされました。

本市では、これまでの地域特性や生活のつながりに視点を置き、合併前の旧

町単位や中学校区を基にした 圏域に設定しています。

圏域別に見ると、 歳以上の高齢者人口が減少傾向かつ 歳以上の人口も減

少傾向にある横川、福山圏域、 歳以上の高齢者人口が減少傾向で 歳以上の

人口がピークを迎えている牧園圏域、更に 歳以上の人口が増加傾向にある霧

島圏域が、人口推計から見えてきた特徴的な圏域となるため、加速度的な地域

包括ケアシステムの深化が求められることになると考えられます。

歳以上

人口推移

歳以上

人口推移
人口の推移から想定される状況 圏域

増加傾向

増加傾向
医療・介護の体制拡充、担い手確保育

成、ニーズ増加

国分北、国分、

国分南、溝辺

隼人北、隼人南

ピーク 医療・介護の体制拡充、担い手確保育

成、 年以降先ニーズ増加減少傾向

ピーク

増加傾向 医療・介護の体制維持、担い手確保重

点、ニーズ増加ピーク

減少傾向
医療・介護の体制維持、担い手確保重

点、ニーズ減少

減少傾向

増加傾向 医療・介護の確保困難、担い手確保困

難、ニーズ増加

霧島

ピーク 牧園

減少傾向
医療・介護の確保困難、担い手確保困

難、ニーズ減少
横川、福山
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なお、霧島市地域包括支援センターについては、引き続き 箇所で運営するこ

とで、圏域ごとの特性に応じ、地域と一体となった施策の推進を目指します。

圏域 地区自治公民館名

国分北 東襲山、清水、姫城、郡山、木原、川原

国 分 国分東、国分西、向花、府中、新町、野口、上小川

国分南 広瀬、福島、松木、湊、上井、川内、平山、本戸、敷根、下井、上之段、塚脇

溝 辺

瀬竹、下有川切門、石原、上石原、永尾、曽我、据石ヶ岡、稲荷、宮久、

宮川内、三縄、陵北、水尻・横頭、大川内岡、石峯、麓原、玉利、論地、

陵南、西原、十三塚、桑坂

横 川 山ヶ野、安良、中央、尾田、植村今村、西、佐々木

牧 園 牧園、三体、万膳、中津川、持松、高千穂

霧 島 永水、向田、大川、中央、湯之宮、待世、田口、狭名田、枦野、桂内、霧島

隼人北 姫城、日当山、松永、中福良

隼人南 小浜、小野、富隈、宮内

福 山
小廻、中央、大廻、東牧之原、西牧之原、下牧之原、福地、福沢、佳例川、

比曽木野
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２ 日常生活圏域別の地域特性

本市が設定する の日常生活圏域においては、高齢者人口・高齢化率や認定率等

が異なり、また社会資源の違いもあることから、それぞれの地域で特性が大きく異

なります。

高齢化率は、横川圏域、牧園圏域、霧島圏域、福山圏域が ％を超えています。

高齢者人口に占める 歳以上人口率では、横川圏域、牧園圏域が他地区と比較して

高くなっています。

資料：住民基本台帳（令和５年７月１日現在）

人
人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

国分北 国分 国分南 溝辺 横川 牧園 霧島 隼人北 隼人南 福山

６５歳以上人口及び高齢化率

歳以上 計 高齢化率

人

人
人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

国分北 国分 国分南 溝辺 横川 牧園 霧島 隼人北 隼人南 福山

８５歳以上人口及び高齢化率

歳以上 計 人口割合



総
論

第
３
章

第1部　総論 第3章　日常生活圏域の設定及び特徴

■圏域別２０４０年高齢化率の予測

年 年

※市全体の人口は補正を行っているため、各圏域の合計と一致しない場合があります。

圏域名 高齢者人口 うち 歳以上 割合 高齢者人口 うち 歳以上 割合

国分北

国分

国分南

溝辺

横川

牧園

霧島

隼人北

隼人南

福山

年 年
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３ 圏域別の状況整理シート

（１）国分北圏域

①圏域の特徴・課題・強みなど

国分北圏域では、地域のひろば等の事業を有効活用し、自治会単位で活動に取り組む地域

が多いという特徴があり、民生委員や地域見守り支援員の活動も盛んで高齢者の見守りに力

を入れています。また、買い物に不自由を感じている山間部の高齢者を対象にコンビニエン

スストアやスーパーによる移動販売や一部の自治会では、月に一回手作り弁当を提供するな

どの活動も行われています。なお、近年、若年層の住民が増加している地域でもあることか

ら、自治会加入率の向上が本圏域の今後の地域活動へ大きな影響を与えると推測されます。

②圏域の概要

市全体 国分北圏域

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

総人口

年少人口 ～ 歳

生産年齢人口 ～ 歳

老年人口 歳以上

うち前期高齢者

後期高齢者

高齢者単身世帯数

一人あたり医療費

国民健康保険
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

後期高齢者医療
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

健診等の状況

特定健診受診率

特定保健指導終了率

長寿健診率

資料：人口：住民基本台帳（令和５年７月１日現在）

③将来の人口及び高齢率の見込み

総人口は減少、高齢者人口は令和 年（ 年）以降も増加します。

1,881 1,859 1,797 1,748 1,705 1,657 1,626 1,590 1,557 1,511 1,347 1,248 1,144 

8,666 8,604 8,497 8,349 8,215 8,109 7,982 7,817 7,638 7,509 6,844 6,221 5,713 

3,696 3,815 3,875 3,979 4,067 4,137 4,197 4,298 4,412 4,478 4,711 4,737 4,560 

14,243 14,278 14,169 14,076 13,988 13,903 13,805 13,705 13,607 13,498 12,902 12,206 11,416 

25.9 26.7 27.3 28.3 29.1 29.8 30.4 31.4 32.4 33.2
36.5 38.8

39.9

0％
10％
20％
30％
40％
50％
60％
70％

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R17 R22 R27

0-14 15-64 65- 高齢化率

（人）
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④要介護認定者の推移と将来の見込み

認定者数は令和 年（ 年）まで増加傾向です。

⑤圏域の介護保険事業サービス

⑥介護保険事業以外の社会資源

⑦介護予防・日常生活圏域ニーズ及び高齢者等実態調査等調査結果

ア．リスク該当者の出現状況

リスク者出現率比較 リスク者出現率（市全体を１とした場合）

78 64 69 68 68 68 71 76 80 79 78 
72 89 70 69 70 71 73 77 82 82 81 

135 145 126 130 130 130 135 144 152 154 150 

97 108
96 98 99 99 104 108 116 118 116 

61 69
70 70 71 72 74 76 83 85 84 68 68
79 81 83 83 85 90 97 98 97 61 38 43 40 40 40 41 43 

46 46 46 572 581 553 555 561 563 582 614
655 664 652

0

100

200

300

400

500

600

700

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32
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在宅 地域密着型 施設 その他
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閉じこもり

低栄養

口腔

認知症

うつ予防

転倒

市全体

国分北地区

運動機能

閉じこもり

低栄養

口腔認知症

うつ予防

転倒

国分北地区

・地域のひろば(R5.3)… 箇所

・地域見守り支援員 …６公民館、 人

・まちかど介護相談所、まちかど丸ごと相談所(R5.7)…７箇所

・地域包括ケア・ライフサポートワーカー(R5.7)…６人

・ボランティアポイント登録者 … 人
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（２）国分圏域

①圏域の特徴・課題・強みなど

国分圏域は、市の中心部に位置し、本計画の 圏域の中では最も面積の小さな圏域で

す。地区自治公民館ごとの総人口はいずれも 人を超え、その多くは国分西・国分東地

区に集中しています。地区別の高齢化率を見ると、向花地区は高く、国分西・野口地区は低

い傾向にあります。また、商業施設、行政・医療施設及び公共交通機関等は充実しており、

大きなイベントも開催されるため世代間交流の機会も多くあります。課題としては、マンシ

ョン等の集合住宅に居住する人が多く、訪問の実施等による生活実態の把握が難しいことが

あげられます。なお、交通渋滞や道幅が狭い道路の交通量も多いことから、高齢者の交通事

故に注意が必要な地域でもあります。

②圏域の概要

市全体 国分圏域

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

総人口

年少人口 ～ 歳

生産年齢人口 ～ 歳

老年人口 歳以上

うち前期高齢者

後期高齢者

高齢者単身世帯数

一人あたり医療費

国民健康保険
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

後期高齢者医療
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

健診等の状況

特定健診受診率

特定保健指導終了率

長寿健診率

資料：人口：住民基本台帳（令和５年７月１日現在）

③将来の人口及び高齢率の見込み

総人口、高齢者人口共に令和 年（ 年）以降も増加します。
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第1部　総論 第3章　日常生活圏域の設定及び特徴

④要介護認定者の推移と将来の見込み

認定者数は令和 年（ 年）まで増加傾向です。

⑤圏域の介護保険事業サービス

⑥介護保険事業以外の社会資源

⑦介護予防・日常生活圏域ニーズ及び高齢者等実態調査等調査結果

ア．リスク該当者の出現状況

リスク者出現率比較 リスク者出現率（市全体を１とした場合）

96 101 118 116 116 117 121 130 136 136 133 
111 140 139 137 139 141 145 154 163 164 161 
216 239 217 224 224 224 232 248 263 264 259 
159 149 161 164 165 165 174 181 194 198 194 106 100 101 101 102 104 106 110 120 123 121 
107 91 105 108 110 110 114 119 128 131 129 
81 59 66 61 61 62 63 66 70 71 70 876 879 907 911 919 923 955 1,008

1,073 1,087 1,067
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・まちかど介護相談所、まちかど丸ごと相談所(R5.7)… 箇所

・地域包括ケア・ライフサポートワーカー(R5.7)… 人

・ボランティアポイント登録者 … 人



総
論

第
３
章

第1部　総論 第3章　日常生活圏域の設定及び特徴

（３）国分南圏域

①圏域の特徴・課題・強みなど

国分南圏域では、地区自治公民館単位で地域活動を行っている地区が多く、山間部では

元々あった地域活動により顔の見える関係が構築されています。平野部も地域活動や地域の

ひろば等、市の事業を有効活用する地区が多い傾向です。また、福島、湊及び下井地区は新

興住宅地が増え、生徒数が増加する学校もありますが、上井、下井及び敷根地区は人口が減

少しています。課題としては、医療機関や介護保険サービス事業所、スーパー等が少ないた

め、運転免許を返納すると、病院や買い物等に行くことが難しくなることや、山間部（上之

段や口輪野、塚脇地区）では救急搬送や緊急時の対応に時間を要すること等があげられま

す。

②圏域の概要

市全体 国分南圏域

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

総人口

年少人口 ～ 歳

生産年齢人口 ～ 歳

老年人口 歳以上

うち前期高齢者

後期高齢者

高齢者単身世帯数

一人あたり医療費

国民健康保険
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

後期高齢者医療
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

健診等の状況

特定健診受診率

特定保健指導終了率

長寿健診率

資料：人口：住民基本台帳（令和５年７月１日現在）

③将来の人口及び高齢率の見込み

総人口、高齢者人口共に令和 年（ 年）以降も増加します。

3,775 3,836 3,895 3,931 3,962 3,959 3,973 3,964 3,970 3,963 3,980 4,038 4,112 
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4,998 5,103 5,156 5,206 5,260 5,358 5,449 5,479 5,533 5,621 
5,918 6,242 6,485 
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0-14 15-64 65- 高齢化率
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第1部　総論 第3章　日常生活圏域の設定及び特徴

④要介護認定者の推移と将来の見込み

認定者数は令和 年（ 年）まで増加傾向です。

⑤圏域の介護保険事業サービス

⑥介護保険事業以外の社会資源

⑦介護予防・日常生活圏域ニーズ及び高齢者等実態調査等調査結果

ア．リスク該当者の出現状況

リスク者出現率比較 リスク者出現率（市全体を１とした場合）

102 120 105 103 104 104 108 116 121 121 118 
126 132 131 129 131 133 137 145 153 154 152 
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88 70 71 65 66 66 68 71 
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1,079 1,094 1,074

0

200

400

600

800

1,000

1,200

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 系列8

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

通
所
介
護

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

福
祉
用
具
貸
与

福
祉
用
具
販
売

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

地
域
密
着
型
通
所
介
護

介
護
老
人
福
祉
施
設

介
護
老
人
保
健
施
設

介
護
医
療
院

介
護
療
養
型
医
療
施
設

養
護
老
人
ホ
ー

ム

生
活
支
援
ハ
ウ
ス

軽
費
老
人
ホ
ー

ム

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー

ム

住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー

ム

サ
ー

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅

箇所

定員

在宅 地域密着型 施設 その他

運動機能

閉じこもり

低栄養

口腔

認知症

うつ予防

転倒

市全体

国分南地区

運動機能

閉じこもり

低栄養

口腔認知症

うつ予防

転倒

国分南地

区

・地域のひろば(R5.3)… 箇所

・認知症カフェ…１箇所

・地域見守り支援員 …８公民館、 人

・まちかど介護相談所、まちかど丸ごと相談所(R5.7)…７箇所

・地域包括ケア・ライフサポートワーカー(R5.7)…８人

・ボランティアポイント登録者 … 人
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第1部　総論 第3章　日常生活圏域の設定及び特徴

（４）溝辺圏域

①圏域の特徴・課題・強みなど

溝辺圏域では、自治会加入率が高く、住民同士の支えあい、見守りなど繋がりが強い地域

が多くみられます。バル（軽食喫茶店）や独自の催しを開催するなど地域を盛り上げたい思

いが強い地区もありますが、若年層が増加している地区については、顔の見える関係性が希

薄化してきている特徴もあります。課題としては、勾配が多く徒歩での移動が難しいため、

高齢ドライバーが多いことや、買い物をする店舗が少ないこと、介護保険事業所の人材不足

による閉鎖等への懸念などがあげられます。また、圏域内の 医療機関は、訪問診療を実施

しており、訪問診療で医療を受けている方もいます。地域独自の資源としては、社会福祉法

人による通いの場や、事業所による認知症カフェ、高齢者と小学生との交流が存在します。

②圏域の概要

市全体 溝辺圏域

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

総人口

年少人口 ～ 歳

生産年齢人口 ～ 歳

老年人口 歳以上

うち前期高齢者

後期高齢者

高齢者単身世帯数

一人あたり医療費

国民健康保険
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

後期高齢者医療
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

健診等の状況

特定健診受診率

特定保健指導終了率

長寿健診率

資料：人口：住民基本台帳（令和５年７月１日現在）

③将来の人口及び高齢率の見込み

令和６年（ 年）以降は、総人口、高齢者人口共に減少に転じますが、高齢化率はその

後も上昇します。

1,145 1,117 1,065 1,053 1,042 1,026 998 969 946 921 790 718 631 
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第1部　総論 第3章　日常生活圏域の設定及び特徴

④要介護認定者の推移と将来の見込み

認定者数は令和 年（ 年）まで増加傾向です。

⑤圏域の介護保険事業サービス

⑥介護保険事業以外の社会資源

⑦介護予防・日常生活圏域ニーズ及び高齢者等実態調査等調査結果

ア．リスク該当者の出現状況

リスク者出現率比較 リスク者出現率（市全体を１とした場合）

43 56 49 48 48 48 50 54 57 56 55 
72 80 54 53 54 55 56 60 63 64 62 
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・まちかど介護相談所、まちかど丸ごと相談所(R5.7)…４箇所

・地域包括ケア・ライフサポートワーカー(R5.7)…４人

・ボランティアポイント登録者 … 人
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（５）横川圏域

①圏域の特徴・課題・強みなど

横川圏域は、総面積の ％が山林で平地が少なく、かつて山ヶ野金山がありましたが、そ

の後は農業が主産業となりました。県内最古の木造駅舎の大隅横川駅や桜の名所として有名

な丸岡公園があり、そうした社会資源を地域の高齢者を中心に守っています。課題として

は、店舗数の減少、入院できる医療機関がない、交通の便が悪い、人口減少・高齢化が進ん

でいる等があげられます。強みとしては、物産館「よいやんせ」が唯一の買い物の場所とし

てだけではなく、高齢者等が野菜等を売るなどの生きがいづくりの場として活用されていま

す。夏祭り・文化祭などの催しも続けられ、地域愛が強く、昔ながらの雰囲気が残っていま

す。

②圏域の概要

市全体 横川圏域

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

総人口

年少人口 ～ 歳

生産年齢人口 ～ 歳

老年人口 歳以上

うち前期高齢者

後期高齢者

高齢者単身世帯数

一人あたり医療費

国民健康保険
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

後期高齢者医療
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

健診等の状況

特定健診受診率

特定保健指導終了率

長寿健診率

資料：人口：住民基本台帳（令和５年７月１日現在）

③将来の人口及び高齢率の見込み

令和６年（ 年）以降は、総人口、高齢者人口共に減少に転じますが、高齢化率はその

後も上昇し、令和 年（ 年）には ％に達する見込みです。

297 276 254 233 217 205 190 176 165 156 112 92 70 

1,693 1,573 1,511 1,426 1,359 1,288 1,221 1,167 1,107 1,062 817 633 460 
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第1部　総論 第3章　日常生活圏域の設定及び特徴

④要介護認定者の推移と将来の見込み

認定者数は令和 年（ 年）まで増加傾向です。

⑤圏域の介護保険事業サービス

⑥介護保険事業以外の社会資源

⑦介護予防・日常生活圏域ニーズ及び高齢者等実態調査等調査結果

ア．リスク該当者の出現状況

リスク者出現率比較 リスク者出現率（市全体を１とした場合）
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・地域包括ケア・ライフサポートワーカー(R5.7)…１人

・ボランティアポイント登録者 …３人
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第1部　総論 第3章　日常生活圏域の設定及び特徴

（６）牧園圏域

①圏域の特徴・課題・強みなど

牧園圏域は、中山間地域で国道沿いに人口が集中している特徴がありますが、急峻な山あ
いの川沿いにも集落が点在しており、その地域においては交通の便が悪くなっています。課
題としては、若年人口が流出し、単身又は夫婦のみの高齢者世帯が多いこと、眼科・耳鼻
科・整形外科等の診療科がなく、交通が不便なため病院受診や買い物も難しいこと等があげ
られます。移住してきて身寄りのない方や、隣近所に同世代の知り合いがいなくなり孤立し
てしまう方もいます。また、専門職や介護職、民生委員等支援する側の人材不足も深刻とな

っています。強みとしては、親類縁者や地域とのつながりが残っており地域を大事にして過
ごしている点があげられます。それに加えて農業を続けてきた方は足腰が丈夫で、高齢にな
っても自立して元気に暮らしています。

②圏域の概要

市全体 牧園圏域

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

総人口

年少人口 ～ 歳

生産年齢人口 ～ 歳

老年人口 歳以上

うち前期高齢者

後期高齢者

高齢者単身世帯数

一人あたり医療費

国民健康保険
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

後期高齢者医療
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

健診等の状況

特定健診受診率

特定保健指導終了率

長寿健診率

資料：人口：住民基本台帳（令和５年７月１日現在）

③将来の人口及び高齢率の見込み

高齢者人口のピークは令和７年（ 年）ですが、高齢化率はその後も上昇し、令和 年

（ 年）には ％に達する見込みです。

428 414 387 357 340 317 304 275 258 239 170 146 115 

2,643 2,508 2,425 2,303 2,209 2,134 2,060 1,972 1,903 1,846 1,537 1,273 1,014 

2,991 2,981 
2,993 2,993 2,965 2,923 2,872 2,838 2,778 2,709 

2,402 
2,041 

1,728 

6,062 5,903 5,805 5,653 5,514 5,374 5,236 
5,085 4,939 

4,794 4,109 
3,460 

2,857 

49.3 50.5 51.6
52.9 53.8 54.4 54.9 55.8 56.2

56.5 58.5 59.0 60.5

0％
10％
20％
30％
40％
50％
60％
70％

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R17 R22 R27
0-14 15-64 65- 高齢化率

（人）



総
論

第
３
章

第1部　総論 第3章　日常生活圏域の設定及び特徴

④要介護認定者の推移と将来の見込み

認定者数は令和 年（ 年）まで増加傾向です。

⑤圏域の介護保険事業サービス

⑥介護保険事業以外の社会資源

⑦介護予防・日常生活圏域ニーズ及び高齢者等実態調査等調査結果

ア．リスク該当者の出現状況

リスク者出現率比較 リスク者出現率（市全体を１とした場合）
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・地域のひろば(R5.3)… 箇所

・地域見守り支援員 …６公民館、 人

・まちかど介護相談所、まちかど丸ごと相談所(R5.7)…２箇所

・地域包括ケア・ライフサポートワーカー(R5.7)…２人

・ボランティアポイント登録者 … 人
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（７）霧島圏域

①圏域の特徴・課題・強みなど

霧島圏域には、地域医療の中心となる病院や往診可能な病院もあり、地域住民の健康面を
支えています。霧島神宮駅の周辺には、行政やスーパー等が徒歩圏内でまとまっているため
利便性は良いですが、移動手段がない方は、目的地までの移動に時間と費用がかかります。
また、タクシーの台数やバスの本数も少なく、移動手段も乏しくなっています。地域によっ
ては住民同士の繋がりが強く、お互いに見守り、支え合いながら生活をしていますが、繋が
りが希薄になっている地域や、周りに住んでいる住民が少ないため孤立しやすい地域もあり

ます。

②圏域の概要

市全体 霧島圏域

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

総人口

年少人口 ～ 歳

生産年齢人口 ～ 歳

老年人口 歳以上

うち前期高齢者

後期高齢者

高齢者単身世帯数

一人あたり医療費

国民健康保険
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

後期高齢者医療
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

健診等の状況

特定健診受診率

特定保健指導終了率

長寿健診率

資料：人口：住民基本台帳（令和５年７月１日現在）

③将来の人口及び高齢率の見込み

高齢者人口のピークは令和７年（ 年）、高齢化率のピークは令和 年（ 年）とな

る見込みです。
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第1部　総論 第3章　日常生活圏域の設定及び特徴

④要介護認定者の推移と将来の見込み

認定者数は令和 年（ 年）まで増加傾向です。

⑤圏域の介護保険事業サービス

⑥介護保険事業以外の社会資源

⑦介護予防・日常生活圏域ニーズ及び高齢者等実態調査等調査結果

ア．リスク該当者の出現状況

リスク者出現率比較 リスク者出現率（市全体を１とした場合）
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・地域包括ケア・ライフサポートワーカー(R5.7)…４人

・ボランティアポイント登録者 …２人
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（８）隼人北圏域

①圏域の特徴・課題・強みなど

隼人北圏域には、中核病院である霧島市医師会医療センターが所在し、医療機関や福祉施

設、介護保険サービス事業所等が多く存在します。また、温泉街があり幅広い世代で温泉が

生活に浸透し、住民同士が交流するコミュニティにもなっています。日当山温泉通りや嘉例

川駅周辺では地域活性化に向けた取組をする団体等があり地域を盛り上げています。しか

し、山間部では高齢化及び過疎化が進み、交通手段の減少や買い物、病院受診等の外出が不

便になってきています。梅雨や台風の時期は自然災害（洪水、土砂崩れ）のリスクが心配さ

れる地域もあります。

②圏域の概要

市全体 隼人北圏域

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

総人口

年少人口 ～ 歳

生産年齢人口 ～ 歳

老年人口 歳以上

うち前期高齢者

後期高齢者

高齢者単身世帯数

一人あたり医療費

国民健康保険
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

後期高齢者医療
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

健診等の状況

特定健診受診率

特定保健指導終了率

長寿健診率

資料：人口：住民基本台帳（令和５年７月１日現在）

③将来の人口及び高齢率の見込み

総人口は減少傾向にありますが、高齢者人口及び高齢化率は令和 年（ 年）以降も上

昇していきます。
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④要介護認定者の推移と将来の見込み

認定者数は令和 年（ 年）まで増加傾向です。

⑤圏域の介護保険事業サービス

⑥介護保険事業以外の社会資源

⑦介護予防・日常生活圏域ニーズ及び高齢者等実態調査等調査結果

ア．リスク該当者の出現状況

リスク者出現率比較 リスク者出現率（市全体を１とした場合）
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・地域包括ケア・ライフサポートワーカー(R5.7)… 人

・ボランティアポイント登録者 … 人
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（９）隼人南圏域

①圏域の特徴・課題・強みなど

隼人南圏域は、山間部や海沿いの地域から大型ショッピングセンターや駅が所在する市街

地までを有し、 圏域の中で最も人口が多いことが特徴です。介護保険サービス事業所や医

療施設については他圏域の事業所を利用する方が多く存在します。高齢化率は他圏域と比べ

ると低い水準にあり、生産年齢人口が今後も微増傾向で推移することが予測されています。

また、老人クラブの活動も盛んであり、民生委員や見守り支援員も独居高齢者や高齢世帯の

見守りに積極的に取り組んでいます。しかし、山間部の高齢者等は交通手段に課題を抱えて

おり、交通の利便性の向上が求められています。

②圏域の概要

市全体 隼人南圏域

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

総人口

年少人口 ～ 歳

生産年齢人口 ～ 歳

老年人口 歳以上

うち前期高齢者

後期高齢者

高齢者単身世帯数

一人あたり医療費

国民健康保険
外来 円
入院 円

外来 円
入院 円

後期高齢者医療
外来 円
入院 円

外来 円
入院 円

健診等の状況

特定健診受診率

特定保健指導終了率

長寿健診率

資料：人口：住民基本台帳（令和５年７月１日現在）

③将来の人口及び高齢率の見込み

総人口、高齢者人口共に、令和 年（ 年）以降も増加していきます。
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④要介護認定者の推移と将来の見込み

認定者数は令和 年（ 年）まで増加傾向です。

⑤圏域の介護保険事業サービス

⑥介護保険事業以外の社会資源

⑦介護予防・日常生活圏域ニーズ及び高齢者等実態調査等調査結果

ア．リスク該当者の出現状況

リスク者出現率比較 リスク者出現率（市全体を１とした場合）
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・地域のひろば(R5.3)… 箇所

・認知症カフェ…１箇所

・地域見守り支援員 …２公民館、 人

・まちかど介護相談所、まちかど丸ごと相談所(R5.7)…２箇所

・地域包括ケア・ライフサポートワーカー(R5.7)…２人

・ボランティアポイント登録者 … 人
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（ ）福山圏域

①圏域の特徴・課題・強みなど

福山圏域は、地域イベントや運動体操サロンへの参加やパークゴルフを行うなど、元気な

高齢者が多い地域です。黒酢や果樹栽培、畜産などの産業が盛んであり、現役で働いている

高齢者も多いです。しかしながら、人口減少に加え高齢化率も高く、人材不足により、医療

機関や介護サービス事業所等の休止、廃止が相次いでいます。

そのような中、地域住民や関係団体、大学等の学識経験者の協力も得て、地域の実情把握

を行い、「これからも福山地域で住み続けたい」と思えるよう、事業所間のネットワーク作

りを更に進め、切れ目のない支援体制を提供できる仕組み作りを推し進め、明るい未来に向

けた活動を展開しています。

②圏域の概要

市全体 福山圏域

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

総人口

年少人口 ～ 歳

生産年齢人口 ～ 歳

老年人口 歳以上

うち前期高齢者

後期高齢者

高齢者単身世帯数

一人あたり医療費

国民健康保険
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

後期高齢者医療
外来 円

入院 円

外来 円

入院 円

健診等の状況

特定健診受診率

特定保健指導終了率

長寿健診率

資料：人口：住民基本台帳（令和５年７月１日現在）

③人口及び高齢率の推移と将来の見込み

総人口、高齢者人口共に減少傾向にありますが、高齢化率は令和 年（ 年）まで上昇

する見込みです。
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④要介護認定者の推移と将来の見込み

認定者数は令和 年（ 年）まで増加傾向です。

⑤圏域の介護保険事業サービス

⑥介護保険事業以外の社会資源

⑦介護予防・日常生活圏域ニーズ及び高齢者等実態調査等調査結果

ア．リスク該当者の出現状況

リスク者出現率比較 リスク者出現率（市全体を１とした場合）
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・ボランティアポイント登録者…２人
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第４章 計画の基本的な考え方

１ 計画の目指す姿

（１）基本理念と目標及び基本施策

本計画の上位計画と位置付ける「霧島市第二次総合計画」では、 年の本市

の将来像を「人にやさしく 人をはぐくむ 一人ひとりが輝きにぎわう多機能都市」

とし、その実現のために、６つのまちづくりの基本方針（政策）を定め各種施策

を総合的に推進しています。

６つの政策の１つである『やさしさ～誰もが支えあいながら生き生きと暮らせ

るまちづくり～』においては、様々な立場の地域住民が役割を分担し、支え合い

ながら、自分らしく活躍できるコミュニティを育成し、公的な福祉サービスと融

合した、地域における包括的な支援体制を構築していくことが示されています。

本計画では、第二次霧島市総合計画と整合性のとれた効果的な施策推進を図っ

ていくため、当該計画において示された施策の方向性である「誰もが支えあいな

がら生き生きと暮らせるまちづくり」を基本理念とし、「高齢者が地域で自分らし

く暮らし続けられる環境の充実」を目標として設定します。また、庁内関係部局

等と調整を行い、地域包括ケアシステムの深化・推進に向け４つの基本施策を設

定します。

基本理念 誰もが支えあいながら生き生きと暮らせるまちづくり

目標 高齢者が地域で自分らしく暮らし続けられる環境の充実

基本施策１ 介護予防の推進と高齢者の生きがいづくりの充実

基本施策２ 高齢者の生活支援サービスの充実

基本施策３ 住民参加と互いに支え合う地域福祉の推進

基本施策４ 社会保障制度の円滑な運営
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（２）施策体系

在宅生活を支える支援体制の拡充

基本施策２

高齢者の生活支援

サービスの充実
居住の確保と安心して生活できる
体制

互助の仕組みによる支え合い、社会
参加の仕組みづくり

基本施策３

住民参加と互いに

支え合う地域福祉
の推進

認知症になっても安心して暮らせる
体制の構築

基本施策４

社会保障制度の
円滑な運営

介護サービスの質の確保・向上と多
様な介護人材の確保・定着に向けた
支援

生涯現役社会の実現と自立支援・重
度化防止の推進

基本施策１

介護予防の推進と
高齢者の生きがい

づくりの充実

基本施策 施策の方向性

高
齢
者
が
地
域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
環
境
の
充
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施策の方向に対する取組

生涯現役社会の実現と自立支援・重度化防止の推進（Ｐ ～）
●地域のひろば推進事業 ●地域リハビリテーション活動支援事業

●一般介護予防事業評価事業 ●いきいきチケット支給事業

●老人クラブ連合会運営支援事業 ●長寿祝金支給事業 ◎自然体験事業等の紹介

●シルバー人材センター運営支援事業 ●介護保険ボランティアポイント事業

●高齢者グループポイント事業 ◎高齢者学級運営事業 ◎公民館定期講座開設事業

◎きりしま地域人材バンク ◎社会福祉施設総務管理事務事業 ◎健康福祉まつり開催事業

高齢者の保健事業と介護予防の推進（Ｐ ～）
●高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 ●運動体操サロン

●介護予防普及啓発事業 ◎健康づくり事業

◎食生活改善推進員・健康運動普及推進員の活動

在宅生活を支える支援体制の拡充（Ｐ ～）
●地域ケア会議推進事業 ●第１号訪問事業 ●第１号通所事業

●霧島市地域包括支援センター運営事業（●総合相談支援業務 ●権利擁護業務

●包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 ●介護予防ケアマネジメント業務）

●在宅医療・介護連携推進事業 ●入退院支援コーディネーター

●まちかど介護相談所・まちかど丸ごと相談所設置事業 ●家族介護者交流会事業

●成年後見制度利用支援事業 ●家族介護用品支給事業 ●高齢者福祉手当支給事業

●地域生活配食事業 ●救急時情報提供書の活用 ◎消費生活相談事業

◎こども・くらし相談センター ◎高齢者等のごみ出し支援

居住の確保と安心して生活できる体制（Ｐ ～）
●老人福祉施設入所等事務 ●生活支援ハウス運営事業

●高齢者住宅等安心確保事業（シルバーハウジング） ●緊急通報装置整備事業

◎市営住宅改善事業・市営住宅維持管理事業 ◎コミュニティバス等運行事業

◎高齢者運転免許証自主返納支援事業 ◎ネット 等の活用

認知症になっても安心して暮らせる体制の構築（Ｐ ～）
●認知症カフェ ●私のアルバム等の活用・普及啓発

●認知症高齢者早期発見促進事業 ●認知症初期集中支援推進事業

●若年性認知症の人への相談支援 ●認知症サポーター養成

●認知症高齢者等見守りネットワーク事業 ●霧島市認知症専門部会

●認知症ケアパス

互助の仕組みによる支え合い、社会参加の仕組みづくり（Ｐ ～）
●生活支援体制整備事業 ●霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー設置事業

●地域見守り支援事業 ●「霧島市身寄りがなくても安心して暮らすためのガイドライン」の普

及 ◎地域まちづくり支援事業 ◎霧島市社会福祉協議会運営支援事業

◎地域自殺対策強化事業 ◎民生委員活動支援事業 ◎自主防災組織

介護サービスの質の確保・向上と多様な介護人材の確保・定着に向けた支援（Ｐ ～）
●災害対策 ●感染症対策 ●運営指導・集団指導

●要介護認定の適正化 ●縦覧点検・医療情報との突合

●ケアプラン・住宅改修・福祉用具点検

●介護人材確保及び介護現場の生産性向上

●社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業

●リハビリテーションサービス提供体制

◎は他課等関連事業
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（３）霧島市が目指す地域包括ケアシステムの姿

地域包括ケアシステムのあるべき姿を実現するためには、本市の実情に応じて

「自助」「互助」「共助」「公助」を組み合わせていくことが重要であり、高齢者本

人とその家族、市民、ボランティア団体、民間企業、医療機関、介護事業者、市

など、それぞれの主体が協働し支え合いながら、地域全体で取り組んでいく必要

があります。

重点施策１ 住民主体の支え合える仕組みづくり

市民が主体となって介護予防に取り組む「地域のひろば」を軸とし、元気高齢者が買い

物支援や移動支援等の住民主体の生活支援に取組む仕組みづくりや、担い手不足の地域

においては有償ボランティアの仕組みづくりの検討を行います。

重点施策２ 在宅サービス・住まいの確保

高齢者が要介護状態等となっても、自分の意思で自分らしい生活を営むことを可能とす

る「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」を確立することが重要です。在宅における重度

の要介護者、医療ニーズの高い中重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯及び

認知症の人の増加、働きながら要介護者等を在宅で介護している家族等の就労継続や負

担軽減の必要性等を踏まえ、柔軟なサービス提供により支えることが可能な定期巡回・

随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護等（以下「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護等」という。）の更なる普及を図ります。また、今後、独居の困窮

者・高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まいをいかに確保するかは、老齢期を

含む生活の維持の観点に加え、地域共生社会の実現の観点からも非常に重要な課題とし

て取り組みます。

重点施策３ 包括的な支援体制の整備

地域包括支援センターは、重層的支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括

的な相談支援等を担うことが期待されることも踏まえ、障害分野や児童福祉分野など他

分野と連携促進を図っていくことが重要です。このようなニーズに対応し適切にその役

割を果たすために、地域包括支援センター等における相談体制の整備を進めます。

重点施策４ 介護人材確保及び介護現場の生産性向上

地域包括ケアシステムの構築にあたっては、介護給付等対象サービス及び地域支援事業

に携わる質の高い人材を、安定的に確保するための取組を講じていくことが重要であ

り、また、少子高齢化が進展し、介護分野の人的制約が強まる中、職場環境の改善等の

取組を通じ、職員の負担軽減を図るとともに、ケア充実等の介護サービスの質の向上へ

つなげていく生産性向上の推進に取り組むことが不可欠になります。

令和７年（ 年）やその先の生産年齢人口の減少の加速等を見据えつつ、「介護離職

ゼロ」の実現に向けた介護サービス基盤の整備に向け、国・県等と連携し、必要な介護

人材の確保のための総合的な取組を推進します。
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２ 将来の“きりしま”の姿

（１）令和 年（ 年）の姿の推計方法

本計画では、令和 年（ 年）の姿を推計するにあたり、令和５年（

年）７月１日の１歳刻みの住民基本台帳人口を用いたコーホート推計を独自に実

施し、より実情に近い人口動態に基づく推計を実施しました。

（２）令和 年（ 年）の本市の人口

令和 年（ 年）には、総人口 人、うち高齢者人口 人 高齢

化率 ％ 、年少人口 人、生産年齢人口 人となっており、 歳

以上人口がピークを迎えることで、高齢者人口が最も多くなると予測されます。

① 人口推計

令和３

年

令和４

年

令和５

年

令和６

年

令和７

年

令和８

年

令和

年

令和

年

令和

年

年少人口

～ 歳

生産年齢人口

～ 歳

老年人口

歳以上

高齢化率

人

実績値 推計値

第９期
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② 高齢者人口推計

令和３

年

令和４

年

令和５

年

令和６

年

令和７

年

令和８

年

令和

年

令和

年

令和

年

～ 歳（前期高齢者） 歳以上（後期高齢者） 老年人口 歳以上

人

実績値 推計値

第９期
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（３）中長期的な“きりしま”の姿

高齢者一人ひとりが、認知症や要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた

地域で、尊厳を保ち、自分自身の「望む暮らし」を人生の最期まで送れるよう、

地域包括ケアシステムの深化・推進が重要となってきます。

そこで本市では、これまでの目標をふまえ、次の４つの将来像をイメージしま

した。

元気高齢者が生きがいをもち活躍できるまち

市民一人ひとりが自身の心身の健康維持を意識し、積極的に地域社会活動に

関わることで生きがいを持って生活できるまちを目指します。

住み慣れた場所で安心して暮らせるまち

住み慣れた家や地域で長く生活できるよう、困ったときに相談できる体制づ

くりや在宅生活につながる住環境を整備することで、安心して暮らせるまち

を目指します。

共に支え合いいたわりあうまち

認知症や要介護状態になってもその人らしい暮らしができるよう、地域でお

互いを気づかい、支える側・支えられる側という関係を超えて共につながっ

ていくまちを目指します。

限られた資源を有効に使えるまち

少子高齢化が進み介護人材の確保が難しくなる中、限られた資源を市民が主

体的に有効活用できるまちを目指します。
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第２部 各論

第１章 介護予防の推進と高齢者の生きがいづくりの充実

１ 生涯現役社会の実現と自立支援・重度化防止の推進

（１）施策の方向性

平成 年度（ 年度）から開始した「地域支援事業」では、地域のひろば

推進事業や介護保険ボランティアポイント事業、地域リハビリテーション活動

支援事業など、様々な介護予防事業を展開してきました。

高齢化が進展していく中、まずは市民一人ひとりが自身の介護予防・フレイ

ル予防を意識することが重要です。また、各自の実情に合わせ、地域とつなが

りながら生きがいをもって暮らしていくことも大切です。

市では、市民が身近な場所で自発的な介護予防の活動を行えるよう、また地

域との関わり合いの中で生きがいを持って暮らせるよう、関係機関と連携しな

がら、介護予防の仕組みの実現に取り組んでいきます。

（２）取り組むべき課題

・元気高齢者が地域の生活支援の担い手として活躍できる環境づくり

・住民主体の通いの場の拡大・充実

・生産年齢人口の減少による地域ボランティアの確保困難（特に中山間地域）

・活動の場までの移動手段の確保

（３）みんなでできること

【市民一人ひとりで】

・日常生活での介護予防・フレイル予防への取組

・地域のひろば等の地域活動への積極的な参加

・様々なイベントや行事への参加を通じた生きがいづくり

【地域で】

・地域のひろば等への取組・充実

・自治会等での見守り活動や生活支援への取組

・地域での有償ボランティアなどの仕組みづくり

【団体・事業所等で】

・ボランティアに参加しやすい制度・仕組みづくり（マッチング）

・介護保険ボランティアポイント事業所としての登録の推進

・霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカーの活用
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本市が目指す介護予防の仕組み

■本人に合った場で介護予防、早期に専門職の支援を受ける仕組み

各種事業が連動し、各関係機関等が連携する介護予防の仕組みの実現を目指し、

市民の自立支援・重度化防止、健康づくりに取り組みます。

■高齢者の状態と事業区分

地域資源「何の目的」で、また「本人に合った」場や身体活動の例

ふれあいサロン

地域のひろば

気の合う仲間と集まる場

住民同士の顔の見える関係

最低月１回実施

ボランティア活動

介護保険ボランティアポ

イント事業、高齢者グル

ープポイント事業、地域

見守り支援員など

つながる・役割

ハタラクの場

『まだまだやれる！』

自己実現・社会参加

自宅・地域活動

家族・友人とのなじみ

の場・安心できる場

『畑を再開！』『自分の

力で買い物へ！』など楽

しみのある生活へ

運動体操サロン

市内 ７箇所

月２回実施

介護予防・日常生活支援総合事業

（通所型サービスＣ等）

要支援者・事業対象者

通所介護、通所リハビリ、小規模多機能ホーム

認知症対応型共同生活介護などの介護保険事業所

要支援者・要介護者

プラン支援地域ケア会議・自立支援地域ケア会議

専門職が助言サポート

専門職
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■介護予防の仕組みの実現に向けた各団体の役割

各関係機関等が連携し、それぞれの特徴を活かすとともに、本市の多様な社会資

源を活用することで「介護予防の仕組み」の実現を目指します。各関係機関等の役

割は以下のとおりです。

霧島市地域包括
支援センター

●利用者の「目標」に向けての伴走支援
●本人の「目標」を気付かせるアセスメント
●通所型サービスＣ事業所、生活支援コーディネーターに橋渡し
●地域についての情報提供・認知症サポーター講座の開催

健康増進課
すこやか保健センター
保険年金課

●健康づくりの啓発
●食生活改善推進員・健康運動普及推進員の派遣
●長寿健診等で把握した介護予防が必要な方の包括へのつなぎ
●重症化予防
●特定健診・長寿健診の受診率の向上

生活支援
コーディネーター

●ボランティア⇒生活支援担い手
●見守り、支え合い、支え合いマップづくりの支援
●学校や地域での福祉教育
●住民への周知活動
●社会資源の発掘・開発

ライフサポート
ワーカー

●地域のお世話役のサポート
●地域での居場所作り
●見守り、声かけ

霧島どん
サポートの会

●地域活動を通して通所型サービスＣや運動体操サロンを検討す
べき市民の関係機関へのつなぎ

●通所型サービスＣ卒業後の心身機能能力の維持や低下予防への
関わり

●通いの場等の各事業の普及啓発
●介護予防を意識した各事業の連携や包括、社協との繋ぎ

長寿・障害福祉課
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（４）実施事業

① 地域のひろば推進事業

事業概要

地域住民に対して、通いの場を提供することで、地域の人々とのふ

れあいを通して社会的孤立を防止し、生きがいづくり、閉じこもり予

防、認知症予防、心身機能の向上等の介護予防を推進することを目的

に実施しています。地域が企画運営を自ら行う「自主運営型」と霧島

市地域包括ケア・ライフサポートワーカーが自主運営に向けてのサポ

ートを行う「委託型」があります。

通いの場を互助の活動に広げていくために、生活支援コーディネー

ターが実施地区の事例の広報を行いながら、地域のボランティアリー

ダーとなる人材の発掘・養成を行っていきます。

また、生活習慣病等の重症化予防等の目的で、参加者に対し問診や

フレイル予防の講話等を行います。

事業区分 地域支援事業 総合事業 一般介護予防事業 地域介護予防活動支援事業

対象者 地縁団体（地区自治公民館、自治会） 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者

霧島市社会福祉協議会、霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー、

健康運動普及推進員、食生活改善推進員、ボランティアポイント登録者、

霧島どんサポートの会等

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

実施箇所数 箇所 箇所

② 地域リハビリテーション活動支援事業

事業概要

地域における介護予防の取組を機能強化するためには、通所、訪

問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場等への

リハビリテーション専門職等の関与が重要となることから、地域のひ

ろばや老人クラブ等の通いの場への専門職等の派遣、居宅訪問でのケ

アマネジメント支援、事業所支援等を行います。

また、住宅改修訪問点検、福祉用具の選定アドバイス、通所事業所

への指導・助言等の給付適正化への関与や、フレイル予防を目的とし

た「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」にリハビリ専門職が

関与し、効果的な仕組みづくりを進めていきます。

事業区分
地域支援事業 総合事業

一般介護予防事業 地域リハビリテーション活動支援事業

対象者 市民、地縁団体、通所介護事業所等 開始年度 平成 年度

事業関係者 霧島どんサポートの会（本市の理学療法士有志の会）等

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

リハビリ専門職派遣回数 回 年 回
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③ 一般介護予防事業評価事業

事業概要

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般

介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、

その評価結果に基づき事業全体の改善を行います。

事業区分
地域支援事業 総合事業 一般介護予防事業 一般介護予防事業評価

事業

対象者 関係機関 開始年度 令和元 年度

事業関係者

霧島市地域包括支援センター、生活支援コーディネーター、霧島どんサポ

ートの会、霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー、健康増進課、

すこやか保健センター

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

開催回数 年１回 年２回

④ いきいきチケット支給事業

事業概要

歳以上の方、又は身体障害者手帳、療育手帳、もしくは精神障害

者保健福祉手帳の所有者を対象として、はり・きゅう・あん摩マッサ

ージの施術、温泉・市営プールの利用並びに市内のバス・タクシー へ

の乗車ができるチケットを交付します。

今後、事業内容の見直し・検討を行い、更なる利便性向上に努めま

す。

事業区分 老人福祉費事業

対象者
歳以上の高齢者

身体障害者手帳等の所有者
開始年度 平成 年度

事業関係者
はりきゅうマッサージ事業者

温泉・市営プール事業者、バス・タクシー事業者

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

はり・きゅう・あん摩マッサージ券 部 部

温泉・市営プール・バス・タクシー券 部 部
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⑤ 老人クラブ連合会運営支援事業

事業概要

老人クラブは、地域の高齢者を対象として、社会参加・生きがいづ

くり・仲間づくり・健康づくりなどの推進を図っており、高齢者が安

心して暮らすために近所の方々と支え合い、健康活動や友愛活動、奉

仕活動（ボランティア活動）などを行っています。

また、本市は、高齢者自身が主体性をもって社会参加する活動や発

案して行っている活動について、霧島市老人クラブ連合会に補助金を

交付し、高齢者の生きがいづくり、社会参加を促進する活動を支援し

ており、今後も継続して支援していきます。

事業区分 老人福祉費事業

対象者 霧島市老人クラブ連合会 開始年度 平成 年度

事業関係者 ―――

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

参加箇所数 クラブ クラブ

参加人数 人 人

⑥ 長寿祝金支給事業

事業概要

高齢者の長寿を祝福し、敬意を表するため、節目となる年齢の方を

対象として、長寿祝金の支給を行っています。

毎年度、満 歳（１万円）、満 歳（３万円）、満 歳（ 万

円）の節目の年齢に到達する方に祝金を支給します。また、男女それ

ぞれの市内最高齢者については、別途記念品を贈呈します。

引き続き、高齢者に敬意を表する事業として継続して実施します。

事業区分 老人福祉費事業

対象者 高齢者（節目支給対象者） 開始年度 昭和 年度

事業関係者 ―――

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

支給対象者 人 人
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⑦ 自然体験事業等の紹介

事業概要

霧島高原自然体験ツーリズム協議会が実施している「体験まるまる

きりしま」を、老人クラブや自治会等の研修旅行のメニューとしても

提供しており、トレッキングなどの自然体験や和菓子作りなどの食文

化体験、果物収穫などの農林漁業体験など、様々な体験学習を紹介し

ています。今後も継続して実施していきます。

事業区分 ―――

対象者 市民 開始年度 ―――

事業関係者 観光ＰＲ課

⑧ シルバー人材センター運営支援事業（シルバー人材センターの活用）

事業概要

シルバー人材センターは、 歳以上の健康で就労意欲のある高齢者

に対して地域社会の日常生活に密着した仕事の機会を提供しており、

地域における高齢者の就業の場を確保するために大きな役割を果たし

ています。

訪問型サービスＡの活動も担っており、サービス提供を増やすため

の体制確保と、運営費支援や業務量の拡大、機能強化に向けた支援を

行うことで、高齢者の就業機会の確保・提供に努めます。

事業区分 老人福祉費事業

対象者 シルバー人材センター 開始年度 平成 年度

事業関係者 ―――

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

会員数 人 人

受託件数 件 件
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⑨ 介護保険ボランティアポイント事業

事業概要

ボランティア活動を通じ、介護予防、生きがいづくりを推進する事

業です。ボランティア登録をした方が行った指定受入機関（介護事業

所、小学校、通いの場）等でのボランティア活動について、１時間に

つき ボランティアポイントを付与し、ポイントの取得数により、

年間で介護保険料基準月額の１割程度（令和５年度現在：最大

円）を上限とした交付金を交付します。

ボランティア登録員が、高齢者施設等での活動に加え、地域の高齢

者の生活支援・介護予防の担い手となれるよう参加者の意欲向上に努

め、より多くの高齢者が社会参加できるようにサポートします。

事業区分
地域支援事業 総合事業

一般介護予防事業 地域介護予防活動支援事業

対象者 第１号被保険者 開始年度 平成 年度

事業関係者 霧島市社会福祉協議会

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

登録人数 人 人

⑩ 高齢者グループポイント事業

事業概要

歳以上の高齢者を含む５人以上の任意のグループがボランティア

活動を１時間以上行った場合、１ポイント＝ 円に交換できるポイ

ントを付与します。

より多くのグループに参加していただくため、現在登録している団

体の活動を広く市民に周知を図り、登録団体数の増加を目指します。

事業区分 老人福祉費事業（鹿児島県補助事業）

対象者 高齢者を含む住民グループ 開始年度 平成 年度

事業関係者 ―――

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

参加人数 人 人
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⑪ 高齢者学級運営事業

事業概要

高齢者が相互の親和を深め、教養を高めるために、お互いで生きが

いのある学習内容を計画し、市内６地区で講座を展開しています。講

座の取組の一つとして、高齢者と子どもたちとのふれあい学習を行

い、世代間交流を図っています。今後も、魅力ある講座内容を設定

し、参加しやすい体制づくりに努めます。

事業区分 高齢者学級運営事業

対象者 歳以上の市民 開始年度 昭和 年度

事業関係者 社会教育課

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

参加人数 人 人

⑫ 公民館定期講座開設事業

事業概要

市内７地区の条例公民館を中心に「定期講座」を開設し、身近に学

習できる機会を提供しています。多様な講座を開設し、学んだあとは

自らも、「きりしま地域人材バンク」へ登録することが可能です。

今後は、多様化・高度化するニーズに対応した講座の開設と、市民

が必要とする情報を提供できるような環境づくりを行っていきます。

事業区分 公民館定期講座開設事業

対象者 市民 開始年度 平成 年度

事業関係者 社会教育課

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

受講決定者数 人 人
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⑬ きりしま地域人材バンク

事業概要

本市では、「きりしま地域人材バンク」を設置しており、生涯学習や

社会教育に関する豊かな知識や経験、技能を持っている方がボランテ

ィアとして登録しています。各種行事や団体等の催し物等で、ボラン

ティアの派遣依頼があった際に紹介を行っています。

これまで同様、社会福祉協議会のボランティアセンターと連携協力

しながら、今後は学生ボランティアの確保を図っていきます。

事業区分 きりしま地域人材バンク

対象者 市民 開始年度 平成 年度

事業関係者 社会教育課

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

登録者数 人 人

⑭ 社会福祉施設総務管理事務事業（国分総合福祉センターの管理運営）

事業概要

高齢者等に対して健康の増進、教養の向上及び福祉の増進を目的と

して設置された、国分総合福祉センターの管理運営を行います。

［令和 年度 年度 までは霧島市社会福祉協議会を指定管理者

として指定しています。］

指定管理者と連携し、安心・安全な施設の維持と管理経費の抑制、

利用促進に取り組みます。

事業区分 社会福祉施設費事業

対象者 高齢者、身体障害者 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 霧島市社会福祉協議会

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

施設利用者数 人 人
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⑭ 社会福祉施設総務管理事務事業（隼人総合福祉センターの管理運営）

事業概要

高齢者等に対して健康の増進、教養の向上及び福祉の増進を目的と

して設置された、隼人総合福祉センターの管理運営を行います。

［令和 年度 年度 までは霧島市社会福祉協議会を指定管理者

として指定しています。］

指定管理者と連携し、安心・安全な施設の維持と管理経費の抑制、

利用促進に取り組みます。

事業区分 社会福祉施設費事業

対象者 高齢者、身体障害者 開始年度 平成５（ ）年度

事業関係者 霧島市社会福祉協議会

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

施設利用者数 人 人

⑭ 社会福祉施設総務管理事務事業（溝辺ふれあい温泉センターの管理運営）

事業概要

市民の健康増進と福祉の向上を図るため設置された、溝辺ふれあい

温泉センターの管理運営を行います。

［令和 年度 年度 までは霧島市社会福祉協議会を指定管理者

として指定しています。

指定管理者と連携し、安心・安全な施設の維持と管理経費の抑制、

利用促進に取り組みます。

事業区分 社会福祉施設費事業

対象者 市民 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 霧島市社会福祉協議会

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

施設利用者数 人 人
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⑭ 社会福祉施設総務管理事務事業（横川健康温泉センターの管理運営）

事業概要

市民の健康増進と福祉の向上を図るため設置された、横川健康温泉

センターの管理運営を行います。

［令和 年度 年度 までは霧島市社会福祉協議会を指定管理者

として指定しています。］

指定管理者と連携し、安心・安全な施設の維持と管理経費の抑制、

利用促進に取り組みます。

事業区分 社会福祉施設費事業

対象者 市民 開始年度 平成６（ ）年度

事業関係者 霧島市社会福祉協議会

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

施設利用者数 人 人

⑭ 社会福祉施設総務管理事務事業（霧島温泉健康増進交流センターの管理運営）

事業概要

市民の健康増進と福祉の向上を図るため設置された、霧島温泉健康

増進交流センターの管理運営を行います。

［令和 年度 年度 までは霧島市社会福祉協議会を指定管理者

として指定しています。］

指定管理者と連携し、安心・安全な施設の維持と管理経費の抑制、

利用促進に取り組みます。

事業区分 社会福祉施設費事業

対象者 市民 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 霧島市社会福祉協議会

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

施設利用者数 人 人
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⑮ 健康福祉まつり開催事業

事業概要

医療及び福祉関係等の団体で構成する「霧島市健康福祉まつり実行

委員会」を設立し、霧島市との共催により、市民の健康づくり並びに

福祉の推進のため、市民総ぐるみの啓発活動を実施することを目的と

して健康福祉まつりを開催しています。

今後も、より多くの市民が参加できるように内容の検討を行いなが

ら開催していきます。

事業区分 健康福祉まつり開催事業

対象者 市民 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者
保健福祉政策課、健康増進課、霧島市社会福祉協議会、

医療及び福祉関係等の団体

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

来場者数（延べ人数） 人 人

参加団体数 団体 団体
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２ 高齢者の保健事業と介護予防の推進

（１）施策の方向性

高齢者は加齢に伴い慢性疾患による受療が多く、複数の疾病にかかりやすく、

また、要介護の発生率が高い特徴があります。このため、医療と介護両方を必

要とすることが多くなります。

本市では、疾病予防、重症化予防、健康寿命の延伸を目的に、令和２年度か

ら「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」を開始しました。健康増

進課やすこやか保健センター、保険年金課、長寿・障害福祉課等、関係課が連

携し、特定健診や長寿健診による疾病の早期発見・重症化予防に取り組むほか、

通いの場等での積極的な健康教育や健康状態が不明な高齢者に対する個別的支

援などを通じ、高齢者の健康づくりを推進します。

（２）取り組むべき課題

・生活習慣病重症化予防の取組強化

・運動体操サロンの拡大・充実

・特定健診・長寿健診の受診率向上

・食生活改善推進員や健康運動普及推進員の通いの場等への派遣

（３）みんなでできること

【市民一人ひとりで】

・特定健診や長寿健診を毎年受診し、健康管理に努める

・栄養改善・口腔機能向上・運動・身体活動などの知識の習得に努める

・地域行事などの社会参加に心がける

【地域で】

・地域のひろばでの専門職（理学療法士や管理栄養士、歯科衛生士等）の積極

的な活用

・特定健診や長寿健診受診の呼びかけ

【団体・事業所等で】

・通いの場の創出

・通いの場等への積極的な関与（ポピュレーションアプローチ）の推進
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（４）実施事業

① 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業

事業概要

本市の健康課題を踏まえて、国民健康保険保健事業や介護保険制度

の地域支援事業等との一体的実施によるフレイル対策や疾病予防・重

症化予防を推進し、市民の健康寿命の延伸を図り、ひいては医療費の

適正化を目指します。

具体的には、健康診査の結果に基づいた重症化予防を目的とした訪

問等による保健指導の実施、健康状態不明者の把握を行い、保健・医

療・介護サービスへのつなぎ等を行います。また、地域のひろばなど

の通いの場に保健師、管理栄養士、歯科衛生士等を派遣し、参加者の

健康状態を把握し、市民へのフレイル予防に関する普及啓発を行って

いきます。

事業区分 後期高齢者医療特別会計

対象者 高齢者 開始年度 令和２（ ）年度

事業関係者 保険年金課 すこやか保健センター 健康増進課 長寿・障害福祉課

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

通いの場等への出前講座 年間 箇所 年間 箇所

特定健診受診率 ％ ％

長寿健診受診率 ％ ％

口腔健診受診率 ％ ％

② 運動体操サロン

事業概要

フレイル状態にある方やフレイル予防に興味のある方を対象に、体

操や運動の実技や、栄養改善、口腔ケア等の講話を行う教室を各地域

で実施します。参加者へは身体能力の評価や問診を実施し、心身機能

の維持・向上ができる機会とするとともに、自宅でできるセルフケア

の習得や地域活動への参加を促し、元気高齢者を支援します。またフ

レイル状態によっては関係各所と連携を図ります。

事業区分 後期高齢者医療特別会計

対象者 高齢者 開始年度 令和３（ ）年度

事業関係者
霧島どんサポートの会、健康運動普及推進員、霧島市地域包括支援センタ

ー

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

運動体操サロンに参加した人 実 人 人
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③ 介護予防普及啓発事業

事業概要

高齢者がいくつになってもいきいきとした生活を送るための介護予

防・フレイル予防の取組として、地域のひろばや老人クラブ等の通い

の場へ出前講座を行っています。栄養や運動、口腔ケアなどに関する

知識の普及のため、管理栄養士や理学療法士、歯科衛生士、地域包括

支援センター職員などの専門職を積極的に派遣しています。今後も、

地域における健康づくり活動の支援を行っていきます。

事業区分 地域支援事業 総合事業 一般介護予防事業 介護予防普及啓発事業

対象者 地縁団体等 開始年度 令和３（ ）年度

事業関係者
霧島市地域包括支援センター、霧島どんサポートの会、姶良地区薬剤師会

在宅歯科衛生士、在宅管理栄養士等

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

通いの場派遣回数（延べ） 回 回

参加人数（延べ） 人 人

④ 健康づくり事業

事業概要

生活習慣病予防やこころの健康づくりについて、知識の普及や健康

づくりの意識の高揚のため、市民健康講座や出前講座を実施します。

また、食生活改善推進員や健康運動普及推進員が通いの場で、健康

な食生活の知識や健康体操の普及を行っています。

事業区分 健康づくり事業

対象者 市民 開始年度 ―――

事業関係者 健康増進課、すこやか保健センター

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

開催件数（市民健康講座） １回 ２回

開催件数（出前講座） 回 回
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⑤ 食生活改善推進員・健康運動普及推進員の活動

事業概要
市民の健康づくりを推進する食生活改善推進員、健康運動普及推進

員の地域活動を支援します。

事業区分 食生活改善推進員・健康運動普及推進員活動

対象者 市民 開始年度 ―――

事業関係者 健康増進課

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

食生活改善推進員人数 人 人

健康運動普及推進員人数 人 人
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第２章 高齢者の生活支援サービスの充実

１ 在宅生活を支える支援体制の拡充

（１）施策の方向性

平成 年度（ 年度）から、高齢者の自立支援・重度化防止に向けた支援

と介護支援専門員等のケアマネジメント支援を目的に「地域ケア個別会議」を

開始し、会議に参加する多職種の視点からケアプランを検討しています。今後

もより質の高い支援や適切なサービスの利用を推進します。

高齢者が在宅生活を続ける上で、身近な困りごと（買い物困難、ごみ出し困

難、移動困難、サービス人材の不足など）に加え、単身高齢者の比率の上昇に

伴い、身寄り問題や生活困窮などが複雑に絡んだ困難事例が増加していること

も課題です。それらを支援するために、霧島市地域包括支援センター等の関係

者とも課題を共有し支援体制の強化に向けて連携を図ります。

また、地域共生社会の実現に向けて、地域包括ケア・ライフサポートワーカ

ー等と協働し、まちかど介護相談所等の設置により、高齢者に限らず、子ども

や障がい者等の相談への対応・体制の強化を図っていきます。

（２）取り組むべき課題

・通所型サービスＣの利用拡大等、総合事業の充実

・在宅医療・介護連携体制の充実

・霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカーの活用

・まちかど介護相談所・まちかど丸ごと相談所の充実

（３）みんなでできること

【市民一人ひとりで】

・適正なサービスの利用を心がける

・シルバー人材センターへの積極的な登録

【地域で】

・ごみ出し支援がしやすいルールづくり

・買い物支援や移動支援への協力

【団体・事業所等で】

・シルバー人材センター登録の推進

・訪問ヘルパーの人材確保（すき間時間でできる仕組みづくりなど）
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（４）実施事業

① 地域ケア会議推進事業

事業概要

地域ケア個別会議は、ケアマネジメント支援及び個別事例の課題解

決を目的に、多職種が協働して実施しており、関係者間の連携を深め

る機会として今後も重点的に実施していきます。また、地域ケア個別

会議の運営の強化と、司会者、助言者の資質向上のための研修会を行

います。

今後は、地域ケア会議で見えてきた地域課題の解決に向けて、地域

包括支援ネット―ワークケア推進会議等で取り組みます。

事業区分 地域支援事業 包括的支援事業（社会保障充実分）

対象者
介護支援専門員等プラン作成担当

者、サービス提供事業所担当者等
開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 医師会・歯科医師会・薬剤師会等、各専門職団体 職種 他

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

プラン支援地域ケア会議（市・包

括共催）
４回 ６回

自立支援地域ケア会議（市・包括

共催）
回 回

随時の地域ケア会議（包括主催） 回 回

地域包括支援ネットワークケア推

進会議（包括主催）
回 回

地域ケア推進会議（市主催） 高齢者施策委員会２回 高齢者施策委員会３回

② 第１号訪問事業

事業概要

総合事業対象者や要支援者等に対して、要介護状態等となることの

予防又は状態の軽減、悪化を防止し、活動的で生きがいのある生活や

人生を送ることができるように、居宅を訪問して調理や掃除等の生活

援助サービスを実施します。

事業区分 地域支援事業 総合事業 介護予防・生活支援サービス事業

対象者 要支援認定者、事業対象者 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 訪問介護事業所、シルバー人材センター

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

訪問型サービスＡ利用者数 人 人
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③ 第１号通所事業

事業概要

総合事業対象者や要支援者等に対して、要介護状態等となることの

予防又は状態の軽減、悪化を防止し、活動的で生きがいのある生活や

人生を送ることができるように、サービス事業所を通してサービスを

実施します。

また、専門職が短期的かつ集中的に関与し生活課題を明らかにし、

生活機能向上及びセルフケア能力の向上を図る通所型サービスＣ（短

期集中型予防サービス事業）の取組強化を図ります。

事業区分 地域支援事業 総合事業 介護予防・生活支援サービス事業

対象者 要支援認定者、事業対象者 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 通所介護事業所、市内企業・団体等

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

通所型サービスＣの利用者数 人 人
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④ 霧島市地域包括支援センター運営事業

霧島市地域包括支援センターは、地域包括ケア推進の中核機関として各基本

施策で掲げる現状・課題・施策の方向性を把握し、事業間の連携・連動を意識

した上で、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメン

ト支援業務、介護予防ケアマネジメントを一体的に運営しています。

今後も、業務量及び業務内容に応じた適切な人員配置、霧島市地域包括支援

センター間及び行政との業務の役割分担の明確化と連携強化、事業のＰＤＣＡ

の充実による効果的な運営を行い、引き続き機能強化を図っていきます。

④ 総合相談支援業務

事業概要

地域における適切な保健・医療・介護・福祉サービスの制度や関係

機関につなげる等の支援を行うことを目的として、地域におけるネッ

トワークの構築、実態把握、総合相談支援、家族介護者支援を行って

います。

霧島市地域包括支援センターが主体となり、適切な相談支援活動を

行うため、相談内容に応じてチーム内の複数の職種で対応し情報共有

するチームアプローチによる体制を整えています。

また、身近な相談場所の設置のため、日常生活圏域ごとに支所を、

連絡所として「まちかど介護相談所」「まちかど丸ごと相談所」を設置

し、電話・来所による相談に随時対応しています。

相談は多岐に渡り、消費者被害防止に関すること、判断能力の低下

がみられる高齢者の支援に関すること、生活困窮者に関すること、更

には、家族間トラブル及び障がい者世帯への支援の取組など、多様な

ニーズに対応していくため、関係機関等との連携した相談体制・支援

体制の確保を行っています。

生活支援コーディネーター、霧島市地域包括ケア・ライフサポート

ワーカーと連携して、市全域、日常生活圏域、身近な地域の三層構造

によるきめ細やかな相談ネットワークの構築に努めます。また、職員

の資質向上のため研修等の受講や実施を行います。

事業区分 地域支援事業 包括的支援事業（霧島市地域包括支援センターの運営）

対象者 市民 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者
霧島市地域包括ケア・霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー、

生活支援コーディネーター

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

相談件数 件 件
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④ 権利擁護業務

事業概要

高齢者虐待防止や養護者への支援、判断力の低下がある高齢者への

支援などを行い、高齢者の尊厳ある生活が継続できるよう専門的継続

的な視点から必要な支援を行います。

事業区分 地域支援事業 包括的支援事業（霧島市地域包括支援センターの運営）

対象者 市民 開始年度 平成 年度

事業関係者 成年後見センター（霧島市社会福祉協議会）、霧島市地域包括支援センター

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

成年後見・権利擁護に関する相談 件 件

虐待に関する相談 件 件

④ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

事業概要

個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的ケアマネジメン

トが実践されるよう、介護支援専門員・主治医ほか多職種相互の協働

の取組を進め、地域ケア会議や研修会を活用しながら、個々の介護支

援専門員に対する支援・資質向上を図ります。

事業区分 地域支援事業 包括的支援事業（霧島市地域包括支援センターの運営）

対象者 介護支援専門員 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 居宅介護支援事業所

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

介護支援専門員研修会開催数 ２回 ２回

介護支援専門員等の後方支援 件 件
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④ 介護予防ケアマネジメント業務

事業概要

要支援者等に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、そ

の心身の状況、選択に基づき、適切なサービスが包括的・効率的に実

施されるよう介護予防支援計画の作成、その他の必要な援助を行いま

す。

増加する要支援者に対する支援計画を効率的に提供できるよう工夫

し、居宅介護支援事業所等と協力のもと実施していきます。

事業区分 地域支援事業 包括的支援事業（霧島市地域包括支援センターの運営）

対象者 要支援認定者、総合事業対象者 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 居宅介護支援事業所

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

作成プラン数（介護予防支援含む） 件 件
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⑤ 在宅医療・介護連携推進事業

事業概要

高齢化が進展し、医療と介護の両方のニーズを有する高齢者の増加が

予想される中で、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を図る

ために、姶良地区医師会に事業を委託し、姶良・伊佐地域振興局の支援

を受け、霧島市、姶良市、湧水町の２市１町に属する自治体及び関係機

関と広域的に事業を展開しています。

在宅医療・介護連携を推進するには、医療・介護関係職種の連携だけ

でなく、市民が在宅医療や介護について理解し、在宅での療養が必要に

なったときに必要なサービスを適切に選択できるように、また、人生の

最終段階におけるケアの在り方や在宅での看取りについて理解すること

も、適切な在宅療養を継続するために重要です。

の推進に向けて市民への周知や、研修会等を実施していきます。

事業区分 地域支援事業 包括的支援事業（社会保障充実分）

対象者 市民、医療・介護従事者 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 医師会、歯科医師会、薬剤師会、姶良・伊佐地域振興局、姶良市、湧水町他

事業評価指標（活動指標） 令和 年度実績 目標（見込）

入院時情報提供率 ％ ％

退院時情報提供率 ％ ％

■在宅医療と介護の提供体制の目指すべき姿

最終目標
住み慣れた地域でその人らしい生活を最後まで送るための地

域包括ケアの推進

重点取組
の推進と看取り体制構築を軸とした、在宅医療・介護連携

の推進

医療と介

護の連携

した対応

が求めら

れる場面

日常の療養支援
多職種協働による患者や家族の生活を支える観点からの在宅

医療・介護の提供

入退院支援
入院医療機関と在宅医療・介護に係る機関との協働・情報共

有による入退院支援

急変時の対応
在宅療養者の病状の急変時における往診や訪問看護の体制及

び入院病床の確認 ・患者の急変時における救急との情報共有

看取り
住み慣れた自宅や介護施設等、患者が望む場所での看取りの

実施 ・人生の最終段階における意思決定支援
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⑥ 入退院支援コーディネーター

事業概要

霧島市地域包括支援センターに、入退院支援コーディネーターを２

人配置（保健師が兼務）し、主に担当の介護支援専門員等がいない高

齢者の入退院に関する支援を行います。市民や関係機関等への周知を

図っていきます。

事業区分 地域支援事業 包括的支援事業（社会保障充実分）

対象者 市民 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 医療機関連携室、介護支援専門員

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

コーディネーター人数 ２人 ２人

入退院支援コーディネート（延べ） 件 件

⑦ まちかど介護相談所・まちかど丸ごと相談所設置事業

事業概要

霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカーが在籍する介護サー

ビス事業所において、地域住民の方が身近なところで、高齢者福祉や

介護に関する相談をはじめ、地域生活の困りごとについて気軽に相談

できる相談所を設置します。

霧島市地域包括支援センターを中心とした「早く専門職に出会い、

伴走していく体制づくり」を今後も進めていきます。

事業区分 地域支援事業 包括的支援事業 総合相談事業

対象者 市民 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者
霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー、霧島市地域包括支援セン

ター

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

市民から相談を受けた の割合 ％ ％

※ＬＳＷ＝霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー
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⑧ 家族介護者交流会事業（家族介護支援事業）

事業概要

家族を介護している方が介護に対する悩みや不安を相談できる場や

介護者相互の交流の場を提供し、精神的なケアに努めています。ま

た、家庭で介護を行う際のちょっとしたポイントなどを学ぶ研修の機

会を設けており、在宅介護を行う家族介護者の負担軽減を図っていま

す。

事業区分 地域支援事業 任意事業 家族介護支援事業

対象者 家族介護者 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者
霧島市地域包括支援センター、霧島市地域包括ケア・ライフサポートワー

カー

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

実施回数 １箇所 １箇所

参加者人数 人 人

⑨ 成年後見制度利用支援事業

事業概要

身寄りのいない認知症高齢者等で、成年後見制度を利用することが

困難な場合に市長が法定後見制度を使って後見開始の申立てを行いま

す。また、制度を利用するにあたり費用を負担することが困難な人に

対して、申立てに係る費用や後見人報酬に係る費用を助成します。

事業区分 地域支援事業 任意事業 その他の事業

対象者
判断能力が不十分又は欠く者で後見

人が必要な者
開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 霧島市成年後見センター（霧島市社会福祉協議会）

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

市長申立て件数 件 件
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⑩ 家族介護用品支給事業

事業概要

要介護３以上の方、又は重度心身障がい者を介護している方（市民

税非課税に限る）に対し、家族の経済的負担の軽減のため、月額

円（要介護度４、５）と月額 円（要介護度３【全介助に限る】、

重度心身障がい者）の介護用品給付券を支給することで、介護者の身

体的、精神的、経済的負担の軽減を図ります。

引き続き、在宅介護者の負担軽減の一助として継続して実施しま

す。

事業区分 保健福祉事業（ 歳以上） 社会福祉総務費事業（それ以外）

対象者 重度要介護者の家族 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 ―――

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

世帯数 件 件

⑪ 高齢者福祉手当支給事業

事業概要

長期間にわたり在宅において常時寝たきりや重度の認知症の高齢者

を介護している方に対し、その労をねぎらうため、福祉手当（月額

円）を支給します。

事業区分 老人福祉費事業

対象者 重度要介護者の家族 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 ―――

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

受給者数 人 人
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⑫ 地域生活配食事業

事業概要

身体・精神状態等により自ら買い物、調理が困難な高齢者を対象に

して、１日２食、 日の配食サービスを提供し、栄養改善及び安否

確認等を行います。

今後も健全な配食事業を継続していくために、社会福祉法人及び民

間宅配事業者を含めた適切な実施体制の整備を図ります。

事業区分 保健福祉事業

対象者 日常的な見守りが必要な高齢者 開始年度 昭和 （ ）年度

事業関係者 霧島市社会福祉協議会、社会福祉法人政典会、民間配食事業者

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

地域生活配食事業（ 歳以上） 食 食

⑬ 救急時情報提供書の活用

事業概要

本市では、長寿・障害福祉課と消防局が連携し、救急時情報提供に

承諾した要介護認定者の認定情報（認知機能レベル、持病、かかりつ

け医など）を情報システム上で共有しています。

これにより、救急出動した際に個人名などで検索することで、必要

な情報を現地に到着する前に得ることができ、その後の対応がスムー

ズになります。

今後も積極的に活用し、円滑な救急活動につなげていきます。

事業区分 ―――

対象者 市民 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 消防局
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⑭ 消費生活相談事業

事業概要

①消費生活相談事業

消費者が安心して安全で豊かな生活を営むことができるように、消

費生活センターに消費生活相談員を３人配置し対応しています。現

在、高齢者のインターネットでの買い物トラブルや、ワンクリック詐

欺、スパムメール被害、認知症高齢者の消費者トラブルについても相

談が多くなってきており、民生委員と協力し対応しています。

また、消費者に対する教育活動として、出前講座や「消費者生活ビ

ギナー塾」といった講座を実施しており、民生委員の研修会や自治会

の集まりの場を通じて消費者意識の啓発を図っています。今後も消費

生活相談員の研修等を行い、相談の質の向上を図ります。

②地域見守りネットワーク

民生委員と地域見守り支援員を含めた地域見守りネットワークな

ど、関係各課との連携を図っていきます。

③広報活動

ホームページや広報誌、ＦＭきりしま等で消費者トラブルに関する

注意喚起や出前講座等の周知を行っています。

事業区分 消費生活相談事業

対象者 市民（一般消費者） 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 商工振興課

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

相談件数 件 件

出前講座数 回 回

⑮ こども・くらし相談センター

事業概要

暮らしの中で抱える様々な相談や複合的な課題を抱える市民の相談

（主に福祉分野）に応じる窓口「こども・くらし相談センター『にじ

いろ』」において、関係機関等と連携し、包括的に対応し支援を行いま

す。

相談者が複数の相談窓口に赴くことなく複合的な悩みを総合的かつ

円滑に相談できる体制を整え、相談者が抱える問題に応じた支援を包

括的に提供できるよう必要な調整を図ります。

事業区分 ―――

対象者 市民 開始年度 令和２（ ）年度



各
論

第
２
章

第2部　各論 第2章　高齢者の生活支援サービスの充実

⑯ 高齢者等のごみ出し支援

事業概要

高齢社会や核家族化の進展等に伴い、高齢者や障がい者のみの世帯

が増加することにより、家庭からの日々のごみ出しに課題を抱える事

例が生じており、これらを解決するため、公益社団法人霧島市シルバ

ー人材センター等へ委託し、ごみの戸別収集を行います。

事業区分 高齢者等ごみ戸別収集事業

対象者

①要介護１以上の認定を受けている方のみで

構成される世帯

②身体障害者手帳１級又は２級の方のみで構成

される世帯

③療育手帳Ａ１、Ａ２判定を受けている方のみ

で構成される世帯

④精神障害者保健福祉手帳１級の方のみで構成

される世帯

開始年度
令和５（ ）年

度

事業関係者 環境衛生課、長寿・障害福祉課、霧島市シルバー人材センター

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

実施対象世帯数 件
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２ 居住の確保と安心して生活できる体制

（１）施策の方向性

高齢者が、望む場所（自宅や施設）で生活できる環境づくりを推進するため、

在宅において日常生活を営むのに支障がある方を対象とした施設等への入所支

援を行うとともに、在宅生活における緊急時の支援体制を確保します。

また、霧島市居住支援協議会において、活動の中心となる居住支援団体と連

携しながら、入居が困難な高齢者の住宅確保に努めます。

このほか、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者向け住

まいが、地域におけるニーズに応じて供給され、住み慣れた地域で住み替えが

促進される環境を確保します。

（２）取り組むべき課題

・環境上の理由や、経済的な理由で在宅生活が困難な方への支援

・在宅生活における緊急時の支援体制の充実

・単身高齢者等の住宅確保（民間賃貸住宅）

・バランスの取れた施設供給

（３）みんなでできること

【市民一人ひとりで】

・近隣の在宅高齢者の見守り活動等

・在宅生活が困難な高齢者の行政への相談

【地域で】

・地域住民と自治会、民生委員等と連携した在宅高齢者の見守り活動等

・在宅生活が困難な高齢者の行政への相談

【団体・事業所等で】

・居住支援団体による高齢者の賃貸住宅への入居支援

・賃貸住宅オーナーによる県のセーフティネット住宅登録制度を活用した高齢

者の入居促進
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（４）実施事業

① 老人福祉施設入所等事務

事業概要

環境上の理由及び経済的理由により在宅生活が困難な高齢者に対

し、心身の健康の保持と生活の安定のため、所得に応じて入所者負担

金が決定される養護老人ホームへの措置入所を行っています。

入所条件を満たす高齢者及び高齢者虐待などの個別の問題を抱えた

養護老人ホームを希望する高齢者が速やかに入所できるよう措置事務

を行います。

事業区分 老人福祉費事業

対象者
独立して生活する事に不安がある概

ね 歳以上の者
開始年度 昭和 （ ）年度

事業関係者 養護老人ホームを運営する社会福祉法人

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

年度末措置者数 人 人

② 生活支援ハウス運営事業

事業概要

家族等による援助が困難で、身のまわりのことは自立していても、

生活に不安がある方、身体機能の低下が認められる虚弱高齢者（養護

老人ホーム等の対象となる者を除く）方に対して、住居や介護支援、

交流機能を提供することにより、安全かつ快適な生活を営むことがで

きるように、入所決定を行っています。

生活相談員等、施設の職員の能力向上を図り、入所者が安心して生

活できるよう改善していきます。

事業区分 老人福祉費事業

対象者
独立して生活することに不安がある

概ね 歳以上の独居者等
開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 医療法人 春成会

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

年度末入所者数 ９人 人（定員）
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③ 高齢者住宅等安心確保事業（シルバーハウジング）

事業概要

高齢者の生活特性に配慮した市営住宅（小谷住宅：牧園町高千穂

戸）に入居している方に、生活援助員を派遣して、生活指導・相談・

安否確認、一時的な家事援助などのサービスを提供することによっ

て、安全かつ快適な生活を営むことができるように支援しています。

今後は、附帯設備である緊急通報装置の更新等について生活指導・

安否確認の中で提案や相談ができるような取組を検討します。

事業区分 包括的支援事業 任意事業 その他の事業

対象者
独立して生活することに不安がある

概ね 歳以上の独居者等
開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 社会福祉法人 桃蹊会

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

入居戸数 戸 戸

④ 緊急通報装置整備事業

事業概要

一人暮らしの高齢者世帯等で緊急時に適切な対応が困難と認められ

る世帯に対し、 時間 日対応可能で緊急通報のほか生活サポート

などを受けることができる、コールセンター対応の緊急通報装置を設

置しています。

コールセンターによる定期的な安否確認が、逆に地域の支え合い活

動を阻害することの無いよう、バランスを意識しながら、事業を実施

します。

事業区分 地域支援事業 任意事業 その他の事業

対象者
緊急時連絡に不安のある一人暮らし、

高齢者世帯等
開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 霧島市社会福祉協議会、周南マリコム㈱

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

緊急通報装置設置台数（休止除く） 台 台
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⑤ 市営住宅改善事業・市営住宅維持管理事業

事業概要

霧島市公営住宅等長寿命化計画において、「個別改善」と位置付けら

れている住宅を対象に、居住水準の向上を図るために、その建物の状

況に応じて居住性向上型、長寿命化型等の中から事業を選択し、既設

市営住宅の改善を行っています。

また、入居済みの方については、身体理由があれば１階に移動でき

るようにしています。

今後も継続して支援していきます。

事業区分 市営住宅改善事業、市営住宅維持管理事業

対象者 市営住宅の入居者 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 建築住宅課

⑥ コミュニティバス等運行事業

事業概要

本市では、交通空白・不便地域に住む市民の生活交通手段を確保す

るため、市内全域においてコミュニティバスを運行しています。

コミュニティバスは、通勤、通学、通院及び買物等の「生活の足」

として市民の日常生活に必要な移動手段ですが、モータリゼーション

の進展や中山間地域における人口減少等に伴い、利用者数は年々減少

しています。

このような中、警察庁がまとめた運転免許統計によると 年にお

ける運転免許証の自主返納者数は約 万人となり、今後も返納者は増

加していくことが予想されます。

このような状況や市民のニーズを踏まえ、運行車両の小型化を通

じ、人口密集地や医療機関・商業施設等への乗り入れを推進するなど

運転に不安のある高齢者が自家用車に頼らなくても移動できる環境を

整備するとともに、高齢者の中には長年バスを利用していなかった等

の理由により、乗ること自体に抵抗を感じる方も存在することから、

出前講座（乗り方教室）の開催等を通じて、まずは交通機関を体験し

てもらい、「自家用車から公共交通へ」の気運の醸成を図る必要があり

ます。

事業区分 コミュニティバス等運行事業

対象者 市民 開始年度 ―――

事業関係者 地域政策課

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

ふれあいバスの一便当たりの利用

者数が 人を下回る路線数
便 ０便



各
論

第
２
章

第2部　各論 第2章　高齢者の生活支援サービスの充実

⑦ 高齢者運転免許証自主返納支援事業

事業概要

多発する高齢者の交通事故防止と公共交通（バス等）の利用促進を

図るために、霧島市と市内を運行するバス事業者、ＪＲ九州、市内タ

クシー会社、警察が連携し、高齢者が運転免許証を自主返納した場合

に特典を設けています。

○特典内容：発行額 円分の「かごしま共通乗車カード」、「ＳＵ

ＧＯＣＡ」、「霧島市高齢者運転免許証自主返納支援事業タクシーチケ

ット」のうちひとつを、申請した対象者に１回限りで無償交付してい

ます。

事業区分 高齢者運転免許証自主返納支援事業

対象者

市内に居住する 歳以上の運転免

許証自主返納者 平成 年４月１日

以降、霧島署又は横川幹部派出所に

運転免許の取消申請を行い、運転免

許自主返納カードを所持する方）

開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 安心安全課、横川総合支所地域振興課

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

利用者数（延べ人数） 人 人

⑧ ネット などの活用

事業概要

電話を使うことができない方などの対応として、ネット 、

、メール などのサービスを提供しており、これらのツール

を活用し救急体制の拡充を図ります。

今後も関係機関と連携して効果的な普及啓発を行っていきます。

事業区分 ―――

対象者 市民 開始年度 令和２（ ）年度

事業関係者 消防局
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第３章 住民参加と互いに支え合う地域福祉の推進

１ 認知症になっても安心して暮らせる体制の構築

（１）施策の方向性

本市の 歳以上の人口に占める認知症高齢者の割合は、令和５年 月現在

％（Ⅱ 以上の認知症高齢者 人 現在 歳以上人口 人）

となっています。認知症は誰もがなりうることから、認知症に対する正しい知

識を周知するとともに、認知症サポーター養成やみまもりあいアプリの導入な

どを通じ、認知症の人やその家族が安心して自分らしく暮らし続ける環境づく

りを推進しています。その一つとして、霧島市認知症専門部会では、認知症支

援の関係者が参加し、実施事業の有効性や改善点の検討を行っています。

令和４年 月には認知症施策推進大綱の中間評価が行われ、また、令和５年

６月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が公布、令和６年１

月１日に施行され、更に認知症施策の推進に努める必要があります。認知症の

人を含めた市民一人ひとりがその個性と能力を十分発揮し、相互に人格と個性

を尊重しつつ支え合いながら共生する社会の実現を目指します。

（２）取り組むべき課題

・認知症を地域で支える取組の推進

・私のアルバムやみまもりあいアプリの更なる普及

・小中学生を含める幅広い年代を対象にした認知症サポーターの養成

・若年性認知症の人への支援の推進

（３）みんなでできること

【市民一人ひとりで】

・私のアルバムを活用して将来の生活について考えてみる

・みまもりあいアプリに登録し、行方不明者の捜索に協力する

・認知症について正しい知識を学ぶ

【地域で】

・自治会等で高齢者の見守り活動に取り組む

・地域にどんな人が住んでいるのか把握してみる

・出前講座などを活用し認知症について正しく学ぶ

【団体・事業所等で】

・官民協働による高齢者等見守りネットワークの構築

・認知症カフェの設置
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「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」

令和５年６月 日に公布され、令和６年１月１日に施行されました。法の概要は以下のと

おりです。法の理念に基づき国・地方が一体となって施策を講じていきます。（社会保障審

議会 介護保険部会 令和５年７月 日資料より）
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認

知

症

施

策

相
談
か
ら
受
診
の
流
れ

市民

家族・民生委員

長寿健診問診票該当者

歯科医師会

薬剤師会

ＬＳＷまちかど

介護相談所

地域包括支援センター

初期集中支援チーム

認知症地域支援推進員

相談・訪問

認知症初期集中支援

チーム員会議

かかりつけ医

サポート医

もの忘れ外来

医療機関

受診 精密検査

認知症疾患

医療センター

受
診
券
発
行

連
絡
票

地域の絆

情報交換会

セミナー等

地域の

ひろば

介護保険

ボランティア

ポイント事業

民生委員

見守り隊
霧島どんサポートの会

在宅医療と介護の連携

姶良地区医師会委託

家族介護者

交流会

関
連
事
業

本市の認知症支援体制

認知症カフェ

（地域型）

認知症カフェ

（専門型）

若年性認知症の相談窓口

模擬訓練

霧島市地域密着型事業者連合会

介護保険事業所

「私のアルバム」の活用

みまもりあいプロジェクト

認知症高齢者等見守りネットワーク
認知症サポーター養成

認知症ケアパスの普及

支

援

体

制

【新規】チームオレンジの整備

運動体操

サロン
きりしま元気一番講座



各
論

第
３
章

第2部　各論 第3章　住民参加と互いに支え合う地域福祉の推進

（４）実施事業

① 認知症カフェ

事業概要

認知症の人とその家族、また、地域住民や専門職など誰もが気軽に

集うことができる場所となり、認知症の人とその家族が安心して過ご

すための地域で支える出発点となるものです。

同時に、認知症サポーター等の活躍の場、チームオレンジの活動拠

点となって更に場を増やしていくことを目指します。また、今後も実

施体制の継続した支援を行います。また、カフェの中で、認知症の人

本人が自らの言葉で希望や生きがいの発信をしていくことを支援して

いきます。更に、認知症カフェ運営者等で情報交換を行い、連携強化

を図ります。

事業区分 認知症総合支援事業

対象者
認知症が疑われる人や認知症の人、

及びその家族
開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 認知症疾患医療センター、認知症対応型通所介護、小規模多機能ホーム等

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

設置箇所数
専門型１箇所

地域型２箇所
６箇所

② 私のアルバム等の活用・普及啓発

事業概要

認知症の人の個性、想い、人生の歴史等を持つ主体として尊重し、

できる限り各々の意思や価値観に共感し、できないことではなく、で

きることやできる可能性のあることに目を向けて、本人が有する力を

最大限に活かしながら、地域社会の中で本人のなじみの暮らし方やな

じみの関係が継続できるよう、伴走者として支援していくツールとし

て、私のアルバムやマイライフノート（県医師会作成）等を活用し、

本人の理解の促進を図ります。

事業区分
地域支援事業 包括的支援事業（社会保障充実分）認知症総合支援事

業

対象者
認知症が疑われる人や認知症の人、

及びその家族
開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者
霧島市地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅

介護事業所

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

私のアルバム等の配布数 累計 部 部
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③ 認知症高齢者早期発見促進事業

事業概要

認知症の疑いのある人に、もの忘れ外来受診券を発行し、認知症の

早期発見・早期治療を促進します。

令和２年度より後期高齢者医療の事業である長寿健診の問診票の認

知機能に関する設問の該当者に対して、家庭訪問を行い、医療機関受

診を勧奨する流れをつくりました。今後も関係機関の連携強化を図り

早期発見・早期介入・早期支援に取り組みます。

事業区分 保健福祉事業

対象者 認知症が疑われる人 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者
受託医療機関 認知症初期集中支援チーム（霧島市地域包括支援センター）

すこやか保健センター

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

受診券発行数 枚 枚

④ 認知症初期集中支援推進事業

事業概要

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地

域で暮らし続けることができるよう、認知症やその家族に早期に関わ

り、早期診断・早期対応に向けた支援を行うことを目的として、「認知

症初期集中支援チーム」を霧島市地域包括支援センター内に配置して

います。

今後も、若年性認知症への対応も含め、早期診断に繋がるように、

霧島市地域包括支援センター職員と連携しながら支援に取り組みま

す。

事業区分 地域支援事業 包括的支援事業（社会保障充実分）認知症総合支援事業

対象者
認知症が疑われる人や認知症の人、

及びその家族
開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 認知症初期集中支援チーム（霧島市地域包括支援センター）

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

相談件数 件 件

チーム員会議検討数 件 件
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⑤ 若年性認知症の人への相談支援

事業概要

県の相談窓口に配置されている若年性認知症支援コーディネーター

や認知症疾患医療センターと密に連携を図り、支援体制を構築してい

きます。地域住民や専門職など誰もが気軽に相談できる相談機関とし

て霧島市地域包括支援センターを普及・啓発していきます。

また、若年性認知症の方とその家族等の交流の場の設置についても

検討します。

事業区分 認知症総合支援事業

対象者
若年性認知症が疑われる人や若年性

認知症の人、及びその家族
開始年度 ―――

事業関係者 霧島市地域包括支援センター

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

相談件数（延べ） １件 件

⑥ 認知症サポーター養成

事業概要

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、認知症の偏見をなくし、

認知症の人やその家族が、住み慣れた地域で安心して生活が続けられ

るよう、地域住民・学校・商工業事業所等が認知症の方々の適切な支

援が行えるように正しい理解を深めていくための支援を行っていま

す。

今後も、幅広い世代を対象に講座を開催し、さらなる養成を進める

とともに、養成した認知症サポーターがステップアップとして支援を

繋ぐ仕組み「チームオレンジ」の整備・運営についても検討します。

事業区分 地域支援事業 任意事業 その他の事業

対象者 市民 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者
認知症地域支援推進員（霧島市地域包括支援センター）、認知症キャラバ

ンメイト

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

認知症サポーター養成数 人 人
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⑦ 認知症高齢者等見守りネットワーク事業

事業概要

認知症の人が住み慣れた場所で安心して住み続けられるように、地

域の関係機関や地域住民が理解しあい、力を合わせて、認知症の人等

を支援する仕組みをつくります。

地域の取組として、認知症の人を支援するためのＳＯＳ模擬訓練等

を行います。

また、日常的に家庭訪問を行うなど高齢者等と関わることが多い団

体や民間事業所と連携した認知症高齢者等見守りネットワークを構築

し、異変へ対応するほか、認知症高齢者等が行方不明になった際に、

みまもりあいアプリ等のＩＣＴを活用した捜索やその他効果的なの仕

組みづくりを目指します。

事業区分 地域支援事業 任意事業 家族介護支援事業

対象者 地縁団体 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者
霧島市地域密着型サービス事業者連合会、霧島市地域包括ケア・ライフサ

ポートワーカー、認知症サポーター

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

認知症高齢者等見守りネットワー

ク会議の開催
０回 ２回

⑧ 認知症ケアパス

事業概要

認知症ケアパスとは、「認知症の人の状態に応じたサービス提供の流

れ」を示したもので、認知症ではないかと思った時や認知症と診断を

受けた時に、どこに相談すればよいか、どのような制度が使えるかな

どの情報をまとめたものです。

自動車学校等の関係機関や店舗等への配布を行うことで周知に努め

ていくとともに、本市の社会資源等の状況が変化した場合など必要に

応じ改訂を行います。

事業区分
地域支援事業 包括的支援事業（社会保障充実分）

認知症総合支援事業

対象者

一般市民

認知症を支援する関係者

認知症の人及びその家族

開始年度 令和２（ ）年度

事業関係者
霧島市地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、認知症サ

ポーター

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

設置箇所数 箇所 箇所
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⑨ 霧島市認知症専門部会

事業概要

認知症疾患医療センター長、認知症初期集中支援チーム認知症サポ

ート医、医師会長、薬剤師会長、歯科医師会長、姶良・伊佐地域振興

局、認知症カフェ開催者等からなる「霧島市認知症専門部会」を年２

回を目処に実施し、市の実施事業の有効性や改善点の検討、今後展開

が望まれる事業の検討を行い、問題解決につなげます。

事業区分 認知症総合支援事業

対象者 ――― 開始年度 令和元（ ）年度

事業関係者

認知症疾患医療センター長、認知症初期集中支援チーム認知症サポート

医、医師会長、薬剤師会長、歯科医師会長、姶良・伊佐地域振興局、認知

症カフェ開催者等

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

開催数 １回 ２回
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２ 互助の仕組みによる支え合い、社会参加の仕組みづくり

（１）施策の方向性

少子高齢化が急速に進み、介護人材の不足が顕著になる中、住み慣れた地域

で暮らし続けるためには、地域での支え合いが必要不可欠です。互助の仕組み

づくりが地域包括ケアシステムの要であることから、平成 年度（ 年度）

に霧島市社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置しました。また、

地域での見守り体制の強化のため、地区自治公民館が設置する地域見守り支援

員の活動も令和２年度（ 年度）から開始しています。

各自治公民会等で行われている地域まちづくりや自主防災組織の立上げ、民

生委員との連携などへの様々な活動支援と連携しながら、それぞれの地域特性

や課題に対応した取組体制の構築を支援していきます。

また、市が独自に認定する霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカーと

も連携し、地域の課題解決に向けて協働していきます。

（２）取り組むべき課題

・地域見守り支援員の養成と在り方の検討

・身寄り問題への対応強化

・霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカーの活動の強化

・第２層協議体を意識した活動の強化

（３）みんなでできること

【市民一人ひとりで】

・地域見守り支援員に登録する

・消費者トラブルに注意する

・一人暮らしの高齢者をできる範囲で気に掛ける

【地域で】

・地区自治公民館で地域見守り支援員の体制をつくる

・民生委員と協働する関係を構築する

【団体・事業所等で】

・ 圏域の地域特性を踏まえた施策を実施する

・民間団体等と連携した見守り活動の取組

・身寄りのいない人のための各種支援の整備
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（４）実施事業

① 生活支援体制整備事業（第１層）

事業概要

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくた

め、生活支援コーディネーターを配置し、地域における支え合い・助

け合いの仕組みづくりや、生活支援サービスを担う事業主体と連携し

ながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化を図ります。

また、地域活動をしている人や地域の高齢者等が中心となって、専

門職と一緒に地域の支え合いを発展させ、新たな地域づくりを進める

ための作業部会の設置と運営を行います。

事業区分 地域支援事業 包括的支援事業（社会保障充実分）

対象者 生活支援体制整備事業 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 市民

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

第１層協議体（高齢者施策委員

会）の開催
２回 ２回

福祉活動を行う団体とのネットワ

ーク（活動状況の把握・連携）数
箇所 箇所

① 生活支援体制整備事業（第２層）

事業概要

日常生活圏域（第２層）ごとの生活支援・介護予防サービスの体制

整備を推進していくため、生活支援コーディネーターを配置し、それ

ぞれの圏域で、住民が主体となり取り組んでいる活動を基盤とした、

第２層協議体の設置を行います。

また、サロン活動のさらなる広がりを推進するとともに、サロン活

動でできた顔の見える関係づくりから派生する住民同士の見守り・支

え合い活動を推進します。

事業区分 地域支援事業 包括的支援事業（社会保障充実分）

対象者 生活支援体制整備事業 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 市民

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

第２層協議体の開催 ７箇所 ７箇所

地域のひろば取組団体の数 団体 団体
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② 霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー設置事業

事業概要

市の地域包括ケア体制の構築にあたって、地域包括ケアに関する、

市独自の認定資格である「霧島市地域包括ケア・ライフサポートワー

カー」の養成及び資格維持のためのスキルアップ研修等を行います。

ワーカー自身が活動しやすいよう、市民への周知及び所属する事業

所等に理解と協力を求めつつ、今後、共生型地域社会の推進を図るこ

とを目的として個々のスキルアップを図ります。

事業区分 地域支援事業 包括的支援事業（社会保障充実分）

対象者 介護保険事業所職員等 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 市内介護サービス事業者

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

地域の方から相談を受けた割合 ％ ％

③ 地域見守り支援事業

事業概要

高齢者や障がい者など、援護を必要とする人々への声かけや安否確

認等のため、地区自治公民館が設置する地域見守り支援員見守り隊の

活動を支援し、地域における要援護者の見守り体制の構築を図りま

す。

事業区分 地域支援事業 総合事業 一般介護予防事業 介護予防把握事業

対象者 高齢者や障がい者等 開始年度 令和２（ ）年度

事業関係者 霧島市社会福祉協議会 民生委員児童委員協議会連合会

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

支援員数 人 人
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④ 「霧島市身寄りがなくても安心して暮らすためのガイドライン」の普及

事業概要

家族等の身寄りのいない人が、身元保証人を確保することができず

に、居住・医療・介護等の支援に困難さを抱えている現状がありま

す。令和２年度から福祉事業に携わる方々が中心となり、姶良地区医

師会や社会福祉協議会などの関係機関と市が情報交換や研修会を重

ね、令和４年 月に「霧島市身寄りがなくても安心して暮らすための

ガイドライン」を作成しました。今後はガイドラインの普及と支援体

制の強化を図ります。

対象者 高齢者や障がい者等 開始年度 令和２（ ）年度

事業関係者
一般社団法人サツマスタ、霧島市社会福祉協議会、霧島市地域包括ケア・

ライフサポートワーカー

⑤ 地域まちづくり支援事業

事業概要

本市では、市内 箇所の地区自治公民館を事業主体として、地域の

年後のまちのあり方を見据え、自助互助公助の取組をまとめた「ま

ちづくり計画」の策定を推進しており、この計画策定に要する費用や

実現事業に係る経費を一部助成するとともに、本市職員も地域まちづ

くりサポーターとして計画策定の後方支援を行っています。

また、地域まちづくり計画に基づく事業のうち、地区自治公民館等

が主催し、多くの会員が参加する行事等への補助事業も行っていま

す。

今後も引き続き、地域の特性を活かした自助互助公助による活動を

盛り込んだ計画が策定できるよう支援を行っていきます。

事業区分 地域まちづくり支援事業

対象者 市民 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 市民活動推進課

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

見直しを行った自治公民館数 地区 地区
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⑥ 霧島市社会福祉協議会運営支援事業

事業概要

社会福祉を目的とする事業や社会福祉に関する活動への住民の参加

のための援助により、地域福祉の推進を図る事を目的とした団体であ

る霧島市社会福祉協議会の運営費補助として補助金を交付していま

す。

事業区分 霧島市社会福祉協議会運営支援事業

対象者 霧島市社会福祉協議会 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 保健福祉政策課 霧島市社会福祉協議会

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

会員数 人 人

ボランティア登録者数 人 人

⑦ 地域自殺対策強化事業

事業概要

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、自殺の背景には精

神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじ

めや孤立などの様々な社会的要因があるため、「個人的な問題」とされ

てきた自殺が「社会的な問題」として認識され、社会全体で自殺対策

を推進していくため、霧島市自殺対策計画を策定しました。

国の自殺対策総合大綱に基づく基本施策と、市の自殺の実態を踏ま

えて「高齢者」「生活困窮者」「勤務・経営」に焦点を絞った重点施策

について、施策の体系を定め「生きることの包括的な支援」として推

進していきます。

事業区分 地域自殺対策事業

対象者 市民、関係機関 開始年度 ―――

事業関係者 健康増進課

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

自殺死亡率減少（ 万人対） 人 人以下



各
論

第
３
章

第2部　各論 第3章　住民参加と互いに支え合う地域福祉の推進

⑧ 民生委員活動支援事業

事業概要

小地域での福祉活動の担い手である民生委員児童委員が行う活動を

支援するために、霧島市民生委員児童委員協議会連合会に補助金を交

付しています。また、その事務局として、霧島市民生委員児童委員協

議会連合会の運営をサポートしています。

事業区分 社会福祉総務費事業

対象者
霧島市民生委員児童委員協議会連合

会
開始年度 昭和 （ ）年度

事業関係者 霧島市民生委員児童委員協議会連合会、霧島市社会福祉協議会

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

民生委員活動日数 日 日

⑨ 自主防災組織

事業概要

局地的な大雨や地震、火災等の災害等に対して、高齢者の不安が増

しているため、災害時について本市では、「自分たちの身は、自分たち

で」をキーワードに各自治会に防災担当を配置することで自主的な防

災組織の育成を進めています。関係各課、霧島市社会福祉協議会、消

防署等が情報を共有して、民生委員・児童委員等の地域の役員への情

報共有を促進していきます。

今後も引き続き、防災講座等を通じて自主防災組織の育成を図りな

がら、地域に潜む危険箇所や要支援者を把握し、災害発生時の支援体

制を確立します。

事業区分 ―――

対象者 市民 開始年度 ―――

事業関係者 安心安全課
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第４章 社会保障制度の円滑な運営

１ 介護サービスの質の確保・向上と多様な介護人材の確保・定着に

向けた支援

（１）施策の方向性

急激な少子高齢化の進展に伴い、介護保険サービス事業所及び介護人材の不

足が大きな問題になっています。加えて、本市は市街地と中山間地域で高齢化

率や介護関連社会資源が異なり、各圏域の特性に応じた対策が強く求められて

います。

市民のみなさんが限られた介護関連社会資源を主体的に有効活用できるよう

周知を図るとともに、事業を継続的・安定的に実施することにより、介護サー

ビスの質の更なる向上に努めていきます。

また、介護人材確保のために、潜在的な有資格者の発掘や学生などの将来の

介護人材の育成にも取り組んでいきます。

（２）取り組むべき課題

・介護人材の確保

・中山間地域における介護事業所等の不足

・インフォーマルを踏まえた適切なケアプランの点検

・事業所における高齢者虐待防止

（３）みんなでできること

【市民一人ひとりで】

・介護保険制度の趣旨を理解し、適正な利用や保険料の納付に努める

・高齢化社会では介護人材や介護施設が不足することを理解する

・健康を意識し身の回りのことができるように留意する

【地域で】

・地域のひろばなどで介護保険制度について学ぶ

・私のアルバムなどの作成を通じて介護や医療のことを考える

【団体・事業所等で】

・介護人材発掘のためマッチング体制や人材育成の仕組みづくり

・事業者は適切なサービス提供に努める

・ペーパーレスやＩＣＴ化などの推進
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（４）実施事業

① 災害対策

事業概要

介護事業所においては、災害対策に係る計画等の策定や訓練の実

施、必要な物資の備蓄など、平時から備えておかなければなりませ

ん。また、介護サービスは、利用者やその家族の生活のために必要不

可欠なものであり、災害の発生時においてもサービスを継続する必要

があります。

そのため、本市では福祉避難所の更なる充実を図るとともに、日頃

から介護事業所等と連携した災害対策を積極的に推進していきます。

② 感染症対策

事業概要

新型コロナウイルス感染症の教訓を踏まえ、平時から感染症対策に

ついての周知啓発、研修、訓練等を介護サービス事業所等と連携して

取組を行っていきます。

また、感染症が発生した場合でも、サービスが継続的に提供できる

体制を構築することが重要です。そのため、必要な物資についての備

蓄・調達等の把握、確保に努め、関係機関等の連携した支援・応援体

制の構築に努めます。

③ 運営指導・集団指導

事業概要

介護保険制度において、サービスの直接的な担い手である介護保険

施設等には、利用者の尊厳を守り、かつ質の高いサービス提供が求め

られています。

本市では、介護保険施設等指導指針に基づき行う介護保険施設等に

対する指導を実施し、介護保険施設等が適正なサービスを行うことが

できるよう支援し、介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の

請求に関する周知の徹底を図り、サービスの質の確保や保険給付の適

正化が果たされるよう努めています。

指導の方法には、運営指導と集団指導があり、いずれも介護保険施

設等の適正な運営の確保のために行う支援及び育成の観点から行って

います。

【運営指導】

介護保険施設等ごとに、介護サービスの質、運営体制、介護報酬請

求の実施状況等の確認のため、原則、実地に行うもの。

【集団指導】

正確な情報の伝達・共有による不正等の行為を未然に防止すること

を目標に、介護保険施設等に対し情報のインプットを図るもの。
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④ 要介護認定の適正化（介護給付費適正化主要事業）

事業概要

適正な要介護認定を実施するために、調査票の全件チェックや事務

分析データを活用した研修を実施しています。

今後も、適正に要介護認定を行えるように全国平均とずれのある調

査項目について分析し、研修に活かします。

事業区分 地域支援事業 任意事業

対象者 要介護・要支援認定申請者等 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 ―――

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

調査票チェック件数 件 件

※令和４年度調査票チェック件数は、コロナ延長措置 件を含む。

⑤ 縦覧点検・医療情報との突合（介護給付費適正化主要事業）

事業概要

医療情報との突合と、縦覧点検は、国保連に委託をして全件点検を

行い、介護サービス事業者の請求内容に誤りがないか確認することに

よって、適正な給付の実施を継続して支援しています。

事業区分 地域支援事業 任意事業

対象者 居宅介護支援事業所 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 ―――

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

縦覧点検数 全件 全件
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⑥ ケアプラン・住宅改修・福祉用具点検（介護給付費適正化主要事業）

事業概要

ケアプラン点検は、ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏

まえて「自立支援」につながっている適切なケアプランになっている

か、基本となる事項を介護支援専門員とともに検証確認しながら、「自

立支援に資するマネジメント」とは何かを点検・研修会・面談を通し

て、本市と一緒に追求し、健全な給付の実施を支援します。

住宅改修は、事務職員及び作業療法士等が書類審査及び一部の実地

検査を行います。本人の身体の状態に合わせた改修となっているか、

担当ケアマネジャーや施工業者の意見も聞きながら検討することなど

により給付適正化を図ります。

福祉用具は、本人の身体状況に合わせた購入が行われているかを事

務職員が書類審査を行い、給付適正化を図ります。

事業区分 地域支援事業 任意事業

対象者
介護支援専門員

要支援・要介護認定者
開始年度

令和２（ ）年度

平成 （ ）年度

事業関係者 居宅介護支援事業所 霧島市地域包括支援センター

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

ケアプラン点検数 件 件

ケアプラン研修会開催数 １回 １回

ケアプラン面談実施数 回 回

住宅改修・福祉用具点検数 件 件

⑦ 介護人材確保及び介護現場の生産性向上

事業概要

必要となる介護人材の確保に向け、国や県と連携し、処遇改善、新

規参入や多様な人材の活用の促進、介護の仕事の魅力向上、職場環境

の改善等のための取組を進めていきます。

また、県が主体となる介護現場の生産性の向上の取組については、

県が実施する施策の事業者への周知等を行っていきます。

行政への提出書類についても、国で標準化された様式を市の様式と

することにより書類の簡素化を進め、窓口に来なくても手続きが完結

する仕組みづくりを推進します。
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⑦ 新たな介護人材の確保

事業概要

将来の介護人材となりうる小中学生・高校生への働きかけとして、

各学校と介護事業所とにおける職場体験等による介護の仕事の魅力向

上を図り、また元気高齢者の方を対象とした介護施設での就労を目的

とした研修会、ボランティアによる業務体験等の取組を県や関係機関

と連携して進めていきます。また、外国人介護人材の確保について

は、国や県による支援制度について情報収集を行い、その活用や情報

について周知に努めます。

⑦ 介護事業所運営の効率化と生産性向上支援

事業概要

介護従事者の業務負担軽減を推進するため、県が実施する介護ロボ

ット、 導入支援事業の活用や情報について周知に努めます。また、

文書負担軽減に向け指定申請や報酬請求等に係る国が定める標準様式

や「電子申請・届出システム」の導入の促進に努めます。

⑧ 利用者の安全確保とリスクマネジメントの推進

事業概要

利用者のサービス利用時における介護事故については、介護事業所

からの報告を受けるとともに、再発防止について指導、支援等に努め

ます。また、事業所による高齢者虐待防止については、未然の防止、

早期発見・迅速かつ適切な対応及び再発防止について指導、助言等に

努めます。

⑨ 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業

事業概要

低所得で生計維持が困難である方に対して、介護保険サービスの提

供を行う社会福祉法人等が、利用者負担を軽減した額の一部を市が助

成します。

事業区分 老人福祉費事業

対象者 低所得の介護保険サービス利用者 開始年度 平成 （ ）年度

事業関係者 社会福祉法人

事業評価指標（活動指標） 令和４年度実績 目標（見込）

負担減免金額 申請なし 円
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（５）介護保険サービスにおけるリハビリテーションサービス提供体制につ

いて

① サービス種別定員数

本市の認定者 人あたりの各サービスの定員について、県と比較すると、

居住系サービス及び通所系サービスにおいて、県全体の水準を上回っている一

方、施設サービスにおいて、県全体の水準を下回っています。

サービス種別 定員数
認定者 人あたり定員数

鹿児島県 霧島市 対県比

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護医療院

施設サービス計

特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

居住系サービス計

通所介護

地域密着型通所介護

通所リハビリテーション

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護（宿泊）

小規模多機能型居宅介護（通い）

看護小規模多機能型居宅介護（宿泊）

看護小規模多機能型居宅介護（通い）

通所系サービス計

※厚生労働省「地域包括ケア「見える化」システム」データを用いて作成（数値は令和４年時点）
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② リハビリテーションサービスの提供体制

本市の認定者１万人あたりのリハビリテーションサービス提供に係る事業所

数について、県と比較すると県全体の水準を下回っていることから、体制を検

討する必要があります。

ア．提供事業所数

本市の認定者１万人あたりのリハビリテーションサービス提供に係る事業所

数について、県と比較すると、県全体の水準を下回っており、特に「訪問リハ

ビリテーション」の提供体制が充足しているとはいえない状況です。

サービス種別 事業所数
認定者１万人あたり事業所数

鹿児島県 霧島市 対県比

介護老人保健施設

介護医療院

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（介護医療院）

計

※厚生労働省「地域包括ケア「見える化」システム」データを用いて作成（数値は令和３年時点）

イ．サービス利用率

本市の認定者１人あたりの利用率について、県と比較すると、介護老人保健

施設、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションにおける利用率が、

県平均のいずれとも低い状況となっています。

サービス種別
利用率

鹿児島県 霧島市 対県比

介護老人保健施設

介護医療院

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

※厚生労働省「地域包括ケア「見える化」システム」データを用いて作成（数値は令和４年時点）
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第５章 介護保険事業量の推計

１ 認定者等の推移と予測

（１）認定者の状況と今後の予測

認定者は、令和３年度に 人となっていましたが、令和５年度は 人

（５人の増加）となっています。

今後の予測は、令和８年度に 人となり、令和５年度と比較して 人の

増加となります。さらに、令和 年度には 人となると予測されます。

資料：介護保険事業状況報告（令和５年６月末）での推計値（第２号認定者数含む）

（２）前期（８期）計画の実績

総給付費は、令和３年度の 億４千２百万円から令和５年度では、 億９千

５百万円（見込）となり、１億５千３百万円増加（令和３年度比 ％）とな

っています。

（単位：千円）

区分 令和 年度 令和 年度 令和 年度

合計

在宅サービス

居住系サービス

施設サービス

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 系列

人
第９期
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２ 介護保険サービスの量の見込み

介護保険サービスについては、 年を見据えた介護保険事業計画の策定（地

域包括ケア計画、中長期的な推計）に対応した視点を持ちつつ、保険者として持

続的な事業運営を図るとともに、被保険者個々の保険料負担の上に成立している

制度として、公平で質の高いサービスを提供するための取組が求められています。

また、介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、介護予防訪問介護サー

ビスと介護予防通所介護サービスの当該年度の見込みについては、介護保険事業

費ではなく地域支援事業費に見込んでいます。

なお、ここで使用している介護保険に関する各種データは、国の示した「地域

包括ケア見える化システム」を用いて算出したデータとなります。

（１）居宅サービス

自宅に居ながら利用できる介護サービスのことです。また、施設に入っていて

も、そこが居宅と見なされる場合は、そこでのサービスは居宅サービスに含まれ

ます。

【日常生活圏域別居宅サービス事業所の状況】

在宅

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

通
所
介
護

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

福
祉
用
具
貸
与

福
祉
用
具
販
売

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

国分北

国分

国分南

溝辺

横川

牧園

霧島

隼人北

隼人南

福山

合計

［長寿・障害福祉課調べ 休止中の事業所を除く 令和５年 月１日現在］
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① 訪問介護（ホームヘルプ）

内容
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの介護や、家

事などの日常生活の援助を行います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

回数 回 月

人数 人 月

※ は見込値（以下同じ）

② 訪問入浴介護

内容 浴槽を積んだ入浴車などで自宅を訪問して、入浴の介助を行います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

回数 回 月

人数 人 月

③ 訪問看護・介護予防訪問看護

内容
主治医の指示に基づいて看護師などが自宅を訪問して、療養上の世話や手当

を行います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

回数 回 月

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

回数 回 月

人数 人 月
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④ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

内容
主治医の指示に基づいて作業療法士（ＯＴ）や理学療法士（ＰＴ）が自宅を

訪問して、普段の生活に必要なリハビリを提供するサービスを行います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

回数 回 月

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

回数 回 月

人数 人 月

⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

内容
通院が困難な方に対し、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士

などが自宅 を訪問して、療養上の世話や指導を行います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

人数 人 月

⑥ 通所介護（デイサービス）

内容
デイサービスセンターに通って、食事・入浴の提供やレクリエーションなど

を通じた機能訓練を行います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

回数 回 月

人数 人 月
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⑦ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション（デイケア）

内容
医療施設に通って、食事・入浴の提供や心身機能の維持回復の機能訓練を行

います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

回数 回 月

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

人数 人 月

⑧ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）

内容
施設などに短期間入所し、食事・入浴・排せつ、その他日常生活の介護や機

能訓練を行います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

日数 日

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

日数 日

人数 人 月

⑨ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（老健）

内容
医療施設などに短期間入所し、食事・入浴・排せつ、その他日常生活の介護

や看護・機能訓練を行います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

日数 日

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

日数 日

人数 人 月
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⑩ 短期入所療養介護（病院等）

内容
病院などに短期間入所し、食事・入浴・排せつ、その他日常生活の介護や機能

訓練を行います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

日数 日

人数 人 月

⑪ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

内容

心身の機能が低下した人に、車いす・特殊寝台・体位変換器・歩行補助杖・

歩行器・徘徊感知器・移動用リフトなど、日常生活を助ける用具を貸与しま

す。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

人数 人 月

⑫ 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

内容
在宅生活に支障がないよう、入浴や排せつに用いる福祉用具を利用し日常生

活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

人数 人 月
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⑬ 住宅改修・介護予防住宅改修

内容
在宅生活に支障がないよう、手すりの取り付け・段差解消・扉の交換・洋式

便器への取り替えなど、小規模な住宅改修をする目的として実施します。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

人数 人 月

⑭ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

内容
有料老人ホームなどで、入浴・排せつ・食事、その他日常生活上の世話や機

能訓練を行います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

人数 人 月

⑮ 居宅介護支援・介護予防支援

内容
「居宅介護支援（介護予防支援）」は、要介護者（要支援）がサービス（施

設を除く）を利用する際に、居宅サービス計画（ケアプラン）を作成します。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

人数 人 月
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（２）地域密着型サービス

高齢者が要介護（要支援）状態となっても、できる限り住み慣れた地域での生

活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるサービスです。

原則として、事業所が所在する市町村の方だけが利用できますが、他市町村の

有料老人ホームに入居するなどして住所地特例となっている方は、現住所地の市

町村の地域密着型サービスの一部を利用することができます。

【日常生活圏域別地域密着型サービス事業所の状況】

認知症対応

型通所介護

小規模多機

能型居宅介

護

認知症対応

型共同生活

介護

地域密着型

介護老人福

祉施設

看護小規模

多機能型居

宅介護

地域密着型

通所介護

箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員

国分北

国分

国分南

溝辺

横川

牧園

霧島

隼人北

隼人南

福山

合計

［長寿・障害福祉課調べ 休止中の事業所を除く 令和５年 月１日現在］
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① 定期巡回・随時対応サービス

内容

介護サービス事業所が定期的に巡回して利用者に短時間の訪問サービスを提

供するほか、 時間 日体制で相談できる窓口を設置し随時の対応も行う

サービスです。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

② 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

内容
認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、機能訓練などを行いま

す。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

回数 回 月

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

回数 回 月

人数 人 月
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③ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

内容
通いを中心に、利用者や家庭の状況に応じて、訪問や泊まりを組み合わせた

サービスや機能訓練を行います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

人数 人 月

④ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）

内容 認知症の高齢者が、専門スタッフの援助を受けながら共同生活を送ります。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

予防

給付

給付費 千円

人数 人 月
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⑤ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

内容
定員 人までの小規模な介護老人福祉施設で、入浴・排せつ・食事等の介

護など日常生活上のお世話や機能訓練を行うサービスです。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

⑥ 看護小規模多機能型居宅介護

内容
「通い」「泊まり」「訪問」の３種類のサービスと「訪問看護」サービスを、

介護と看護の両面から柔軟に組み合わせて提供します。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

⑦ 地域密着型通所介護

内容
定員 人以下の小規模のデイサービスセンターに通って、食事・入浴の提

供やレクリエーションなどを通じた機能訓練を行います。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

回数 回 月

人数 人 月
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（３）施設サービス

施設介護サービスについては、介護ニーズの高い 歳以上の人口が急速に増加

することが見込まれる令和 年（ 年）に向けて、地域に応じた多様な住まい

の普及に取り組んでいく必要があります。

その際、住宅型有料老人ホーム及びサービス付高齢者向け住宅が多様なサービ

スの受け皿となっている状況を踏まえ、これらの入居定員総数も加味し、総合的

に検討していく必要があります。

介護療養型医療施設については、令和５年度末において制度廃止となることか

ら、これまで、介護医療院等への転換が行われてきました。１事業所においても

転換は行わず廃止を行うこととしています。

介護医療院については、県が策定する地域医療構想の観点から、医療療養病床

から介護医療院への転換は個別に対応していきます。

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院
介護療養型

医療施設

箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員

国分北

国分

国分南

溝辺

横川

牧園

霧島

隼人北

隼人南

福山

合計

［長寿・障害福祉課調べ 休止中の事業所を除く 令和５年 月１日 現在］
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① 介護老人福祉施設

内容
介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所し、食事・入浴・排せつなど

の介助、機能訓練、健康管理などを行う施設サービスです。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

② 介護老人保健施設

内容

病状が安定しており、看護や介護に重点を置いたケアが必要な方が入所し、

医学的な管理のもとでの介護、機能訓練、日常生活の介助などを行う施設サー

ビスです。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

③ 介護医療院

内容

「介護医療院」は、介護療養型医療施設からの新たな転換先（新介護保険施

設）として創設されたもので、急性期は脱して全身状態は安定しているもの

の、まだ自宅へ退院できる状態ではなく、継続的な治療が必要なため、長期入

院をする方に向けた施設サービスです。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月

④ 介護療養型医療施設

内容

急性期の治療が終わって、長期の療養が必要な方が入所し、医療、療養上の

管理、看護などを行う施設サービスです。設置期限が令和６年３月となってお

り、「介護医療院」等へ移行していきます。

第８期実績値 第９期推計値 中長期推計値

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護

給付

給付費 千円

人数 人 月
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（４）介護保険以外の施設

本市には、介護保険以外の施設として、以下のようなものあります。

名称 概要

養護老人ホーム 環境上の理由及び経済的理由により自宅での生活が困難な

高齢者が入所できます。

生活支援ハウス 介護保険の要介護認定で、非該当（自立）、又は要支援相当

の方が、収入に応じた利用料で必要に応じた期間、自立し

た日常生活をおくることができる施設です。

軽費老人ホーム 家庭環境、住宅事情などで自宅の生活が困難な 歳以上の

方が入所できます。

介護付き有料

老人ホーム

介護が必要になったときに施設の介護スタッフによって介

護サービスが提供される居住施設です

住宅型有料老人

ホーム

自立・要支援・要介護の方が入居でき、生活援助や医療機

関提携・緊急時対応、レクレーション が受けられ、介護

が 必要な場合は外部サービスを利用しながら 生活できま

す。

サービス付き高齢

者向け住宅

介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提

供する、バリアフリー 構造の住宅です。

【日常生活圏域別介護保険以外の施設の状況】

養護老人

ホーム

生活支援

ハウス

軽費老人

ホーム

介護付有料

老人ホーム

住宅型有料

老人ホーム
サービス付

高齢者向け

住宅

箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員 箇所 定員

国分北

国分

国分南

溝辺

横川

牧園

霧島

隼人北

隼人南

福山

合計

［長寿・障害福祉課調べ 休止中の事業所を除く 令和５年 月１日 現在 ］
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第６章 介護保険事業に係る費用と保険料の算出

１ 介護保険事業費の算出

（１）財源構成

介護保険の財源構成は、介護保険法で定められており、被保険者の保険料が ％、

国・県・市による公費負担が ％となっており、第１号被保険者の負担割合は ％、第

２号被保険者の負担割合は ％となります。

なお、公費負担の ％のうち国は ％となっており、そのうち５％は市町村の後期高

齢者（ 歳以上）人口の比率及び所得段階別の構成比に基づき、介護給付費財政調整交

付金（以下「調整交付金」という）として、全国平均で５％交付されます。

負担者

介護給付費 地域支援事業費

施設等 その他
介護予防・日常生

活支援総合事業

包括的支援事業

任意事業

国 ％ ％ ％ ％

国 調整交付金分） ％ ％ ％ ％

県 ％ ％ ％ ％

市 ％ ％ ％ ％

第１号被保険者 ％ ％ ％ ％

第２号被保険者 ％ ％ ％ ％

合計 ％ ％ ％ ％
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（２）介護予防サービス総給付費の推計

■介護予防給付費 （単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度

ⅰ．介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（老健）

介護予防短期入所療養介護（病院等）

介護予防短期入所療養介護（介護医療院）

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具購入費

介護予防住宅改修

介護予防特定施設入居者生活介護

ⅱ．地域密着型介護予防サービス費

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

ⅲ．介護予防支援

合計
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（３）介護サービス総給付費の推計

■介護給付費 （単位：千円）

第９期

令和６年度 令和７年度 令和８年度

ⅰ．介護サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院等）

短期入所療養介護（介護医療院）

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

ⅱ．地域密着型介護サービス費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

ⅲ．施設サービス費

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

ⅳ．居宅介護支援

合計
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（４）地域支援事業費の見込額

（単位：千円）

第９期

合計 令和６年度 令和７年度 令和８年度

地域支援事業費

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援事業（地域包括支援センタ

ーの運営）及び任意事業費

包括的支援事業（社会保障充実分）

（５）保健福祉事業費（市町村特別給付費等）

（単位：千円）

第９期

合計 令和６年度 令和７年度 令和８年度

保健福祉事業費

公募により介護サービス事業所等を新たに指定する際は、圏域別の介護サービス利

用状況等も踏まえ、霧島市高齢者施策委員会等で協議を行います。
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２ 介護保険料の算出

（１）第 号被保険者の所得段階区分

区分 対象者
基準額に対する

負担割合

第１段階

生活保護受給者

世帯全員が市民税非課税の老齢年金受給者

世帯全員が市民税非課税で合計所得金額＋課税年金収入の

合計額が 万円以下

基準額×

（ ）

第２段階
世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入の

合計が 万円超、 万円以下

基準額×

（ ）

第３段階
世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入の

合計が 万円超

基準額×

（ ）

第４段階
本人が市民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入の

合計が 万円以下
基準額×

第５段階
本人が市民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入の

合計が 万円超
基準額×

第６段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満 基準額×

第７段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円以上、 万円未満 基準額×

第８段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円以上、 万円未満 基準額×

第９段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円以上、 万円未満 基準額×

第 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円以上、 万円未満 基準額×

第 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円以上、 万円未満 基準額×

第 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円以上、 万円未満 基準額×

第 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円以上 基準額×

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なる）を控除した金額のことで、扶

養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額。課税年金収入額とは、国民年金、厚生年金等（遺族年金・障害年金は除く）

の市民税の課税対象となる年金収入額。また、括弧書きは、軽減後の数値。
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（２）第 号被保険者の介護保険料基準額の算定

（単位：円）

第９期

合計 令和６年度 令和７年度 令和８年度

標準給付費見込額

総給付費 財政影響額調整

後

特定入所者介護サービス費

等給付額 財政影響額調整後

高額介護サービス費等給付

額（財政影響額調整後）

高額医療合算介護サービス費

等給付額

算定対象審査支払手数料

地域支援事業費

÷） 予定保険料収納率 ％

÷） 所得段階別加入割合補正後被保険者数 人

÷） か月

＋） 調整交付金調整額 ▲ 円

＋） 保健福祉事業費 円

＋） 準備基金取崩額 ▲ 円

保険料収納必要額 円

標準給付費＋地域支援事業費合計見込額 円

％

第１号被保険者負担分相当額 円

保険料収納必要額 円

標準月額： 円
※準備基金取崩額による軽減額 円

※第８期標準月額 円 △ 円＝
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≪所得段階別保険料額≫

段 階

対象者

保険料

調整率
年 額住民税課税状況

所得等
世帯 本人

第１段階 非課税 非課税

老齢福祉年金の受給者

（ ） （ 円）または生活保護の受給者

課
税
年
金
収
入
と

合
計
所
得
金
額
の
合
計

万円以下

第２段階 非課税 非課税 万円以下 （ ） （ 円）

第３段階 非課税 非課税 万円超え （ ） （ 円）

第４段階 課税 非課税 万円以下 円 標準月額

第５段階 課税 非課税 万円超え 円 円

第６段階 課税

合
計
所
得
金
額

万円未満 円

第７段階 課税 万円未満 円

第８段階 課税 万円未満 円

第９段階 課税 万円未満 円

第 段階 課税 万円未満 円

第 段階 課税 万円未満 円

第 段階 課税 万円未満 円

第 段階 課税 万円以上 円

≪所得段階別被保険者数≫

所得段階
区分

割合
令和 年度

人数

令和 年度

人数

令和 年度

人数

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

計

※端数処理の都合上、計が にならない場合があります

単位：人
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（３）中長期的なサービス水準等の推計

①介護予防サービス等給付費の推計

■介護予防給付費 （単位：千円）

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

介護予防サービス

地域密着型介護予防サービス費

介護予防支援

合計

②介護サービス等給付費の推計

■介護給付費 （単位：千円）

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

居宅介護支援

合計

③地域支援事業費の推計

■地域支援事業費 （単位：千円）

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

介護予防・日常生活支援総合事業

包括的支援事業及び任意事業

包括的支援事業（社会保障充実
分）

合計
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第７章 計画の推進

１ 計画の推進と進行管理

（１）本計画全体のＰＤＣＡサイクル体制

本計画で掲げた、高齢者の自立支援や重度化防止の取り組みを推進するためには、

計画（ ）、実行（ ）、評価（ ）、改善（ ）のＰＤＣＡサイクルを活用し

て、保険者機能を強化していくことが重要です。

このため、平成 年度 年度 の介護保険法改正により、介護保険事業計画の

目標に対する実績評価及び評価結果の公表を行うこととされ、また実績評価について

は厚生労働大臣に報告することとされました。

さらに、保険者機能強化の一環で、財政的インセンティブとして、高齢者の自立支

援、重度化防止の取組を支援するための交付金制度も導入されることとなっています。

このような状況の中で、本計画の目標が未達成、あるいは取組の進捗が遅れていた

場合の改善策や目標の見直しなどを行うための、本計画の実効性を担保する計画全体

のモニタリング機関として、また、以下に掲げる個別のＰＤＣＡサイクルの実施機関

として霧島市高齢者施策委員会を引き続き活用することとします。

なお、霧島市高齢者施策委員会は、保健医療関係者、福祉関係者、市民代表、学識

経験者などで構成され、本市の高齢者福祉施策、介護保険事業等に関する計画の策定、

霧島市地域包括支援センターの運営、地域密着型介護サービス事業所の指定等地域包

括ケアシステムの構築に向けた総合的な推進を図るための協議を行う組織となります。

（計画）

（実施）

（点検・評価）

（見直し）

・地域の実態把握・課題分析
・目標設定及び達成に向けた具

体的な計画の策定

・自立支援や介護予防に向

けた様々な取組の推進

・計画の見直し

・次期計画の策定

・取組実績の評価

・評価結果をホームページ等

に公表

ＰＤＣＡサイクル

による継続的改善
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（２）地域包括ケアシステムの構築に向けた体制について

地域包括ケアシステム構築の推進に向けては、高齢者福祉部門のみならず、障害部

門、保健医療担当部門はもちろん、住宅担当部門、労働担当部門、地域振興担当部門、

農林水産担当部門、教育担当部門、防災担当部門等と連携することができる庁内体制

を整備していく必要があります。

そのため、副市長・部長級で構成する霧島市高齢者福祉計画等策定検討委員会の下

に、実務担当レベルの地域包括ケアシステム推進チーム等を設置し、毎年度の計画の

進捗確認及び新たな課題等への対応を行い、庁内一丸となった地域包括ケアシステム

の構築を推進します。

霧島市高齢者施策委員会

地域包括支援センター

運営協議会

地域密着型サービス

運営委員会

生活支援体制整備

第１層協議体

高齢者福祉に

関すること

介護保険に

関すること

生活支援・支えあい

体制整備に関すること

〇高齢者福祉計画の

推進・進行管理

〇高齢者施策の推進

〇関係施設・機関・団体など

の情報交換

〇介護保険制度の運営・

施策に関する審議

〇地域密着型サービスの

指定・運営などに関する

審議

〇生活支援体制整備事業

の進捗とコーディネータ

ーの組織的な補完を行う

機関

〇生活支援体制整備事業

における企画・立案・方針

策定の機関

霧島市高齢者福祉計画等策定検討委員会（庁内副市長・部長級）

事務局（長寿・障害福祉課）
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（３） 情報の公表・共有について

①関係者間の情報共有

霧島市地域包括支援センター、霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー、

介護支援専門員や各サービス事業者が、多様なサービスを行う者と連携して適切な

サービスの提供につなげることができるよう、インターネットを使った地域資源情

報の見える化に取り組み、フォーマルサービスのみならず、インフォーマルサービ

スについての情報共有を図ります。

②市民への情報提供・公表

本計画の内容や各事業について、対象となる高齢者をはじめとして、広く市民に

周知していくため、広報誌やホームページなど、さまざまな媒体を活用し、また、

地域の組織や各種団体等とも連携し、高齢者が施策や事業内容を十分に理解し、サ

ービスを適正に利用できるよう、きめ細かな情報提供に努めます。

地域包括支援センターの情報を厚生労働省が運用する介護サービス情報公表シス

テムを活用し、地域住民等に向けて公表していきます。
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第３部 資料編

第１章 各種委員会等の設置

１ 霧島市高齢者施策委員会設置要綱

平成 年６月 日

告示第 号

（設置）

第１条 本市の高齢者福祉施策、介護保険事業等に関する計画の策定、霧島市地域

包括支援センターの運営、地域密着型介護サービス事業所の指定等地域包括ケア

システムの構築に向けた総合的な推進を図るため、霧島市高齢者施策委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行う。

霧島市高齢者福祉計画及び霧島市介護保険事業計画の策定並びに進捗管理に

関すること。

霧島市地域包括支援センターの管理及び運営に関すること。

地域密着型介護サービスの運営等に関すること。

地域支援事業及び保健福祉事業の実施に関する企画提言に関すること。

その他高齢者施策及び介護保険事業に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、委員 人以内をもって組織する。

２ 委員は、別表に掲げる者をもって充て、市長が委嘱する。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。

（任期）

第５条 委員の任期は、霧島市高齢者福祉計画及び霧島市介護保険事業計画の計画

期間である３年間とする。

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、会議の議長と

なる。

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

（関係者の出席）
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第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見

を聴くことができる。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、保健福祉部長寿・障害福祉課において処理する。

（その他）

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。

附 則

この告示は、平成 年６月 日から施行し、平成 年４月１日から適用する。

別表（第３条関係）

区分 職・所属・団体の名称等

保健医療関係者

医師会代表

歯科医師会代表

薬剤師会代表

理学療法士・作業療法士代表

福祉関係者

社会福祉法人代表

社会福祉協議会代表

地域密着型サービス事業者代表

介護支援専門員協議会代表

総合事業事業者代表

霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー代表

民生委員児童委員代表

市民代表
老人クラブ代表

介護保険被保険者代表

学識経験者
大学教授等

鹿児島県姶良・伊佐地域振興局代表
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２ 霧島市高齢者福祉計画等策定検討委員会設置規程

平成 年 月７日

訓令第 号

（設置）

第１条 霧島市高齢者福祉計画原案（以下「高齢者福祉計画原案」という。）及び霧

島市介護保険事業計画原案（以下「介護保険事業計画原案」という。）並びに霧島

市地域介護・福祉空間整備計画原案（以下「福祉空間整備計画原案」という。）を

作成するため、霧島市高齢者福祉計画等策定検討委員会（以下「検討委員会」と

いう。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

高齢者福祉計画原案に関すること。

介護保険事業計画原案に関すること。

介護保険事業の運営に関すること。

福祉空間整備計画原案に関すること。

（組織）

第３条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

２ 委員長は、保健福祉部を担任する副市長をもって充てる。

３ 副委員長は、保健福祉部長をもって充てる。

４ 委員は、市長公室長、総務部長、企画部長、市民環境部長、農林水産部長、商

工観光部長、建設部長、消防局長、教育部長及び保健福祉政策課長をもって充て

る。

（職務）

第４条 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 検討委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、会議の議

長となる。

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

（関係者の出席等）

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求

め、意見を聴くことができる。

（ワーキンググループ）

第７条 第２条の所掌事務に関する業務を円滑に推進するために、委員長が必要と

認めた場合は、ワーキンググループを置くことができる。

２ ワーキンググループは、リーダー及びメンバーをもって組織する。
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３ リーダーは長寿・障害福祉課長をもって充てる。

４ メンバーは、総務課長、企画政策課長、市民活動推進課長、農政畜産課長、商

工振興課長、建設政策課長、消防局総務課長及び教育総務課長をもって充てる。

５ リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求めるこ

とができる。

（庶務）

第８条 検討委員会の庶務は、保健福祉部長寿・障害福祉課において行う。

（その他）

第９条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成 年 月７日から施行する。

附 則（平成 年３月 日訓令第 ―２号）

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

附 則（平成 年３月 日訓令第５号）

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

附 則（平成 年 月 日訓令第 号）

この訓令は、平成 年１月１日から施行する。

附 則（平成 年３月 日訓令第１号）

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

附 則（平成 年７月４日訓令第 号）

この訓令は、平成 年７月４日から施行する。

附 則（平成 年３月 日訓令第２号）

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

附 則（平成 年３月 日訓令第４号）

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

附 則（平成 年４月 日訓令第４号）

この訓令は、平成 年４月 日から施行する。

附 則（平成 年３月 日訓令第５号）

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

附 則（平成 年４月１日訓令第６号）

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

附 則（令和２年３月 日訓令第６号）

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和５年８月４日訓令第 号）

この訓令は、令和５年８月４日から施行する。
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３ 計画策定までの主な調査、会議等

年月日 名 称

令和５年 月
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び高齢者等実態調

査（基礎調査）

令和５年７月 日 第１回霧島市高齢者施策委員会

令和５年８月４日～

日

事業所アンケート調査（介護人材実態調査含む）（独自

調査）

居所変更実態調査（国推奨調査）

在宅生活改善調査（国推奨調査）

介護支援専門員調査（独自調査）

令和５年８月 日 第１回霧島市高齢者福祉計画等策定検討委員会

令和５年９月～ 月 庁内関係課ヒアリング

令和５年 月５日
第 期高齢者福祉・第９期介護保険事業計画策定ワー

キング会議

令和５年 月 日

～ 日

霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー活動実績

アンケート調査

令和５年 月２日 第２回霧島市高齢者施策委員会

令和５年 月 日 第２回霧島市高齢者福祉計画等策定検討委員会

令和５年 月 日 第３回霧島市高齢者施策委員会

令和６年１月 日～

令和６年２月２日
パブリックコメント

令和６年２月８日 第３回霧島市高齢者福祉計画等策定検討委員会

令和６年３月 日 第４回霧島市高齢者施策委員会
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第２章 独自調査等の概要

１ 庁内関係課ヒアリング

対 象

安心安全課、地域政策課、市民活動推進課、環境衛生課、保健福

祉政策課、こども・くらし相談センター、保険年金課、健康増進

課、すこやか保健センター、農政畜産課、商工振興課、観光ＰＲ

課、建築住宅課、社会教育課、消防局

目 的
本計画の策定にあたり、前期計画の取組状況と今後の取組につい

て、関係課のグループ長・担当レベルのヒアリングを実施した。
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２ 第 期高齢者福祉・第９期介護保険事業計画策定ワーキング会議

令和５年 月５日、 名の関係者に御協力をいただき開催しました。「日頃の業務で感

じている課題・困りごと・思い」「中山間地域の課題」「課題・困りごとに対して取り組め

そうなこと」について、施策ごとに４つのグループに分かれグループワークを行いまし

た。多くの御意見をいただき、以下のとおりにまとめました。網掛けは中山間地域に特化

した課題となります。

令和５年 月５日、 名の関係者にご協力をいただき開催しました。「日頃の業務で感じている課題・困りご
と・思い」「中山間地域の課題」「課題・困りごとに対して取り組めそうなこと」について、各施策ごとに４
グループに分かれ、グループワークを行いました。多くのご意見をいただき、以下のとおりにまとめました。
網掛けは中山間に特化した課題となります。

①少子高齢化への意識変容
②事業や制度が不明瞭
かつ周知不足

③買い物・移動支援問題
④ゴミに関する問題
⑤見守り支援の構築
⑥身寄り問題
⑦人材不足

介護保険ボラン
ティアポイント事
業 活動の場や登
録者数の増加

生活 ゴミ置き場が遠い

地域のひろ
ば推進事業
の参加者の
固定化、魅
力がない

医療 医療機関受診ができない
人材不足 高齢者の「したい」を支援できない

認識不足 高齢化への危機感が薄い

インセンティブ 働い
ている高齢者に意欲を
与える施策があれば

見守り 声かけをする人がいない

家族支援 高齢者
が家族に遠慮し事
業所に頼む

まちかど介護相談所 役目を
果たしていない。周知不足。

緊急通報装置 利用
の方法が分からない

配食サービス 対象要件、食
事内容、申請手続きなど課題

生活支援 買い物困難、ゴミだ
し困難、医療機関受診ができな
い、草取りができない
移動支援 免許返納後の移動
人材不足 訪問介護の不足、ヘルパーの高齢化

独居 入院支援が
できる人がいない

看取り ターミナ
ル期の支援体制が
不十分

私のアルバムの認知度が上
がらない。

みまもりあいア
プリが浸透しな
い。
高齢者見守り支援
員が分からない。

認知症施
策が分か
りにくい。

認知症サポーター養成の場
が少ない。
学生などへの教育の場が少
ないようだ。

金銭管理 互助は
あっても、金銭管理
は頼めない。

認知症への理解 認
知症なれば施設入所
という偏見がある。

消費者トラブル 訪
問販売などのトラブ
ルがある。

８０５０問題 親の
高齢化で表面化。

身寄り問題 身寄り
がない方の病院受診

ケアプラン点検
評価が遅い。事
務量が増えた。

介護保険認定 認定結果が重
くついたり軽くついたりする。
認定調査員が不足している。

運営指導
ペーパーレ
スにしてほ
しい。

人材不足 医療
機関、介護職員
清掃職員、ヘル
パー等

人材発掘 どう
していいのか分
からない。
空床 グループ
ホームが空いて
いる。利用者が
少ない。

専門職 ケアマ
ネジャー、看護
師、介護職等の
質に差がある。

人材不足 支援者も
高齢化

食事づくりが億劫、
不適切な食生活

サロンまで移動手段
がなく行けない

移動に困っている

店がない、食品
日用品が買えな
い。物価が高い

移動販売車まで行
けない

人材不足
サービスA
が使えない

介護資源不足 地域により施
設整備に偏り、不足している

子どもが遠方、ケ
アマネジャーに頼
る

空き家が増え、互助に限界が
ある

人口は減っているの
に役割は増えている。
見守りを頼みにくい

地域課題に関すること

市の施策に関すること

共通事項

介護予防 在宅支援

互助の推進・認知症施策 介護サービス

ゴミ出し支援 要支援者対象
にしてほしい
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課題・困りごとに対して取り組めそうなこと ●総合計画に掲載 〇ワーキングの意見をもとに表記

基本事業 対象 役割やアイディア

介 護 予 防
の 推 進 と
高 齢 者 の
生 き が い
づ く り の
充実

市民
●日常生活において、介護予防・フレイル予防に取り組みましょう
●地域社会の一員として、地域のひろば等の地域活動に参加しましょう
〇毎年、特定健診や長寿健診を受診し健康管理に努めましょう

地域 ●地域のひろば等に取り組みましょう
〇有償ボランティアの仕組みを作ってみましょう

行政
各団体等

●介護保険ボランティアポイント事業の協力事業所に登録しましょう
〇学生などの課外授業で高齢者とのふれあいの場を作ってみましょう
〇すきま時間でボランティアができる仕組みづくり
〇霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカーの活躍

高 齢 者 の
生 活 支 援
サ ー ビ ス
の充実

市民 〇介護サービスの利用について、モラルのある利用に心がけましょう

地域 〇ゴミ出しのルールについて地域で話し合ってみましょう
〇買い物移動支援に取り組んでみましょう

行政
各団体等

〇シルバー人材センターの登録者数を増やしましょう
〇高齢者等でも利用できる低床バスなどの導入
〇デマンド交通（予約型の乗り合いタクシー）の広がり
〇ヘルパーの空き時間が分かる仕組みづくり

住 民 参 加
と 互 い に
支 え 合 う
地 域 福 祉
の推進

市民
●「私のアルバム」などを活用し、自分のことや将来介護が必要となった後の生活で希望す

ることなどを記録しておきましょう
●「みまもりあいアプリ」を登録しましょう
〇認知症のことを理解しましょう

地域

●自治会等で、高齢者等の見守り活動や生活支援に取り組みましょう
●医療・介護・福祉など様々な立場で、地域包括ケアシステムの構築に参画しましょう
〇持続可能な地域活動のために、地域活動の見直しをしましょう
〇地域にどんな人が住んでいるか把握しましょう
〇地域で介護者の負担軽減を話し合える場を作ってみましょう
〇わんわんパトロール、新聞配達など見守り活動に取り組んでみましょう

行政
各団体等

●高齢者等の見守り活動や地域活動に取り組みましょう
〇消費者トラブルなどの注意喚起の情報提供を流しましょう
〇福祉有償運送の取組を検討してみましょう
〇ボランティア送迎保険など活用して、取り組んでみましょう

社 会 保 障
制 度 の 円
滑な運営

市民
●社会保障制度の趣旨を理解し、適正な利用や保険料（税）の納付に努めましょう
○健康を意識し８０歳までは身の回りのことができることを目指しましょう
○介護人材不足、介護事業所不足があることを知りましょう
○介護保険は必要な人が利用できる制度であることを認識しましょう

地域

○地域のひろば等で制度の説明など勉強会を行いましょう
○どの年代でも「私のアルバム」などの作成を通じて介護や医療のことを考えてみましょう
○学校の施設内で介護予防事業を取り組んでみては。
○市民が地域で活躍できるよう、社会福祉協議会や介護事業所が連携する
○住民の得意分野で授業に参加する
○学校の施設内で介護予防事業を行う
○職員の知り合いに施設の業務や軽作業を手伝ってもらう

行政
各団体等

●専門職や関係機関は互いに連携しながら、地域と共に支え合いの基盤を作りましょう
●介護サービス事業者は適切なサービス提供に努めましょう
○市民に、要介護状態になることへの意識を働きかける
○小学校や中学校の学習で、高齢者との交流や、医療や介護の職業の魅力を伝えましょう
○中学生に対し、介護人材育成講座を行う
○介護人材発掘のための補助金の創設
○介護事業所内で人材育成を行ったり、ソーシャルワーカー養成校に職場の広報を行う
○市のイベントで介護事業所の広報を行う
○子育て中の人でもヘルパーができるようなシステムづくり
○利用者と介護支援専門員をつなぐシステムの創設
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３ 霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー活動実績アンケート

調査

霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカーに対して、昨年度の相談内容や関係機関への

連絡状況、連絡票の活用、班活動の状況のほか、まちかど介護相談所・まちかど丸ごと相談所

の更なる活用のために必要だと思うことについて、アンケート調査を行いました。

【調査概要】

調査地域 霧島市全域

調査対象 霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー

調査期間 令和５年 月 日～ 日

調査方法 ＬＩＮＥで通知・回答

回答者数 回答数 名（回答率 ％）

設問１（１）事業所がある日常生活圏域は、どちらになりますか。

いい

え

はい

設問２（１）【昨年度】、地域の方から、介護等の相談を受けましたか？

横川 溝辺

国分

国分南国分北
隼人南

隼人北

福山

牧園 霧島
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（３） 相談はどのような内容でしたか。（複数回答可）

（ア 家族の介護について

（ア 家族の介護について （イ 自分や家族の健康につ

いて

（イ 自分や家族の健康について

（ア 家族の介護について （イ 自分や家族の健康につ

いて リハビリをして今後の方向性を考えていきたい？

（ア 家族の介護について （イ 自分や家族の健康につ

いて 生活上の困り事について

障害者支援施設生活介護利用者

身寄りがないことの不安、同居者からの虐待

地域の方のゴミ出しが不定期に出されてしまうため、認

知症ではないかとの相談。

（２）（1）で、「はい」と答えた方にお聞きします。相談件数を教えてください。

（相談の程度や、センターへの報告の有無を問いません。）

いいえ

はい

（４）受けた相談内容から、適切な相談機関につなぎましたか？
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第３章 用語解説

あ行

用語 解説

姶良地区医師会
住民の健康増進を通して地域社会の医療・保健・福祉の更なる増
進を図り社会に寄与することを目的として、霧島市、姶良市、湧
水町内の医療機関で構成された公益社団法人。

ＡＣＰ

アドバンス・ケア・プランニング（「人生会議」）の略称。もしも
のときに、どのような医療やケアを望むのか、前もって考え、家
族や信頼する人、医療・介護従事者たちと繰り返し話し合い、共
有すること。

ＮＰＯ
の略で、「民間非営利組織」の意味。利

潤を目的とせずに社会的な活動を行う民間組織。法人格を得た団
体を 法人（特定非営利団体）という。

か行

用語 解説

介護医療院
「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」などの医療
機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保
険施設。

介護給付
介護保険制度で要介護認定を受けた被保険者に対して行われる保
険給付。

介護保険
歳以上の人全員が被保険者（保険加入者）となり、保険料を負

担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部（原則１割又は
高額所得者は２割）を支払って介護サービスを利用する制度。

介護保険制度

加齢に伴い要介護状態又は要支援状態に陥ることを保険事故（こ
の制度の保険料・税金で補助する生活上の出来事）とする保険制
度の総称。社会保険の一つ（他には、年金保険、医療保険、雇用
保険、労災保険がある）。介護保険は、被保険者の要介護状態や
要支援状態に応じて必要な保険給付（サービスの利用料を保険
料・税金で補助すること）を行う。

介護予防
元気な人も支援や介護が必要な人も生活機能の低下や重度化をでき
るだけ防ぎ、自分らしい生活を実現できるようにすること。日頃か
ら健康管理を行い高齢期にあった健康づくりを行うことなど。

介護予防事業
高齢者が要介護状態にならないように、運動機能改善、口腔機能
改善、栄養改善、閉じこもり防止、脳トレーニングなど日常生活
の活動を高める事業。

介護予防・日常生活支援
総合事業

市区町村が介護予防及び日常生活支援のための施策を総合的に行
えるよう、平成 年の介護保険制度の改正において創設さ
れた事業で、平成 年の制度改正により新たに再編成さ
れ、現在は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防
事業」からなっている。介護予防・生活支援サービス事業には、
訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス（配食サー
ビス等）、介護予防ケアマネジメントがあり、基本チェックリス
トに該当する高齢者（事業対象者）や要支援１・２と認定された
被保険者を対象とする。介護予防訪問介護と介護予防通所介護が
それぞれ訪問型サービス、通所型サービスに移行している。
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用語 解説

介護療養型医療施設

要介護認定を受けた人で病症が安定期にあり、長期的に医学的管
理やリハビリテーションを必要とする人が、医療専門家の下で介
護、機能訓練、治療や日常生活上の世話を受けることができる施
設。

介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）

原則、要介護３以上の高齢者（ 歳以上）が身体上又は精神上著
しい障害があるために常時の介護を必要とし、在宅での介護が困
難な場合に入所できる施設。

介護老人保健施設
病状が安定しており、入院治療の必要がない要介護者が入所し、
在宅復帰を目指して、医学的管理下における機能訓練や介護等そ
の他必要な医療、日常生活上の世話を受けることができる施設。

かごしま共通乗車カード

鹿児島交通、大隈交通ネットワーク、いわさきバスネットワー
ク、南国交通、鹿児島市交通局、ＪＲ九州バス、霧島市ふれあ
いバスの各運行区間の路線バス及び路面電車を共通に利用でき
るカード。観光バスと県外への高速バスは対象外。

家族介護者交流会
認知症高齢者を介護している家族等が、悩みや喜びを語り合う
場。

管理栄養士
栄養の指導を通して住民の健康維持・増進・疾病予防と治療の支
援を行う者。

高齢者虐待

家庭内や施設内での高齢者に対する虐待行為のこと。高齢者の基
本的人権を侵害・蹂躙し心や身体に深い傷を負わせるもので、
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法
律（高齢者虐待防止法）」では、身体的虐待（身体拘束を含む）、
性的虐待、心理的虐待、介護や世話の放棄（ネグレクト）、経済
的虐待が定義されている。

共助 社会保険のような制度化された相互扶助。互いに助け合うこと。

協議体
各地区におけるコーディネーターと生活支援・介護予防サービス
の提供主体等が参画し、情報共有及び連携強化の場として、中核
となるネットワーク。

居宅介護支援

介護を必要とする方が、自宅で適切にサービスを利用できるよ
う、ケアマネジャーが心身の状況や生活環境、本人・家族の希望
等にそってケアプランの作成や様々な介護サービス等の連絡・調
整を行う。

居宅サービス
（在宅サービス）

介護保険で居宅の要介護（要支援）者に行われるサービスで「訪
問」「通い」「宿泊」の３つの柱があり、他に福祉用具貸与などが
ある。

居宅療養管理指導
通院が困難な要介護者等に対して、医師・歯科医師・薬剤師等が
療養上の管理や指導のため、居宅を訪問してケアにあたるサービ
ス。

霧島市地域包括ケア・ラ
イフサポートワーカー
（ＬＳＷ）

高齢者等が住み慣れた地域で、安全で安心し、望む暮らしを継続
的に支援できる体制を構築するために平成 年度から本
市が独自で養成した者。

霧島どんサポートの会
霧島市内に勤務する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士で構成
する団体。

ケアプラン

要介護（要支援）認定者や家族の希望を取り入れ、サービス担当
者会議で、専門職の協議により利用者のニーズと生活上の問題解
決のために必要な具体的なサービスに関する介護支援計画のこ
と。
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用語 解説

ケアマネジメント
要介護（要支援）認定者等のサービス利用者の複数のニーズを充
足させるため、保健・医療・福祉等の多様なサービスを適合させ
る系統だった連携・調整・統合の一連の活動のこと。

ケアマネジャー

（介護支援専門員）

要介護（要支援）認定者からの相談に応じて、適切な介護保険サ
ービスを受けられるようサービス事業者等の連絡調整を行い、ケ
アプランを作成する専門的な知識・技術を有する者。

健康運動普及推進員
市が養成した地域で活動する健康づくりボランティア。市民の健
康増進と体力向上のため、健康と運動の知識を普及し、日常生活
の中に運動習慣を取り入れてもらうことを活動の目的とする。

健康増進計画
健康増進法の目的・理念を踏まえ、市民一人ひとりが主体的に健
康・生きがいづくりに取り組み、市民、地域、行政が一体となって
生涯を通じた健康・生きがいづくりを推進していくための計画。

言語聴覚士
言語によるコミュニケーションに障害のある人に対応し、対処法
を見出すために様々なテストや検査を実施し、評価を行った上
で、専門的な知識に基づいた訓練や指導、助言等を行う。

権利擁護
社会福祉の分野では、自己の権利や援助のニーズを表明すること
の困難な高齢者や障害者等に代わって、援助者が代理としてその
権利やニーズ獲得を行うこと。

後期高齢者 高齢者（ 歳以上）のうち、 歳以上の人。

高齢者世話付住宅
（シルバーハウジング）

歳以上の人が地域の中で、自立して安全かつ快適な生活を営む
ことができるよう配慮された住宅。緊急通報システムを設置する
など安全面での配慮を行うとともに、生活相談や団らん室を設け
られており、牧園地区に 室整備されている。

互助
公的機関や専門職による制度に基づくサービス以外の相互扶助。
たとえば、近隣の助け合いやボランティア等。

コミュニティ
お互いが信頼の絆で結ばれ、同時に相互作用が認められる人間集
団。

さ行

用語 解説

在宅医療・介護連携推進
事業

在宅医療と介護の切れ目のない仕組みを構築するため、市町村や
医師会等職能団体が事業主体として実施する事業。事業主体（在
宅医療・介護連携拠点事業者）は、地域の医師・歯科医師・薬剤
師・看護職員・介護支援専門員など多職種と協働して、地域の特
性に応じた在宅医療・介護の支援体制を構築し、地域における包
括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供をめざすとともに、在宅
医療・介護に関する普及・啓発を促進することを目的に取り組
む。

在宅サービス
在宅で生活する要支援・要介護認定者に対して提供される家事、
介護、食事、入浴などの介護保険法に基づくサービス。

作業療法士（ＯＴ）

障害や高齢・発達・精神等、あらゆる方へ「作業」を治療媒体と
しリハビリテーションを実施する。作業は生活や生きていくため
に繰り返し行われるもので、それらを分析し訓練していくことで
「人生の質の向上」を図る。
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用語 解説

サロン

互いに支えあって暮らしていける地域づくりのため、外出の機会
が少ない高齢者や、子育て中の家族など、同じ地域で暮らす住民
同士が定期的に集い、交流することで、地域の「憩いの場」とな
ることをめざす場所。

歯科衛生士
歯科予防処置、歯科診療補助及び歯科保健指導等を行う歯科医療
職。

自主防災組織
住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。
※「隣保協同の精神」とは、となり近所の家々や人々が役割を分
担しながら、力・心を合わせて助け合うこと。

施設サービス
要介護認定者が、在宅での介護が困難となった時に、介護又は治
療を中心として利用できるサービスで、介護老人福祉施設・介護
老人保健施設・介護療養型医療施設がある。

社会福祉協議会
社会福祉法に基づき設置され、住民の福祉の向上を目指して福祉
事業の調査、企画、助成、普及等、地域の福祉推進の中核として
の役割を担い、様々な活動を行っている組織。

住宅改修
介護保険サービスの一つで、在宅の要介護（要支援）認定者が自
宅等の小規模な改修（手すりの取り付け、段差解消、床・路面材
の変更等）ができる。限度額は 万円。

障がい者計画

障害者基本法（昭和 年第 号）第 条第３項に基づく障害
のある人のための施策に関する基本的な計画で、保健、医療、福
祉、教育、就労及び啓発・広報に関する基本的な事項を定めた計
画。

消費生活センター
事業者に対する商品、サービス、消費生活全般に関する苦情や問
い合わせなど、消費者からの相談を消費生活相談員が専門的知見
に基づいて公正な立場で苦情の処理、あっせん等を行う機関。

消費生活相談員
事業者に対する商品、サービス、消費生活全般に関する苦情や問
い合わせなど、消費者からの相談を受け、専門的知見に基づき公
正な立場で苦情の処理やあっせん、助言等を行う。

食生活改善推進員 食を通した健康づくりを積極的に推進する地域ボランティア。

シルバー人材センター

雇用関係のない臨時的かつ短期的な就業を希望する会員に、セン
ターが請負又は委任の形で引き受けた仕事を、能力や希望に応じ
て提供することで、高齢者の就業機会の確保や高齢者の能力を活
かした地域社会づくりに寄与することを目的とした公益社団法
人。

生活支援コーディネータ
ー

地域で、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けた
コーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構築の機能）
を果たし、高齢者等の必要性に応じた支援を行う地域拠点に配置
される人材。

生活支援体制整備事業

「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」や「協議
体」の設置等（「生活支援体制整備事業」）を通じて、市町村が中
心となって、サービスが創出されるような取組を積極的に進める
事業のこと。具体的には、コーディネーターと協議体が協力しな
がら、①地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起、②地
縁組織等多様な主体への協力依頼などの働きかけ、③関係者のネ
ットワーク化、④めざす地域の姿・方針の共有、意識の統一、⑤
生活支援の担い手の養成やサービスの開発、⑥ニーズとサービス
のマッチングなどの取組、を総合的に推進する。



資
料
編

第
３
章

第3部　資料編 第3章　用語解説

用語 解説

生活支援ハウス

自立して生活することに不安を感じている高齢者を対象に、居住
の場を提供するもので、公営住宅とは違い、生活援助員が 時
間常駐し緊急時の対応にあたるとともに、介護サービス、保健福
祉サービスの利用手続きの援助、地域との交流の場の提供、確保
等に努めるもの。

生活習慣病
糖尿病、脂質異常症、高血圧など食生活や喫煙、飲酒、運動など
の生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられる疾患。

た行

用語 解説

団塊の世代
第１次ベビーブームである昭和 （ ）年から昭和 （ ）
年に出生した世代を指し、広い定義では、昭和 （ ）年から
昭和 （ ）年までに生まれた世代。

短期入所生活介護・短期
入所療養介護（ショート

ステイ）

介護者が病気などの理由で介護できなくなった場合、短期間施設
に入所して、家庭介護を支援する。その他、介護方法の相談、指
導、訓練などのために利用することもできる。

地域ケア会議

高齢になっても、住み慣れた地域で尊厳のあるその人らしい生活
が継続できるよう、多職種協同で高齢者個人に対する支援の充実
（在宅生活の限界点の引き上げ）とそれを支える社会基盤の整備
（地域づくり）を同時に図っていく会議。

地域支援事業

被保険者が要介護（要支援）状態となることを予防するととも
に、要介護状態などとなった場合においても、可能な限り地域に
おいて自立した日常生活を営むことができるよう支援するために
行う事業。①介護予防事業、②包括的支援事業、③任意事業の
事業で構成。

地域資源
元々、対象の人が持っている（あるいは持っていた）地域での暮
らしの中での関係するあらゆるもの。

地域包括ケア
高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続することができる
よう、介護が必要になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じ
て、継続的かつ包括的にケアすること。

地域包括ケアシステム
介護が必要となっても住み慣れた地域で、自立した生活を送るこ
とがでるよう”医療・介護・予防・生活支援・住まい“を包括的
かつ継続的に提供するシステム。

地域包括支援センター

地域において、①介護予防ケアマネジメント事業、②総合相談支
援事業、③地域包括ケア体制整備（包括的・継続的マネジメント
事業）、④高齢者の虐待の防止・早期発見及び権利擁護事業の４
つの基本的な機能をもつ総合的なマネジメントを担う中核機関。

地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護

入所定員が 人以下の特別養護老人ホームで、入所している要
介護認定者について、地域密着型サービス計画に基づき、入浴、
排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健
康管理及び療養上の世話を行う施設。

地域密着型サービス

市が指定・指導・監査ができ、高齢者が要介護状態になってもで
きる限り住み慣れた地域で生活が継続できるよう支援を行うサー
ビスで、地域に密着し、地域とのつながりを大切にした介護サー
ビスを提供する。小規模多機能ホームやグループホームなどがあ
る。
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用語 解説

地域密着型サービス事業
者連合会

市内の地域密着型サービス事業所で組織する任意の団体。市と協
働して高齢者福祉・介護保険施策の検証や検討また、実践をして
いる。

地域密着型特定施設入居
者生活介護

入居定員 人以下の介護専用型の有料老人ホーム等で、入居し
ている要介護者について、地域密着型特定施設サービス計画に基
づき、入浴、食事、排せつ等の介護その他日常生活上の世話、機
能訓練及び療養上の世話を行う。

地域見守り支援員
民生委員等と連携し、一人暮らしや寝たきりの高齢者や障害者等
に対し、声かけ・安否確認などの見守り活動をする者。

チームオレンジ

認知症と思われる初期の段階から、心理面・生活面の支援として
市町村がコーディネーターを配置し、地域において把握した認知
症の方の悩みや家族の身近な生活支援ニーズ等と、認知症サポー
ター（基本となる認知症サポーター養成講座に加え、ステップア
ップ講座を受講した者）を中心とした支援者をつなぐ仕組み。

通所介護（デイサービ
ス）

在宅の要介護者等をデイサービスセンター等に通わせ、入浴や食
事の提供、生活等に関する相談・助言・健康状態の確認、その他
日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス。

通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療機関等に日帰りで通い、食事・入浴の提
供や医学的管理のもとで理学療法士（ＰＴ）や作業療法士（Ｏ
Ｔ）による機能訓練を受けるサービス。

出前講座

介護保険や高齢者福祉など、メニューに応じて、市役所職員等が
出向いて市政に対して理解を深めてもらう講座。市内に在住又は
市内に通勤通学されている方で 人以上のグループ・団体が対
象。

デマンド交通

タクシーの利便性とバス並みの料金を目指した新たな交通システ
ムであり、主な特徴として、「バスとタクシーの中間的な運行形
態になる。」「利用者は、事前登録（利用者登録）と電話での事前
予約が必要になる。」「乗り合せの運行になるので、予約状況によ
って運行時間が変動する。」などがある。

特定健康診査

医療保険者が、 歳以上の加入者を対象として行う健康診査のこ
と。保険者が定める計画内容に基づき毎年度計画的に実施し、検
査項目は、メタボリックシンドロームに着目したものとなってい
る。

特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやケアハウス、老人ホーム等で食事、入浴、排せ
つ等の介護や機能訓練を受けるサービス。

特定保健指導

メタボリックシンドロームの発症と重症化の抑制を図り、医療費
の適正化に結び付けることを目的とし、特定健康診査の結果によ
り、発症リスクが高い対象者へ生活習慣の改善のための保健指導
を行う。

な行

用語 解説

日常生活圏域
市町村の住民が日常生活を営んでいる地域として地理的条件、人
口、交通事情その他社会的条件、介護給付対象サービスを提供す
る施設等の整備その他の条件を総合的に勘案して定める区域。

認知症

後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が
低下した状態をいう。アルツハイマー型と脳血管性の大きく二つ
に分けられる。短期間に急激に脳の機能が低下する傾向にあり、
老化による機能の低下とは異なる。
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用語 解説

認知症カフェ
認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、認知
症について正しい理解を深めることができる集いの場。

認知症キャラバンメイト

認知症サポーターの育成、また「認知症になっても安心して暮ら
せるまちづくり」に向けて、関係機関・組織・団体等への働きか
け、協力・連携体制づくり、ネットワーク化を推進し、地域のリ
ーダー役を担い、「認知症サポーター養成講座」の講師を務める
ことができる者。

認知症ケアパス

認知症の人とその家族が地域の中で本来の生活を営むために、本
人と家族及び地域医療・介護に従事する人々が目標を共有し、そ
れを達成するための連携の仕組み。

認知症サポーター
認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族
を温かく見守る応援者として、自分のできる範囲で活動する者。

認知症初期集中支援チー
ム

複数の専門職が家族の訴え等により、認知症が疑われる人、認知
症の人とその家族を訪問し、認知症の専門医による鑑別診断をふ
まえて、観察・評価を行い、本人や家族支援などの初期の支援を
包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。

認知症総合支援事業

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた
地域で暮らし続けることができるよう、国では「認知症施策推進
総合戦略（新オレンジプラン）」を 平成 年１月 日に
策定し、同年、「認知症総合支援事業」が地域支援事業として位
置づけられた。認知症総合支援事業では、保健・医療・福祉のさ
まざまな分野の専門職が、初期の段階で認知症による症状の悪化
防止のための支援や、認知症の人やその疑いのある人に対して、
総合的な支援を行うもので、大きく分けて、認知症初期集中支援
推進事業（できる限り早い段階からの支援）と、認知症地域支
援・ケア向上事業（地域における医療・介護等の連携の推進）で
構成されている。

グループホーム
（認知症対応型共同生活

介護）

地域密着型サービスの一つで、認知症高齢者の症状の進行予防・
改善を図るため、共同生活をしながら入浴・食事・排せつ等の介
護や機能訓練等を受けるサービス。

認知症対応型通所介護
地域密着型サービスの一つで、認知症の要介護者等が利用できる
通所介護（デイサービス）。

認知症地域支援推進員

認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けること
ができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業
所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を
支援する相談業務を行う者。霧島市地域包括支援センターに配置
している。

は行

用語 解説

バリアフリー

高齢者や障害者等が社会生活をしていく上で、障壁（バリア）と
なるものを取り除くという意味。段差などの物理的バリアを取り
除くだけでなく、より広い意味で社会参加を困難にしている社会
的、物理的、心理的なバリアを取り除いていくことにも用いられ
る。

福祉用具貸与
車いす・特殊寝台・歩行器・マットレス等の福祉用具を貸与（レ
ンタル）するサービス。
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用語 解説

フレイル

厚生労働省研究班の報告書では「加齢とともに心身の活力（運動
機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響
もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であ
るが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可
能な状態像」

訪問介護
（ホームヘルプ）

日常生活を営むことが困難な在宅の要介護者等に対して、ホーム
ヘルパーが訪問し、入浴、排せつ、食事の介助などの日常生活上
の世話をするサービス。

訪問看護
医師の指示に基づき、看護師等が要介護者等の家庭を訪問し、療
養上の世話や必要な診療の補助を行うサービス。

訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車で要介護者等の家庭を訪
問し、入浴の介助を行うサービス。

訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、理学療法士（ ）や作業療法士（ ）等が
要介護者等の家庭へ訪問し、リハビリテーションを行うサービ
ス。

保健師
厚生労働省認定の国家資格。市民に病気予防や健康増進、保健指
導等を行う者。

保健福祉事業

地域支援事業のほか、介護者の支援や高齢者が要介護状態等とな
ることを予防するために必要な事業等。本市の場合、家族介護用
品の支給、認知症高齢者早期発見の促進、配食サービスの事業を
実施。

ま行

用語 解説

民生委員

民生委員法に基づき、厚生労働大臣が委嘱し、児童福祉法に定め
る児童委員も兼ねている。職務は、地域住民の生活状態の把握、
要援助者の自立への相談援助・助言、社会福祉事業者又は社会福
祉活動者との密接な連携・活動支援、福祉事務所その他の関係行
政機関の業務への協力など。

や行

用語 解説

有料老人ホーム

主に民間事業者が設置・運営する高齢者等を対象とした居住施設
で、入浴・食事・排せつ等の介護、又は食事の提供、その他の日
常生活上必要な便宜等の供与をする事業を行う施設。「介護付」、
「住宅型」、「健康型」がある。

要介護者

要介護状態（加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等の
ため、入浴、排泄、食事など日常生活での基本的な動作におい
て、６か月にわたり継続して常時介護が必要と見込まれる状態）
にあると認定された人のこと。介護の必要の度合いに応じて、要
介護１から要介護５までに区分される。

要介護（要支援）認定

介護サービスを受けようとする人が、どのくらいの介護を必要と
しているかを判断するもので、本人の病気の重さと要介護度の重
さが必ずしも一致しない場合がある。認定には「非該当」「要支
援１・２」「要介護１～５」に区分される。
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用語 解説

要支援者

要支援状態（加齢に伴い生ずる心身の変化に起因する疾病等のた
め、入浴、排泄、食事など日常生活での基本的な動作において、
６ヶ月にわたり継続して日常生活を営む上で支障があると見込ま
れる状態）にあると認定された人のこと。支援の必要の度合いに
応じて、要支援１、要支援２に区分される。

養護老人ホーム
心身上、環境上又は経済的な理由から自宅で生活することが困難
な低所得の高齢者が入所できる施設。介護・看護・食事の提供
し、入浴・排せつ等の介助を行う。

予防給付
介護保険制度で要支援認定を受けた被保険者に対して行われる保
険給付。

ら行

用語 解説

理学療法士（ＰＴ）
リハビリテーションの実践や援助などを担当する人。病気やけ
が、老化や過度の運動などが原因で身体機能に障害を持つ人に対
し、最新の技術と理論をもとに動作改善のための指導を行う。

老人クラブ
地域の高齢者がお互いに交流を深め、有意義な生活を送るために
自主的に組織した団体で、「老人クラブ連合会」は、各地域で結
成された老人クラブで組織化された団体。

わ行

用語 解説

私のアルバム

介護が必要となったときや認知症等で自分の意思や思いを伝えら
れなくなったとき、その人らしい生活が継続できる支援体制のこ
と。「私のアルバム」は自分らしい生活を送るために大切にして
きた出来事やこれからの希望をあらかじめ書き綴る本市独自の認
知症ケアパス。
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